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総括報告

COE授 業 「科学技術 と倫理」

稲葉一人

1.「科学技術 と倫理」一始まりと最:終プログラム

科 学技術 と倫 理 は、筆 者が 総合 コー デ ィネー ター とな り、中岡教授 、COE研 究 員(屋 良、

家高 さん)ら の ご協 力 を得 なが ら、4年 間行 わ れた。

初年度 は、 この よ うな講 座 は本邦 で も初 めて であ ったた め、旧知 を利用 し、 また 、文献

等 で知 られ た 日本 での高名 な諸先 生 に、電話 ・メール を駆使 してお 願い したが 、 ほぼ全 て

の先生 方 か ら快 諾 を受 け た。二 年 目は、 ① 原則 と して、2回 の連 続講 義 で はな く、全 て1

回にす る、②若 手の研 究者 を増 やす、 三年 目は、① 前年 度 に引 き続 きお願 いす る講 師を減

ら し、新 しい講 師 を増 やす 、②前 年度 に引 き続い てお願 いす る講師 には、 前年度 を更 に発

展 す る ように お願 いす る として、 出来 上が っ たの が、以 下 の2006年 度 の プロ グラム であ

る。 単年 度 の プロ グラム(毎 週1回 、90分)と して は、 これ以上 の ものは望 め ない と自負

してお り、 いわ ば 「オール 日本」の布 陣 を敷 くこ とが で きた。 また、 この講義 は、 一方 向

的 な もの で はな く、講 義終 了後 には、筆 者が 司会 をす る形 で、 受講生 と講 師 との双 方 向的

なコ ミュニケ ー シ ョンを図 って いる。

受 講生 は、 当初 は大 阪大学 豊 中キ ャ ンパス であ ったが、 三年 目か ら中 ノ島キ ャ ンパ ス と

す る こ とで、社 会 人の 出席 が多 くな り(か えって学 生 に は迷 惑 をか けた)、 毎 回30名 前後

の方 が集 い、講義 後の 講師 と受講生 との懇談 もほ ぼ毎 回行 なわ れる こ ととなっ た。
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2006年 度 大阪大学21世 紀COEプ ログラム 「インターフェイスの人文学」

公開講座 「科学技術と倫理」の講義の日程と講師

日 テ ーマ 講師

講義の紹介 ない し要旨(一 部記載のない部分がある)

稲葉一人(科 学技術文 明研究所 ・特別研究員)

4.10
「今 日的課題 と しての

中岡成文(大 阪大学大学院文学研 究科教授、大阪大学 コ
科学技術 と倫理」

ミュ ニ ケ ー シ ョ ンデ ザ イ ン ・セ ンタ ー長)

4.17
「公共 的対話 のた めの

中岡成文(同)
哲学 的方法論 」

知識社会 ・リス ク社会 という環境の中で、情報や対話 を

媒介 ・仲介す る人々や仕 組みが必要です。科学技術 の分

野 で は、 科 学 技 術 コ ミュ ニ ケ ー ター(あ る い は フ ァ シ リ

テ ー ター)の 役 割 が 注 目 され て い ます 。 しか し、 「どの よ

うな 対話 」を 「どの よ う に促 進(フ ァシ リテ ー ト)」で きる

のか を じっ くり考えない と、対話 は上滑 りす る恐 れがあ

ります。科学技術 に関する市民参加型 コ ミュニケーシ ョ

ンには、他 に も問題があ ります。情報公 開の流 れは定着

していますが、何 で も公開 し、透明化 ・均準化す れば よ

い とは言 えませ ん。すべての ことに市民が 直接 関与する

とい うより、ある種の ことは 「委任 」して済 ませ るべ きで

はないのか。市民参加 に賛成する一方で、「新 しい専門家」

の必要 を唱える人び ともい ます。以上の よ うなこ とにつ

い て 、 ご一 緒 に考 え て み た い と思 い ます 。

「遺 伝 、 遺 伝 子 、DNA 武部 啓(近 畿大学大学院遺伝 カウンセ ラー養成課程 ・
4.24

と市民生活」 客員教授)

5,8
「動物へ の配 慮 と科 学

伊勢田哲治(名 古屋大学情報科学研究科 ・助教授)
技術」

進化論 の確 立な どを通 して動物が人 間と非常 に近 い存 在

であ ることを明 らかに して きたの も科学 な ら、 その動物

を知識の獲得や医療のために利用 して きたの も科 学であ

る。本講義で は、動物への配慮が科 学技術 の中で現在 ど

1蹴彝ぎ驚¢¢羃灘襟綴博擁懲$建翕s&鯉¢わ《畿短涛兮聾z脅拿毒・窯導《}6



のよ うな位置 を占めて いるか とい うこ とを、動物 実験へ

の倫理 的規制の問題 を中心 に論 じる。動物実験反対 運動

には19世 紀以来の長い歴史があ り、動物実験 を行 う科学

者 の側 の、 動物福 祉 の取 り組み も1950年 代 以 降本格化

して きてい る。ただ、両者の取 り組み は必ず しも平和な

協力 関係 にあるわ けで はな く、英語 圏を中心 に さまざま

な対 立や社 会的問題 を引 き起 こ して きている。本 講義で

はこの対 立の背景 にあ る倫理 的な前提 を掘 り下げ、動物

はいかに扱 われ るべ きか、特 に 日本 では今後 どうい う取

り組 みが必要にな るか とい う問題 につ いて考 察 してい き

たい 。

5.15 「科学社会学のすすめ」 松本三和夫(東 京大学大学院人文社会学系研究科 ・教授)

巷 では、科学者 は社会 に広 く科学 を伝 えるこ とが必 要、

と説 かれる。他 方、社会 の側か ら科学の営み に積極 的に

はた らきかける動 きも顕在化 している(例 、応用倫理、産

学連携)。 この講義 では、その ように科学が社会に歩み寄

り、社会が科 学にはたらきかける双方向の動 きにおいて、

科学社会学 とい う学問が どの ような批判的機 能を もち う

るか を説明 したい。科学社会学 をマス ターす れば貴 方の

知 的世界 はバラ色 とな るであ ろう、 とは、私 にはいえな

い。 何 色 に な る か 、 そ れ はわ か らな い。 そ れ で も、 科 学

社会学 の視 点か ら科学技 術 と社会の相互 関係 を捉 えなお

してみたい。 そうい う受講者の諸氏 を待つ。

5.29 「科学者 の不正行為」 山崎茂明(愛 知淑徳大学文学部 ・教授)

「誰が科 学技 術 につ い 小 林 傳 司(大 阪 大学 コ ミュ ニケ ー シ ョンデ ザ イ ン ・セ ン
6.5

て考えるのか」 ター 教 授 、副 セ ン ター 長)

6.12 「科学者 の社会的責任」 蔵田伸雄(北 海道大学大学院文学研究科 ・助教授)

かつての 「科学者の社会的責任 」論では、科学者には科学

の応用である技術が 「悪用」されないようにす る責任 があ

ると考 え られて いた。 しか しバイオテクノロジーや先端

医療技術等 の問題 が注 目され、科学 と技術 との区別 が曖

昧 になるにつれて、「技術の 〈悪用〉」のみな らず、科学技
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6.19

6.26

「科学技術 と裁判 」

「患 者 にとって薬 の公

開 とは」

術 その ものが社会 に与 える影響 や リスクにつ いて考 え る

必 要が生 じて きた。そのため科学者の社会 的責任 につい

て も別 のモデルが必要にな る。それ は研究者集 団が 自己

規制 を行 うとい うモデル と、科学技術 に関す る民主的決

定 のため に 「アカウンタビリティ」(説明責任)を はたす と

いうモデルである。 この ような観点か ら、現代 の科 学者

の社会的責任 について改 めて考 えてみたい。

稲葉一入(科 学技術 文明研究所 ・特別研究員)

柳川忠二(東 邦大学薬学部 ・教授)

「患者 にとって薬は公開されているか」

以下 の ような項 目を一緒 に考 えたい と思 ってい ます。1,

薬 って何だろ う。最近 の小泉首相の発言に、 「薬 もコンビ

ニで買えるようになった」と言 うものがあ り、国会で もめ

たことは記憶 に新 しい と思 われ る。何故 このよ うな言葉

が 出て きたか、 とい うと、規制緩和 の1つ として大衆 薬

(OTC薬)を 見直 し医薬部外 品に変 更 してコンビニに置け

るように した ことか ら始 まった論議 で、法 的には医薬品

で はな くなってい るもの である。 コンビニに置 ける よう

にした理 由:夜 間で も買え る。緊急時薬局が空 いていな

い。 この程度 の ものが緊急時 に必要か。本 当に夜 間の販

売 は必要 か。2.患 者 の権利 とは 医師か ら処方 して もら

う薬は患者が どこまで薬 について主張で きるのだ ろうか。

主張す る前 にその薬 について どこまで知識が あるのだろ

うか。あ るいは調べ るこ とが可能で あるか。患者 の知る

権利 は どこまで探求で きるか。3.消 費者 の権利 消 費者

の立場 で見 た とき、繋 は患者 が選ぶ もの11という言葉 が

使 われ 出 しているが、本当に患者が医薬 品を選択 で きる

の だろ うか。4.リ スクマネージメ ント対 策 医療が本 質

的 に持 っている もの は、 リスクである といわ ざるを得 な

い。中で も医薬品 は リス クとベ ネフィ ッ トのバ ランスの

上 に存在す る もので、その ことが どの程度国民 あるいは

患者に公 開されているのであろ うか。

壅螺狸麺£鬱籤鐶撚箕i額彰$嚢曾s曾鑼o曁爽鑞i》i食ie$戴雛馨魚2彰僉爲



7.3

7.10

「科学 と政策決定」

「科 学 ジ ャー ナ リズ ム」

平 川秀 幸(大 阪 大 学 コ ミュ ニ ケー シ ョンデ ザ イ ン ・セ ン

ター助 教 授

科学が政策決定の基 盤になって きたのは20世 紀以降の動

向ですが、 た とえば、「リス ク」に関 して は科学的 な測定

だけで十分だ という訳 ではあ りません。科 学的 な見地以

外 に、社会 的 ・倫理 的 なリス ク受 容 を把 握す る ことや、

そ もそ も科 学的な調査 自身が どのよ うな枠組 みで行われ

ているのか とい うことも、今 日で は問題になっています。

そ して、科学 の対象だけではなく、科学 自身に も 「不確実

性」があ るということを踏まえて、政策決定 に関す る制度

を改変 してい くことも大 きな課題です。 この ように 「科学

と政策決定」には様々な課題があるが、講義では、具体例

に基づいて説明す る。

林 衛(富 山大学人間発達科学部 ・助教授)

今 年の講座 では、 フリーラ ンス科学 ジ ャーナ リス トの実

態につい て総合研 究大学 院大 学共同研究 く科学 ・技術 ・

社会 論の構 築 〉論文集 に発表 した内容 を中心 にお話 した

い と考えてい る。今大学が科学 コミュニケー ター養成 を

掲 げてい ろい ろなコースをスター トさせてい ます。 しか

しそ ういった コース をで てもそ ういった仕事 は少ないの

で就 職先は限 られ るの ではないか、 といった予想 が され

てい るのですが、実際 には 日本には科学 ジャーナリス ト

とよんで よい活動 を してい る人が た くさんい るのです。

だ とした ら、大学がや る課題 として、競争 率の高い世界

に飛び込め る人材 を育 てる、業界 の問題 点をみいだ し解

決 してパイ を増やすの に貢献す る といった ことが浮かび

上が って きます。 さてそ こで、 講義 までの課題 を一つ。

もっ とこん な記事が増 えた方 がいい、 この記事は ここが

優 れている、そんな風 に思われ る雑 誌やネ ッ ト、新 聞上

の記事 を さが して、 コピー をお持 ち ください。講 義の後

半で、 その記事の どこが優 れているのか、ポ イン トを紹

介 して もらい、そ うい う記事が増 えてい くために必要な

条件 を参加者 で議論 してみたいと思います。
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「人の く遺伝〉に関する

7.24 知識 ・技術 と市民一 そ 松原洋子(立 命館大学大学院先端総合学術研究科 ・教授)

の歴史 と現在」

戦前 の 「優 生学 」と しま して は、 ナチスや北欧 な どの例

(強制不妊手術な ど)が よ く知 られてい ますが、他方、20

世 紀 末 の 「優 生 学 」は、 「新 優 生 学(newgenetics)」 と欧 米

で呼ばれ てい て、そ の推進論者 は両者の違い を強調 して

い ます。例えば、現在の 「新優生学」は、以前の 「優 生学」

と比べ て、(遺伝学 や遺伝子工学 の発展 によ り)比 較 にな

らない ほど科学性が増 してお り、 また、国家か らの強制

ではな くて、個人の 自己決定 に基 づいている ことが根本

的 に異 なって いる と主張 され ます。 しか し、史実 によれ

ば、従来 の 「優生学」も単 に国家か らの強制のみによって

な されたので はないです し、 また、現在の 「新優生学」に

おける個人の 自己決定 も非常 に限定 された知識や状況 の

中で行 われるのが現状 であって、 「自己決定」であるか ら

許容 され るとは単純 に言 い切 れない側面 をもってい るで

しょう。 この ような複雑 な問題 を含 む 〈遺伝〉につ いて、

今 回の講義で は、生物学的視点 だけではな く社会的 な観

点からも説明す る。

10.2
「医療技術 開発 と人体

実験の倫理」
土屋貴志(大 阪市立大学大学院文学研究科 ・助教授)

「生 命 科 学 と社 会 の コ

ミュニ ケ ー シ ョ ンー 科
加藤和人(京 都大学人文科学研究所、京都大学大学院生

10.16
学技術倫理に とっての

命科学研究科(兼 任)・ 助教授)

意味を考える」

「医療研究 にお け る倫
10.23 中山健夫(京 都大学大学 院医学研 究科 ・教授)

理的課題」

「科 学技術 コミュ ニケ
八 木 絵 香(大 阪 大 学 コ ミュ ニ ケ ー シ ョンデ ザ イ ン ・セ ン

10.30 一 ションに何が必要 な

のか」
ター特任講師)
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11.6
厂工 学倫 理 の プロスペ

ク ト」
羽地 亮(神 戸大学大学院文化学研 究科 ・助教授)

1L20
「出生 前診 断 ・着床 前

診断 と倫理」
奈良雅俊(東 京大学大学院医学系研究科・特任講師)

11.27
「遺伝 医療 におけ る倫

理」
高田史男(北 里大学大学院医療系研究科 ・助教授)

12.4
「臨床倫 理 コーデ ィネ

ーターの役割 と課題」 板井孝壱郎(宮 崎大学医学部 ・助教授)

12.11 「科学技術論の展 開」 家高 洋(大 阪大学21世 紀COE特 任研 究員)

12.18 「市場経済 と環境倫理」 栗山浩一(早 稲 田大学政治経済学術 院 ・教授)

1.15

「先端 医療技術 に 関す

る社会的意思決定の歴

史」

林 真理(工 学 院大学 ・助教授)

著書の 『操作 され る生命一科 学的言説 の政治学』(NTT出

版:2002年)の 中で、 日本における脳死移植技術、補助生

殖技術、 ヒ トクロー ン技術の三つ の事 例の検討の後、社

会的意思決定 を考察す る視 点 として、次の三つの視点 を

挙げ られてい ます(上 掲書、245ペ ー ジ)。

・専門家性 職業 として問題 にかかわる人の視点

・当事者性 特別に当該の問題に直面 した当事者の視点

・公共性 社会の構成員 としての視点

この三つの視点は、それぞれの技術 の特徴 を明らかにする

ための観点であ り、例 えば、「脳死臓器移植」に関 しまし

ては、専門家性は 「大」、当事者性 も 「大」、公共性は、(社

会的な討議 の過程 に関 しまして は)「小 」か ら 「大」と特徴

付 け られ ます(も ちろん、これ らの視 点の内容は時 として

不明確 な場合 もあ ります。例 えば、「当事者 とは誰なのか」

とい うことは自明 ではない)。 この ような事例分析の後、

最新の技術の進行 に対 して反対 や批 判 を行 うだけで はな

く、公共的な価値を技術の発展の中でいかに実現するのか。
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1

1.22

1

「内部告発 の倫理」 奥田太郎(南 山大学社会倫理研究所 ・第一種研 究所員)

ここ数年、 内部告 発が急速 に注 目され、2006年4月 には

公益 通報者保護法が施行 されるな ど、状 況はめ まぐるし

く変化 してい ます。 しか し、そ う した変化の中で、内部

告発それ 自体への問 いと理解 は深 まる ことな く放置 され

ていないで し ょうか。講義 では、 内部告発 について じっ

くりと問い、問題解 決至上主義か ら距離 を とりなが ら問

題 の理解への糸 口をみつけたい と思います。

「環 境価値 の対 立 にい
1.29 高津融男(奈 良県立大学 ・講師)

か に対処 するか」

1990年 頃よ り、気候温暖化 をは じめ とす る地球環境問題

が浮上 してか ら、わた した ちの活動 のすべ てが環境 問題

として と ら え られ る よ うに な りま した 。 そ して 、「す べ て

の社会問題は環境問題である」とい う命題が成 り立つ かの

ような時代 に入 った ともいわれてい ます。た しか に、あ

らゆる社 会問題が直接あ るいは間接 的に環境 問題 と結 び

つ いている ように思 われ ます。 これが もし真 実だ とす る

と、個 々の環境 問題 において生 じてい る対立 の様相 も変

わって きます。つ まり、これ まで環境保全 と他 の価値(た

とえば、経済発展や福祉 の充実な ど)と の対立が注 目され

て きま したが、 こう した対 立が環境価値 と他 の環境価値

との対立 と して争われる ようにな ります。 このように競

合す る環境価値 のあいだの対立 を、 どのように理解 し対

処す るか、 これが この講義の 中心 テーマです。環境 リス

ク ・コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンで 議 論 さ れ て い る認 知 メ カニ ズ

ム(バ イアス)の 問題 を手がか りに しながら、本講のテー

マ につ い て、 み な さ ん とい っ し ょに考 え てみ た い と思 い

ます 。

「リス ク ・コ ミ ュ ニ ケ

25 一 シ ョ ンにお け るマ ス 吉川肇子(慶 應義塾大学商学部 ・助教授)

メ デ ィ ア」

マス ・メデ ィアの影響 お よび役割 につ いて、心理学 的な

視 点 か ら以 下 の3点 に つ い て 紹 介 します 。(1)マ ス ・コ

勧艶磁 鎗 擁醗蹴鋸i臼甥鞠懸 鍵嶺 勘 匙i瘢i鶲黔窘毒一2艙弩



ミュニケーシ ョン研 究の流 れ(2)代 表的な事例(3)マ ス ・

メデ ィァの はたすべ き役割。 なお、私 たちの研 究 グルー

プで実施 した鳥イ ンフルエ ンザや食 品中の水 銀について

の調査結果 も速報 します。一般 に信 じられているように、

マス ・メディアの影響 は大 きい ので しょうか?受 講生の

みなさんと議論で きれば幸 いです。

2.ワ ークショップ 「科学技術 と倫理」

大 阪大 学COEの 一環 と して行 わ れて い る 「科 学技 術 と倫 理 」は3年 目を終 了 にあ た り、

「科学技 術 と倫 理 」の番外 編 として、 ワー クシ ョップ を開いた(2006年2月)。 その趣 旨は、

「これ まで延 べ50名 を超 える 日本 で の有数 の研 究者 ・実践 者 をお招 きして 、大学 院生 ・社

会 人 を対 象 の公開講 座 を開い てい る。そ の趣 旨は、科 学技術 を、各 専 門家 が、様 々な角度

と視点 を示 し、 これ を専 門家 だけの 閉 じた会話 に と どま らず 、聴衆 と双 方向 で考 え、 話す

とい うコ ンセ プ トにあ る。 た だ、 この講 座 だ けで は、時 間が 毎 回90分 と限 られ てい る こ

とや、 その ため残念 なが ら一 方的 な情 報提 供型 の講義 に な りが ちであ った。 そ こで、 大 阪

大学 コ ミュニケー シ ョンデザ イ ン ・セ ン ターが 開設 された本 年度 か ら、 受講 生か ら要 望 の

あ った講 師 を中心 と して、 コー デ ィネ ー ターで あ る稲 葉 がCOEで 招 聘 され た講 師 の方 を

支援す るとい う形 で、 ワー クシ ョップ を開 く」とい う もの であ る。

「過去の事例か ら医学研究の倫理を考
土屋貴志(大 阪市立大学大学院文学研究科 ・助教授)

え る」

医学には、 人を対象 とした実験 ・研究が不可欠です

が、これまで被験者 の人権 を無視 した多 くの研究が

なされて きま した。 ある歴史的事例 を くわ しく分析

しなが ら、医学研究 の倫理的原理 について考 えます。

「事例 によって学ぶ臨床試験一市民 が

エビデ ンス を理解す るための準備作 中山健夫(京 都大学大学院医学研 究科 ・教授)

業(仮)」
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医学研究 で生産 されたエ ビデ ンスの正 しい評価 は、

疫学 ・臨床研 究の方法論 を理解 しなければな りませ

ん。 しか し、 それを理解 し、 また、その上で医療上

の意思 決定を しなければな りませ ん。他方、医学研

究やその結 果 を使 った診療ガイ ドライン作 りに患者

等の一般市民 が参加す るこ とが模索 されてい ます。

そこで、市民が知 ってお くべ き、知識等 を、具体的

な事例 を用いて考 えていこうとする試みです。

3.具 体的な 「科学技術 と倫理」の講義

そ こで、以下 筆者 の講義 録 を示 す こ とで 、その 内容 の理解 を していた だ きたい と考 える。

科 学 技 術 と裁 判 一Scienceatthebar一 医 療 と裁 判 稲 葉 一 人

(1)導 入 一 今 なぜ 、Scienceatthebarな のか

社会 の 多 くの問題 は、文系 と理系 の界 面 で起 こって いる。 その一 つが法 や裁判 と科 学技

術 との 関係 で あ る。匚・1ユ特 に、 ここ数 十年 の 間に、 科学 技術 を用 いた社 会活 動 が 問わ れ た

り、紛 争 を解 決す るため に科 学技術 が利 用 され た り、 そのた め、科学 者等 の専 門家が 、証

人 その他 と して裁 判 に参加す るこ とが、 増 えてい る。文系 の法 学部 の卒業 生 であ る裁 判官

は、科 学 の素 人 で、Generalistで あ る。裁 判 官が 、現 在多 くの形 で 問 われ てい る社 会 の科

学 紛 争 ・問題 を、 科学 者 の意 見や 科学 者 が書 い た文献 を参考 に、 「社会 との接 面」で有 権

的 な判 断 を してい る。 まさに、科 学技 術 と社 会 との在 り方 を問 う、 典型 的 な場 面 で ある。

裁判 には制 度 的 な制約 が あ り、 しか し、法 曹 と当事 者 が全 力 を挙 げて 戦 う真剣 な場 で あ

り、裁 判 官が 心血 を注 ぐ場 面 で もある。 そ こで の英知 を分析 し、共 有す る とい う作 業 は、

これ か ら、科 学技術 と社 会 と論ず る場合 、必須 と考 え られ る。 また、 この ことは、現在 行

われ てい る裁 判 を静 的に分析 す るだ けでは な く、本 当 に科 学 ・技 術 と社 会 との接 面で行 わ

1 私 は、問 われた結果(判 決)よ り、裁判のプロセスが持つ、科学 ・技術 と社会 をmediatingす る役 割を重要 と考

えている。ただ、現在の裁判のあ り方や、これを支 える法律家の実践がこれを満たす ものではなく、大 きなパ

ラダイム ・シフ トが必要であると考えている。
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れて い る裁判 が、信 頼 で き、 かつ、 効率 的な システ ムか どうか を批 判 的 に問 う作業 を並行

して行 う必 要が あ る。 また、 裁判 で は、 科学 を分 か りや す く翻 訳(translate)し 、伝 え る作

業が行 われ る。 こ こか ら、科 学 と社 会が どの よ うに対 話 を して い くの か につ いて の、 い く

つ か の切 り口 が見 え る。 まず 、Scienceatthebarと い う言葉 で あ る。[*2]Barと は、法 廷 で

ある。 法廷 には、 遮断棒 が、傍 聴席 と審理 をす る狭義 の法廷 を、制度 的 ・空 間的 に区切 っ

てい る。Scienceatthebarは 、裁 判所 ・裁 判 にお け る科学(技 術)で あ る。 また、 このBar

内 に入 れる のは、 弁護 士(barrister)だ けで あ るので、Barは 集合 名 詞 としての弁 護士 の集

団 を意味す る。 つ ま り、Scienceatthebarは 、法 律家 におけ る科 学(技 術)と い う意 味 で も

あ る。Scienceatthebarは 、①裁 判や 訴訟 が、科 学(技 術)を どの よ うなルー ルで扱 お う と

して い るの か とい う、Ruleか ら見 た分析 と、② それ を荷 なう法的専 門家 で ある法曹 が どの

ような特 性 を もって 、Scienceを 扱 って い るのか とい う、LawPro琵ssional(専 門職)の 主体

の特質 を踏 まえ た分析 が 交錯 しなが ら、全 プ ロセス を検 証 す る作 業 とな る。裁 判所 の判 断

は、 間接 民 主主義 の も とでの 国会 の判断(法 律)外 で は、唯 一の最 終判 断権 を有 してお り、

個 別 の、通常 は個 人対個 人の紛 争 の解決 を 目指 しなが ら、多 くの社 会 的な影響 を持 つ活動

であ る。裁判 は公 開で行 われ 、判決 で は原則 として理 由が 明 らかに され、 それ 自体 先例 と

して価値 を有 す る。米 国で は、社 会 市民 が気 軽 に問題 を裁判 所 で解 決 す る とい う伝 統が あ

るた め、裁 判 が 国民社 会 に直 結す る とい う意識 が高 く、Scienceatthebarと い う研 究 は盛

んで あ る。一 方、 わが 国 で は、Scienceatthebarに つ いて研 究が され るこ とは ほ とん どな

か った し、訴 訟 も少 な く、[・3】裁 判が 市民 に気 軽 に紛 争 を解 決す るため の場 と して の選択

肢 と して機 能 し、 認知 されて い る とはい え ない。 ところで、STS(科 学技 術社 会 論)[・4]と

の関係 につい て は、い くつ かの注 目す べ き視 点が あ る。 まず 、「科 学 に問 うこ とはで きる

が、科 学 には回答 で きない 問いが存 在す る こ と」[・5]、また、 「科 学事 件[*6]は、 科学 の見解

(科学 的合 理性)と 社会 の見 解(社 会 的合理性)の どち らを優 先 させ るの か とい う問題 で あ

2

3

4

5

6

Scienceatthebarは 、STS(科 学 技 術 社 会 論)学 者 で あ る、SheilaIasano任 の、 同名 の 本 の 題 に よ る。Scienceatthe

baち1995,ATwentiethCenturyFundBook

弁 護士 の数 の ほ か 、弁 護 士 報 酬制 度 の あ り方 、提 訴 手 数 料 の あ り方 等 が 影響 す る 。

SocietyfbrScienceandTεchnologyStudies

原 文 は 、"questionswhichcanbeaskedofscienceandyetwhichcannotbeansweredbyscience"で 、 「科 学 に意 見 を求

め る こ とはで きる が、 科 学 には応 え る こ とが で き ない 問 題」 と訳 す 方 が 意 味 を汲 み 取 りやす い。

科 学事 件 とい う表現 は、 柴 田 鉄 治,『 科学 事 件 』,岩 波 新 書,2000年 に 負 う。
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る こと」、 そ して、 「科 学が 現実 ・社会 との 関係 を保つ ため には、科 学知 識が専 門家 か ら無

知 な素人 に一 方的 に流 れ るとい う、 「欠如 モ デル」で は対 応で きず、 双方 向的 なCommuni-

cationと それ をつ な ぐ場や これ を運 営 す る人材 が必 要 であ る こ と」であ る。科 学事 件 を扱

う裁 判 は、科学 で は解 決 で きない問 いが争 点 とな り、 原告 と被告 との 間で、科 学的合 理性

と社 会的合 理性 との 関係が 厳 しく対立 す る場 面 であ る。 裁判 はあ る意味 で は、仕 組 まれ た

「対話 」の場 で もあ る。Scienceatthebarは 、STSの 一分 野で あ る。

(2)裁 判 官 とは どの よ うな人か

裁 判官 は、裁 判制 度 にお いて 、健全 な合理 的 な人 を演 じる ように期待 され てい る。裁判

官 が合 理 的 な人 と してScreeningを か け、健 全 な常 識 を働 かせ て判 断 す る こ とに よ り、裁

判 の説 得 力が あ る(あ るい は正統 性 が あ る)と み なす とい う制 度 が裁 判 で あ る。 しか し、

裁判 官 は他 の職 種 よ り高 い水準 で均一 化 されて いる とはい え、一 人の生 活背景 を持 った 人

で あ り、 また、 裁判 運営 や判 断が、 根本 的 に は、 「裁 判官 の 心証 」とい う、具 体性 な人 に

依存 す る営 み で もる。裁 判 ルー ル はCookbookで は な く、裁 判官 は機械 で もな く、生 きた

事件 を、 生 きた人が判 断す る とい う営 みで あ る。 そ こで、訴 訟 におけ る立証 は、裁判 官 に

対 して 「自己 に有利 な心証 」を採 っ て もらうため の、裁判 官 に向 けての活 動で 、「裁判 官 の

心証 」とい う、い わば ブ ラ ック ボ ックス と もい うべ き もの を解 明す る ことが要 となる。科

学 的証拠 を、裁 判官 は どの ように理解 ・判 断 し、 結論 を導 いてい くのか をで きる だけ、丹

念 に検証 す るこ とが 必要 とな る。 これは、 訴訟上 の証拠 ル ールの解 明 と、そ れ を担 う裁判

官 の心理 過程が 、二重 写 しに なる。 しか し、 この作 業 は これ まで な されず、対 して米国 で

は、IuryTrialを 前提 に、 どの ような科学 的証拠 をIuryに 提 示 して いいの か(こ れ をAdmis-

sibility(証拠 能 力))が 、 裁判 所 にお い て、1990年 代 か ら真 剣 に議 論 され る よ うに なった 。

連邦 最高 裁判所 で の1993Daubert判 決が この嚆 矢 であ る。 ここで は、鑑 定証人 に よる科学

的 な証言 が裁判 にお いて証 拠能 力 を認 め られ るための 要件 を示 し、陪審 員で はな く、第一

審裁 判所 が、 その決 定 を行 う 「門番」(gatekeeper)の 役 割 を果 たすべ きだ と判 断 した。

① そ の理論 や手 法が検 証可 能 な ものか 、 また検証 され てい るか

Whethertheexpert'stheoryhasbeenorcanbetestedfbrvalidity

② そ の理論 や手 法が他 の専 門家 に よる評価(ピ ア ・レヴュー)の 対象 になって いるか

Whetherthetheoryhasbeensubjecttopeerreviewandpublication

③ そ の理論 や手 法 につ い て誤差 の割合(誤 差 率)が 明 らか になっ てい るか
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The㎞ownorpotentialrateoferrorwhenthetheoryisapplied

④ そ の 理 論 や 手 法 が 学 会 等 そ の専 門分 野 に お い て 一 般 的 に受 け 入 れ ら れ て い る か

Theexistenceandmaintenanceofstandardsofcontro正andthedegreetowhichthetheoryis

acceptedinthescientificcommunity

そ の 後 、199710iner判 決 、1999Komho判 決 と、 科 学 的 証 拠 の 証 拠 能 力(Admissibi豆ity)

に つ い て 重 要 な 判 決 が 相 次 い で い る 。[・7]米 国 で は 、Iuryhialを 採 用 して い る の で 、 い か

な る 証 拠 を 陪 審 に提 示 し て い い か が 厳 し く問 わ れ る が 、 わ が 国 で は 、 職 業 裁 判 官 に よ る

7 アメ リカにおける科学的証拠と裁判 との関係 を規定する重要判決の流れ

事案 判断

1923Frye

Frア ε肌 σηf亡θ4S'σ オθ5,293R

1013(D.C.CiLl923)

科 学的理論 に基づ く証拠は、基礎 とした

原則が 当該分野で一般 に受容されている

こ とが科学的に証 明されている場合 にみ

証拠能力 を有する(generalacceptance)

1993Daubert

D翩 わerオ耽Mθ η・8μDowP肋r一

η1【z`θμ廊αz正5,正η`.,509US.579

(1993),

妊 婦 がBendectrinと い う つ わ り を 抑 え る 薬 を

服 用 した と こ ろ 、 子 供 に 奇 形 が 生 じた と して 、

Wilson夫 婦 に 生 ま れたBrianは 両 手 が な か っ たた

め 、 販 売 して い たMerrellDow社 を訴 え た。 会 社

側 は、 専 門 家 の宣 誓 供 述 書(a缶davit)を 提 出 し、

事 実 審理 以 前 で の 却 下 判 決(summaryludgment)

を求 め た。

審理 裁 判 所 の 裁判 官 は、 提 出 され た 専 門

性 を ス ク リ ー ンす るGatekeeperた る べ き

で あ る。

こ れ は、 関 連 性relevant・relevancyと 信

用 性reliable・reliabilityと が 必 要 で あ るが 、

reliabilityを 満 たす た め に は 、 次 の4つ の

要 素 が 必 要 で あ る。

① 方 法 論 的差 異methodologydisUnguishes

science丘omother丘eldshumaninquiry

② ピア レヴ ユーpeer-revieworpublication

③ 過 誤 率existenceofknownorpotential

errorrates

④ 技術 操 作 の 基 準standardscontrolling

thetechniqueも ・perati・n

199710iner判 決 小細胞肺 がんに なった長期 の喫煙 者が、PCBの

排出 によるもの として提 訴 した。専 門家の科学

上の証言 を排 除 した地 方裁判所の判断 を、高等

裁判所 が審理する場合の判断枠組みが問われた。

証拠 に対する決定 に対する通常の基準で

ある、裁量権 の濫用 とい う基準が適用 さ

れる。

1999Komho ミニバンの右 後ろ タイヤ破裂 して事故 を起 こし

負傷 した ため、 タイヤ会社 を提 訴 したが、 タイ

ヤ破損 の専 門家 の証言(タ イヤの概観上 の検査

に よる判断)を 提出 した。

連 邦 証 拠 規 則702条 は、 科 学 理 論 上 の知

識(scientificknowledge)と 、 そ の他 の 専 門

的 知 識(tedmica1,0rotherspecializedknowl-

edge)を 区 別 して い な い の で 、Daubert判

決 は前 者 に 限定 され るわ けで は ない 。

鰺 讌癒撤蠣 181



判 決 しか な く、民事 訴 訟法 で は 「自由心 証主 義」(民事 訴 訟法246条)が 採用 されて い るた

め、証 拠 能力 には(特 殊 な場合 を除 いて)制 限が な く、 この こ とが、全 ての証 拠 を、裁 判

官 の 「心証 」に よって総 合 的 に判 断す る とい う、 ブ ラ ックボ ックス化 を招 い てい る。先 の

連 邦最 高 裁判 所 の判 断 は、 これ まで採 用 され て きた、Fryeテ ス ト(generalacceptanceテ ス

ト)を 変 更 した もので、 「どの ような科 学 的証拠 が判 断に供 され るか」とい う問い に枠組 み

を示 し、 以降 の科学 的証拠 が事 件の鍵 となる訴 訟 にお いて、 決定 的 なturningpointと な り、

科学 的証 拠 を巡 る、 かみ合 った議論 をす る土俵 を提供 して い る。 裁判官 も、科 学 にお いて

は、陪審 にお け る と同 じ素人 であ る。証拠 能力(証 拠 の取捨 選択)と 信用 性(立 証 力)の 評

価 を全 て裁判 官の裁 量判 断 に委 ね る ことは、科 学的証 拠の位 置付 け を見 誤 る。

(3)科 学者 とは どの よ うな人 で、科 学 の考 え方 とは どの よ うな もの か

科 学者 は研 究 者 であ る。科 学 の業績 は常 に新 しい知見 によっ て乗 り越 え られてい るが、 で

も科 学者 が あえ て研 究 を続 けるの は、 どん な小 さなこ とで も、 自分が 世界 で初め て発見 し

た ことへ の喜 びが あ るこ とに よる。 ここで は、科 学者 の典 型 で もあ る、物理 学者 を念頭 に

お い て、 科学 者 ない し科 学 の考 え方 を探 って い くと、 科学 の構造 は、 あ る 自然現象 一背 後

にあ る物 質 の運動一 運 動 を支 配す る法則一 法則 を貫 く原理(あ るい は仮説)、 単純 化す れ

ば、 「現 象一 物 質 の運動一 法 則 」とい え る。 科 学の 出発 点 は、 まず 詳 し く自然 を観 察す る

こ とか ら始 ま る。観 察 は、観測 、つ ま り、何 らか の尺 度 を用 いて性質 を数値 に置 き換 え る

作 業 とな る。 つ ま り、 当初、 定性 的な研 究 は、 定量 的 な研 究 とな る。 現象 につ いて は、実

験 を行 うこ とにな り、実 験 は どこで も、 誰で もが行 うこ とが で き、 同 じ結 果 を再 現 で きな

けれ ばな らない。観 察 ・観測 ・実験 によ り、定 性 的で あれ定量 的で あれ、 自然現 象 に規 則

性 が発 見 され る と、 そ の規則 性 の理 由 を尋ね る。科 学 は、 「そ こで どの ような物 質が重 要

な働 きを演 じてい るのか」を考 える学 問 とい え る。 そ して、 見か けが どん な複雑 で あろ う

と、基 本 の部分 で働 いてい る要素 は単純 で ある と信 じる。 科学 の理論 の 目標 は、 い かに基

本 的 で、 よ り単純 な原理 や法則 で現 象 を説明す るかに あ り、理 論家 は、現象 と原 理 をつ な

ぐ役割 を果 たす。 遺伝子 ブーム は新 しい要素還 元 主義 の表 れ とい える。 ただ、還 元主 義 は

万 能 でな い ことは、量子 論 、非線形 現象 、複雑 系 、 カオス、 フ ラク タル をは じめ知 られ て

い るが、科学 者 は還元 主義 で解決 で きない 問題 を避 け、科 学者 の メ ンタリテ ィー は還 元主

義 に とどまる。 自然科 学 は、 まず どの よ うな手段 で、 どの ような物理 量 を測 るかが最 初 の

関門 であ る。 どの程 度、独 自の実験 試料 を集 め、実験 手法 を工 夫で きるかが、実験 の成 功
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を決 め る。匚*8コ科 学者 は、 これ までの理 論 で は予 想 もされず、 新 しい現象 が発 見 された場

合 は、 その現象 を再 現 で きる単 純 なモデ ル を作 る ことか ら始 め る。 モ デルが実験 と合 わ な

い場合 は、あ る 「仮 説」を採用 して、 モデ ルが 実験 を再現 す る よ う制 限 を加 え、 よ り整合

性 の高 いモ デル に鍛 えてい くこ とにな る。 自然現 象 の観 測や 実験 に よって、様 々な物理量

を測 定 し、物理 法則 は物理 量 の間の 関係 や変化が 数学 の言葉 で記述 され、比較 可能性 を担

保 す る。 数学 は、 い か なる場 所 で あ ろ うと も、 い か なる 時間 で あろ うと、成 立 す る関係

を記述 し、Universalで あ る。 数学 と物理 学 は二人 三脚で 進 んでい くが、数 学 の普遍性 と物

質世界 の普 遍性 は、 一部 共通 し、 一部 ずれ る。1662年 、 イギ リス に王 立協 会が創 設 され、

科 学 論文 発 表の ル ールが 確 立 され た。 同 じ専 門の科 学者 が 審査(peerreview)を し、 これ

をパス する と、王立協 会 が発行 す る雑 誌 「PhiosophicalTransaction」(哲 学 会報)に 掲載 して

公 開す る とい うル ール を確 立 した。 こ こでは、 「科 学」は、 「Philosophy」(知を愛 す る)と 呼

ばれ、 「Science」(ラテ ン語 で、 知識 や技術 を意 味す る 「scientia」が語 源)で はなか った。 し

か し、 ヨー ロ ッパ で は、19～20世 紀 にか けて、 科学(science)の 意味 が大 き く変わ り、科

学 が知 の体 系(文 化)の 一部 で、個 人 の教養 と して の研究 か ら、産 業革 命 を経 て、科 学 と

技術 が密接 に結 びつ くに至 っ た。科 学が 国 家 に とっ て有 用 で あ り、技術 的 な応 用 が 可能

であ るこ とが分 か る と、科 学 は大 掛か りな装 置や装 備 を要す る こ とに な り、税金 が投 入 さ

れ、 国家 と科 学、 科学 と技 術 は密接 な関係 を持 つ よ うにな った。[剛 もっ と も、 わが 国で

は、 科学 は明治以 降、 輸入 と模 倣 に始 ま り、 当初 か ら技 術 と分 か ちが た く結 びつ き、 「役

に立 つ」科 学 が奨励 され、科学 者 は、科 学や科 学者 が社 会 と どの ような存在 で あるか 、 ま

た、 あ るべ きか をあ ま り深 く考 えず に歩 んで きた。 そ こに、 わが国 の科学 ない し科学技術

と法 ・倫理 を考 え る難 しさが ある。 こ こで、科 学者 の社会 ・市 民 との関係 での倫 理原則 の

一 部 を考 える
。科 学者 が市 民 との対 話 を行 う際 に大切 なこ とは、「何 が分 か って い ないか

を正 直 に話 す こ と」であ る。STSの 、「科学 に問 うこ とは で きるが、科 学 には回答 で きない

問 いが存在 す る こ と」とい う指 摘 は重要 で、科 学者 は、 当該専 門分 野 であ って も、何 もか

も分 か って いる人 間 なの では な く、 そ の分 野 にお い て、「現在 何 が分 か って いて、何 が分

か って いな いか」を最 も分か って い る人 間で あ る。研 究 は分 か らない こ とを研 究 して い る

の であ るか ら、分 か ってい る こ とと、分 か ってい ない こ とを しっか り区別 して、 分 け隔て

8

9

STSの 実験室の人類学か らの分析 も興味深いが、ここでは割愛す る。

科学 と技術 の関係は諸説があるが、科学が技術 を促 した り、技術 が基礎的科学を規定 しなが ら、両者 は結び付

いている。
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な く話す ことが大切 であ る。時 には、「私 の知 識 の限界 はこ こまで であ るか ら、 それ を越

え る部分 は分 か らないか ら保 証 で きな い」とす るの も、科 学者 と しての倫 理義 務 であ る。

時 には分か らない と正 直 に語 る科学 者 は、信頼 を得 る。 また、 「素人 に情報 を公 開 して も、

不 安 を煽 るだ け」とす る態 度 は、科学 を健 全 に発達 させ る もので は ない こ とは、 これ まで

の科学 の歴 史が示 してい る。 また、未知 の問題 を扱 う科学 が時 に は誤 るこ ともあ り、 その

際 には、率 直に判 断 ミス を謝 る こ とこそ、 真理 に対 して誠 実 な科 学者 の態度 といえ る。

(4)司 法 裁判 所 の考 え方 一 法 的思 考 とい う もの

一般 の人 の、法律 家 や法律 学 を学ん だ人へ の印象 は、① とか く、既 存 の規 則 や先 例 に固

執 して、保守 的 な態 度 を と りがち、② 融通 が きかず、 臨機応 変 な処置 がで きない、③ な に

か とい う と、 権 利義 務 や、責 任 の有 無 とい う形 で議 論 し、か えっ て問題 の解 決 を困難 に

す る とい う、negativeな ものが多 い と思 う。 この ような批判 は今 に始 まっ た ことでは な く、

古 くか らあ る。で は、 なぜ この ような いわば通俗 的 な批判 を受 け るに も関わ らず 、法律 家

は批 判 に対 して 自己の態 度 を墨 守す る のか。 これ を理 解す る には、法 的思考 の特色 を理 解

す るこ とが 必要 となる。法 的思 考独特 の、専 門技術 的 な議論 様式 ・技法(例 え ば、後 に説

明す る要 件事 実 論)は 、 多 くは、 古代 ギ リシ ャ以 来、 レ トリ ック(弁 論 術 ・修辞 学)の 伝

統の なかで 、法廷 弁論 と結 びつ いて作 り上 げ られ た。そ して、 それ が、近代 の 司法 的裁 判

制度 に取 り込 まれて行 き、法 的思 考 を理解 す る とは、司 法的裁 判 の制度 的枠 組 み を理解 す

る こ とにつ なが る。

① 法的 思考 の核 心 は、 司法的 裁判 にお ける法適用 が 、事実 認定 と法解釈 を中心 に行わ

れる ため、既存 の一般 的な法 的規準 に準拠 してそれ を具体 的事 実 に適用 す る とい う方

式 に よって 、一定 の法 的決定 を求 め、正 当化す る。 法的思 考 におい ては、 実定法 自体

の正 当性 は よほ どの こ とが ない限 り疑 問に曝 され る ことな く、権 威 的前提 として受 け

取 られ る。 こ こで は、実 定法 ・先例 が、特 殊 な意味 を有 し、思考 は演繹 的 とな る。

② 法 的思 考 に は、事 実 の正 確 な認 定 が不 可 欠で あ り、法 的 思考 は、過 去 の具体 的事

実の認 定 に拘 束 され る。 この事実 認定 におい ては、 過去 の生 の歴 史 的事 実 を細部 に わ

た り再 現す る こ とで はな く、 法的権 利義 務関係 や有 罪無罪 の確 定 に関連 ある重要 な事

実 とそ うで ない事 実 を区別す る。つ ま り、具体 的紛争 には、始 め含 まれて いた、政 治

的 ・経 済 的 ・心理 的 ・道 徳 的等 の事 情 は考 慮 の外 に置 かれ、 法 的世 界 の 自立性 が 確

立 され る。 ここで は、個 々のnarrative(物 語)は 特殊 な観 点 か ら取 捨選択 、加 工 され、
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結局 は、無 視 され る。

③ 法的思 考 は、既 存 の実定 法的規 準 に準 拠 し、過去 の事 実 に拘 束 され、本 来的 に、過

去志 向 的、つ ま り、過 去 に生 じた具体 的紛争 を事後 的個別 的 に解 決す るこ とが主 眼 と

なる。 こ こでは、 そ れ以外(将 来の 利害 の調 整、 第三 者へ の影 響等)は 、二 次的 な 関

心事 となる。

④ 法 的思考 は、事 実認 定 におい て も、法 的権利 義務 関係 や、有 罪 ・無 罪の規 範 的確 定

におい て も、全 か無 か(allornothing)と い う二分 法 的思考 が と られ、 判 断不 能(こ れ

は裁判 の拒 否 にな る)を 避 け るため に、 疑 わ しきは被 告人 の利益(刑 事 事件)、 証 明責

任 の原則=Non-Liquet:真 偽 不 明の場合 の不 利益(民 事 事件)が 決 め られて い る。 調整

的 ・妥 協的 ・互譲 的 な、様 々なad-hocな 解決 は排 除 される。

以 上 の ような特 質 を有す る法 的思考過 程 は、形式 論理 的 には、大前 提 たる一般 的 な法的

規準 に小 前提 た る具体 的事 実 を包 摂 して判決 を結 論 と して導 き出す とい う、法 的三段 論法

として展 開 され る。法 的要件 に事 実 を当て はめ、 この よ うな要 件事 実の存 在が 認定 され る

限 り、 その事実 に一定 の効 果 を与 える とい う、要件=効 果図式 となる。法 的思考 の場合 に

は、 事 実 を(既 存 の ルー ルに従 い)正 確 に認定 し、 法 的規準 と関連付 けた適切 な理 由づ け

が な されて い る限 り、 そ の決定 の結 果 ・効 果 につ い ては責任 を負 うこ とは な く、批 判 は、

法 的基準 自体 に向 け られ る。 したが って、法 的解決 の及 ぼす意 味、例 え ば、当事 者の受 け

入 れ可 能性 や解決 へ の満足 度等 は、 そ の射 程 に入 って こない。法 をルー ル にた とえ る と、

現実 の取 引社会 や家 族 関係 で は、 ルー ルが予 定 しなか った事態 が しば しば生 じる(極 端 に

言 えば、 ル ール を文字 通 り当て はめ て解決 で きる紛 争 な どな い)。 裁 判 では、 ル ールの 意

味、要 件、 射程等 につ いて鋭 く対立 す る ことが あ る。 そ こでル ールの 適用 の仕 方 を考 える

学 問 としての、法 解釈 学が登 場 し、法 の解 釈 とは なにか とい うテーマ は、法律 学 の永遠 の

アポ リァであ るが、民事 法領 域 と刑 事法 領域 、更 に、管理 法領域 で は、そ の厳 格 さ等 に違

いが あ る ものの、 次の ように ま とめる こ とが で きる。 一つ は、 「裁判 官 は法 を解 釈 すべ き

で はな く、文 字通 り機 械 的 に法 を適用 すべ きで ある」とい う もの であ り、他 方 は、 「裁判

官 は現 実の紛 争 を前 に して、 直観 的に妥 当な解 決 を探 る もので あ り、法律 の条文 に よる理

由付 け は、 後か ら付 けた理屈 に過 ぎな い、そ して、 どの よ うな解 決 にせ よ、法律 を柔軟 に

解釈 すれ ば理屈 は付 くものだ」とい うものであ る。[*10]経験 か らは、両者 が交 錯 しなが ら、

10 同 じことは、後述の心証形成においても行われている。
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裁 判官 は判断 を行 って い る。 ただ、 法 的解 釈 は全 くのad-hocの もの で はな く、 キ ャ リァ

裁 判官 に よって な され る以上 、① 既 に蓄 積 され て い る確 立 した法 原理 との整 合性 の確 認

は、3審 制 の もとでは、 裁判 官の 職務 義務 となって い る、② 仮 に、 解釈 論 を示 した と して

も、 公権 的解釈 であ る以上 、そ れは類似 の事 例 におい て も妥 当性 を主張 し得 る もの でな け

れ ば な らず、 この点へ の配 慮 も不可 欠、③ 常 識 に合 致(正 義や衡 平 が背 後 にあ る)す る必

要が あ る。 た だ、 これ らを どの程度 厳格 に遵守 す るか は、裁 判官 の個性 や事 案 の性 質(法

の創 造性 を求 め られてい る事案 の ような現代型 訴 訟か否 か)に よ り幅 があ る。概 して、 科

学的 証拠 の価値 が問 われ る事 件 では、現代 型 訴訟 であ り、裁判 官 の積 極 的かつ創 造 的役 割

が求 め られ、司 法が政 策過程 に接 す る場 面 で もある。

(5)民 事 裁判 の構 造 とルー ル

請 求 は、 法的紛 争 として構 成 で きなけれ ば、訴訟 の俎 上 に乗 らない。実体 法 に よる請求

権 と して 認め られる(余 地 のあ る)こ とが前提 とな る。 原告 は、 通常 請求 権が 権利 と して

帰属す る と主張す る もの、被 告 は、請求権 が 義務 として帰 属す る とす る もの をい う。 つ ま

り、 民事 裁判 は、 当事者1対1の 関係 を基礎 とす る。原 告 は、請 求権 とこれ を基礎 付 け る

根拠(こ れ を要 件事 実 とい い、過 去 の事実 を類 型 した もの)を 示 した訴状 を裁 判所 に提 出

し、被 告 に送達 され 、適法 な送 達 には、被 告 は応 訴 を強制 される。[・11]裁判 所 は、双 方の

主張 を照 らし合 わせ て、争 いの ある点 とない点 をわけ、 争点 を確 定 し、 それ に対 応す る証

拠 を審査 し判 断す る。 裁判 は、原 則 として 当事者 主義構 造 を有 してい るので、 訴訟 は当事

者か らの提 起が なけ れば成 立 しない し、主題 た る請求権 は当事 者が掲 げ た もの に制約 され

(処分 権 主義、 民事 訴訟 法246条)、 この根拠(た る事実)は 当事者 の 出す もの に制約 され、

また、当事 者 間で争 いが ない事実(自 白)は 裁 判所 の判 断権 を排 除 し(同 法179条)、 また、

争 いの あ る事 実 を認 定す るた めの証 拠 は 当事者 の 出す もの に限定 される(弁 論主 義 の3つ

の テー ゼ)。匚・12]審理 は、原 則 として公 開で 、 当事 者 の提 出 した書面 等 は、誰 で も閲 覧す

る こ とが で きる(同 法91条)。 また、証 人尋 問 も、 当事者 が行 う交互尋 問が 原則 で ある(同

11

12

応 訴が 強 制 され る と い う こ とは、 行 か な い と裁 判 は 負 け る と い う こ と。

当事 者 モ デ ル は、 「公 的 な 義 務 しか 持 た な い 担 当 裁 判 官 が 審 議 に 当 た る よ り も、 利 害 に 関 わ る 当 事 者 同 士 が 、

自 らに 有 利 な 証拠 の発 見 や 相 手 方 の 証 拠 の弱 点 を 暴 露 す る 努 力 を 重 ね る こ とに よ り、 よ り争 点 の真 実 に近 づ

く」と い う 仮 定 の 下 に成 り立 っ て い る。ShumanDWExpertiseinl蹴medicineandhealthcare.IournalbofHealth

Politics,PolicyandLaw2001;26:267-290.
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法202条1項)。 この よ うなルー ルの上 で、裁 判官 は、操 出提 示 され た証 拠 の許容性(証 拠

能力)[・13]と証拠 力(証 明力)[・14]を、裁 判官 の良心(憲 法76条3項)に 沿 って心 証 を形 成 し

てい くこ とに な る(自 由心 証 主義、 民事 訴 訟 法247条)。 そ して、判 決 は、 上訴 が つ い え

た際 には、既 判 力(内 容 上の確 定 力)と 執 行力(実 施上 の 強制力)(民 事執 行 法35条)を 有

す る。上級 審 の判 断は、下級 審へ の先例 拘束 力 を有 す る。

(6)科 学 と 法 ・裁 判

科 学 と 法 と の 文 化 的 差 異(CultureClash)、 そ の 内 で 特 に 事 実 や 真 実 発 見(Fact-Finding)に

つ い て 焦 点 を 当 て て 考 え て い く。[・15]違 い と して 大 き な も の は、 法 が 「規 範 的 」 と称 す る

点 で あ る 。匚*16]

CロltureClash

Science Law

真実 Scienceseekstruth Lawdosejustice

記述性と規範性 Scienceisdescriptive Lawisprescriptive

進歩と手続 Scienceemphasizesprogress Lawemphasizesprocess

事実の発見 Fact-findingisnotcontingent Fact一丘ndingiscontingent

Eact-Finding

Science Law

PresupPosition ScientificCorrectness Socialwisdom

Toserveitsneed丘)rdecisiveendings,thelaw

hasdevisedacomplexsystemofrulesand

practices.Theseruleandpracticesbydefini-

tiOnarenOt``scient圭 丘c".

Purpose Getthefact"right" Setthedisputesfairlyandef丘ciently

Time Boundedintime

Results PrematuredecisionsmayapPear

3

4

5

6

1

1

1

1

証拠 として証拠調べ を行い事実認定 に利用で きる適格。

証拠 が証拠調べの結果 どれだけ事実認定に役 立つか。

私は、科学技術 と裁判 は、法廷にお ける異文化 コミュニケーションの一場面 と考える。

刑事訴訟法では、証拠 が捜査機 関によ り強制 されて採取 された場合 は、証拠 自体が科学的 で有罪の決め手で

あっても証拠 としては排除 されることがある。
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Evidences
1

DependsheavilyontheskiHandintensionsof

thelawyers.Thewitnessesanswerincourtto

questionsposedbylawyers

Lawandlawyersreconstructthefact

しか し、共通 す る点 もある。

CommonCulture

Science&Law

Authoritativecapacitytosi丘evidence

Deriverationalandpersuasiveconclusionsffomevidence

Reliabilityofobserversandwitnesses

Credibilityofobserversandwitnesses

Unlikereligion,notownallegiancetoasingledogmaticauthority

Rulegoverningtheassessmentoffacts

Normalprogresswithineachdisciphneoccursthroughadecentralizedmakingdecisions

(7)医 療 過 誤訴 訟 の立証構 造

医療過 誤訴訟(医 療 関係 訴訟)は 、通 常、債務 不履 行か不 法行 為 を根 拠 として起 こされ る。

不 法行為 請求権 は、 過失行 為、損 害、 その 間の 因果関係 が ある こ とを原 告が証 明す る こ と

が 必要 であ る。証 明 とは、確 信 ない し高度 の蓋然性 のあ る立証 が な され た状態(裁 判 官 の

内心 の状 態)を いい 、 ル ンバー ル最高 裁判決[・17]は、 「訴訟上 の 因果関係 の立証 は、 一点 の

疑 義 も許 され ない 自然科学 的証 明で はな く、経 験則 に照 ら し全証拠 を総 合検 討 し、 特定 の

事実 が特 定の結 果 を招 来 した 関係 を是 認 しうる高 度の蓋 然性 を証 明す るこ とであ り、そ の

判 定は通 常人 が疑 い を差 し挟 まない程 度 に真 実性 の確信 を もち うる ものであ る こ とを必要

と し、 かつ 、そ れで足 りる もの であ る」とし、[・18]ここでは、 高度 とい う レベ ル をどの よ

17

18

化膿性髄膜炎であった3歳 の男児 が、ルンバール施術(腰 椎穿刺 による髄液採取 とペニ シリン髄腔 内注入)を

受けた ところ、直後 に嘔吐痙攣 を起 こし、脳出血 を起 こし、重度の後遺症 を残 した事案で、患者 らが、ル ン

バールによ り発作が発症 しその後 も病変 も生 じた として提訴、医師側 は、病変等が化膿性髄膜炎の再燃 により

生 じた ものとして争った事案。

訴訟上の因果閧係 を、 自然科学的証明 とする と、主張 ・立 証責任を負 担 した ものがほ とん ど敗訴する。 そこ

で、判示のような訴訟上 の因果 関係 に関す る立証命題を示 した。「高度の蓋然性 」とい う表現は、因果関係 の

判断には、不可避的に価値判断や評価要 因が入 り込み、そのため、個 々の因果関係 の認定 ・判断の基準 として

は不安定とならざるを得 ない。
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う に設 定す るのか は一 義的 に決 め る こ とが で きな い し、 「確信 」とい う主観 を容 れる表 現

を用い てい る以上、 個 々の裁判官 の価値 判 断が混入 す る ことを避 ける こ とはで きない 。そ

して、 医療過 誤訴 訟 で は、過失 や 因果 関係 を立証 す るた め に、 鑑定(私 的鑑定 も含 む)が

用 い られ、科 学者 と して の医療 者 が、 医学 的 な根 拠 に基づ い て意見 を述 べ る こ とにな る。

ここに、 医療過誤 訴 訟 にお け る、科 学 的証拠 と裁判 の 関係 が典 型 的に 出て くる。 ル ンバ ー

ル事 件 で は、1審(東 京 地 方裁 判所)で は、 鑑 定人 となった 医学専 門家4名 の 意見 の うち、

3名 が化 膿性 髄 膜炎 の再 燃 が最 も考 え られ る原 因 と し、脳 出血 が最 も考 え られ る と した1

名 も、 ル ンバ ール施術 が その原 因 となる可 能性 はない と した。 しか し、最 高裁 は、 因果関

係 を認 め、 原審(東 京高 等裁 判所)に 事件 を差戻 したが、 差戻 審 で行 わ れた2名 の医 師 も

懐疑 的 だった。[・19]これ ほ ど医学 的意見 と裁判所 の判 断が 分か れた事件 は少 ない 。

(8)科 学 としての 医療 と経験 則

自由心証 主 義 での 問題 点 は、 どの程 度 の立 証 活動 が あれ ば、 証 明が な され た とす るか

とい う、閾値(threshold)で ある。 裁判 官 の心 証形 成過 程 を深 く見 て み る と、 高度 の蓋 然

性 」や 「確 信 」とい った証 明 度 を、 具体 的 な数値 で 表す ことにつ い ては、 学説 上 は80%か

ら、下 は50%を 越 え る(証 拠 の優 越)と い う もの まで あ る。 ア メ リカ法 で の扱 い に対 し

て 、[・20]わが 国で は、 ほ とん どの学 説 が、 前述 の ル ンバ ー ル最 高裁 判 決 に倣 い、 「裁判 官

の 主観 的確信 」や 「高度 の蓋 然性 」と定義 づ け をす る ことで議 論 が膠着 して い るが、具 体

的 な数値 として置 き換 え る となる と、論 者 に よ り先 ほ どの ように相 当の隔 た りが あ る。 し

か し、現 実の 裁判官 は、確 信 や高度 の蓋 然性 とい う基準 で考 え てい るので はな く(そ の意

味 で は証 明度 は一 般 的 に低 い ところに位 置 して い ると考 えて 間違 いな い と思 わ れる)、 厳

19 ルンバール事件 の審級ごとの流れ

結論 医学鑑定

1審 発作 と後遺障害はルンバール施術 を原因と

するが、過失はない。

4名(3名 が原告 申請、1名 は被告申請)の 鑑定人(ル ン

バ ール自術 と脳 出血 との因果関係否定)

原審 原因が脳出血か化膿性髄膜炎なのか判定で

きないので、因果関係 を否定 した。

最高裁 因果関係 を肯定するのが妥当と して、原判

決を破棄 して原審に差 し戻 した。

差戻審 因果関係 については破棄判決の拘束力を受

け、医師の過失を改 めて認める。

2名 の鑑定人(被 告申請)(ル ンバール自術 と脳 出血 との

因果 関係懐疑的)
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格 な証 拠 だけ では な く、訴状 を読 んで か ら、判 決 を言 い渡 す まで の当事者 の態度 等様 々 な

もの(弁 論 の全趣 旨)、 証 拠 の 出 しや す さ等 の公 平感 を加 味 して い る。 ただ、科 学 的証 拠

の評価 ない し心証 形成 の難 しさは、少 し様相 を こ とにす る。そ れ は、 科学 的証拠 の理解 度

の不足 を、 しば しば専 門家寄 りの判 断 をす るこ とで、糊塗 す る傾 向を指す 。特 に、 これ ま

で医療 鑑定 で は、 しば しば医療者 寄 りと見 られ る判 断 を特 段 の吟味 もせず 、 これ を受 入れ

て きた実態 が様 々 な識 者 によ り指摘 されて きた。 しか し、近時 、最 高裁 は、鑑定 に基 づ く

推論 を経 験則 に反 す る と して破 棄 した事例 を2例 示 した 。[・21]往々 に して、 医療 者 の鑑 定

は、 医学 的厳 密 さ を求 め るため、 医学研 究 の見 地 か ら確実 に言 え るこ とだけ を言 うとい う

傾 向があ り、裁判 におけ る事 実認 定 は、 そ れ とは別 個 の もの であ る。 この判決 か らは、医

学鑑定 の要件 や、 医学鑑 定 か ら事 実認定 す る証 拠能 力や証 明力 に 関 して、 米 国に倣 い、 な

ん らかの ルー ルを作 る必要が あ る。 また、 医療 者 と患者 の 間に存 す る情報 の不均 衡 の回復

を図 る必要 があ る。

[いなばかずと ・科学技術文明研究所特別研究員]

20

基準 具体的な表現 対象

合 理 的 な疑 いを 入 れ な い証 明

(proofbeyondareasonabledoubt)

全証拠 を比較検討 した後に、陪審員が有罪 の

真実 を道徳的な確実 さ(moralcertainty)に 達

した確信 に持つ に至 った状態

刑事訴訟

明 白 かつ 説 得 的 な証 明

(clearandc・nvincingPr・ ・0

陪審が主張事実 を高度に蓋然性がある(highly

pr・bable)と思 った状態

民事訴訟の うち特殊 な訴訟(詐 欺、不

当威 圧、滅失 した証書 や遺言書 の内

容、 口頭の契約 の特定履 行や書 面 に

よる契約の変更)

証 拠 の優 越

(preponderanceofevidence)

主張 された事実が存在 しないよ りも存在す る

蓋然性の方が高いと思った状態

民事訴訟

21 最高裁判所平成9年2月25日 判決

最高裁判所平成11年3月23日 判決
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サ イエ ンス ・シ ョ ップ

人文学、そして大学にとっての意義と可能性

家高 洋

はじめに

我 々の社 会 のな かで、 大学 が大 きな変 化 の最 中 にある。 「(2007年 の大学 全入 問題 な ど)

少 子化 問題」や 「大 学 の企 業化 」、 「法科 大 学院 や専 門職 大学 院 の設 置」な ど、大 学 の既存

のあ り方 を変 え る出来事 が頻 出 して い る。特 に学生 の減 少 を踏 まえ 「大学 の生 き残 り」が

しば しば語 られ るが、そ の際話 題 に出 されるの が 「地域 へ の大学 の貢献 」で ある。

大学 の基 本 的 な役割 は、 「研 究 と教育 」であ る と言 って よい だ ろ う。 したが って、社 会

に対す る大学 の貢献 とは、 まず研 究 にお ける専 門知識 と科学技 術 の生産 と供給 、そ して教

育 にお け る人材育 成が期 待 され て きた。 「産 学連携 」や 「産 官学 連携」の多 くの場 合 は、 こ

の期待 を実現 す る もの とみな され うる。

ところで、 教育社 会学 者の 天野郁 夫 は、90年 代 の終 わ り頃 に 「地域 の有 識者 が大学 に ど

うい う役 割 を期待 して いる のか」とい う調査 を行 った(天 野、2001)。 その調 査 の項 目は、

以 下の六 つで あ る[刈。

① 県 や 市 の よ うな行 政機 関の 審議 会 等へ の委 員、② 行 政 や企 業 との共 同研 究 開発、

③ 地 元企業 へ の技術 情報 サ ー ビス、④ 施 設設 備や情 報 の市民 へ の開放 、⑤ 市民対 象

の公 開講座等 の 開催 、⑥ 職業 人の ため の短期研修

これ ら六 つの項 目は 「研 究 と教育 の機 関 と しての大 学」とい う役割 にほぼ対 応す る もの

で あ る と思 われ るが、 そ れだ けで はな い。 これ ら六つ の項 目の共通 性 は、「大 学 が既 に備

えてい る研 究 成果 や教育 システム、 情報 、設備 」を市民 が期待 す るだ ろ う とい う ことにあ

る。逆 に言 えば、市民 が大学 に対 して新 た な研 究や 調査 、教育 の領域 を提起 す る とい うこ

とはそ もそ も考 え られて いない のであ る。

1 これは、東北大、九州大、広 島大、新潟大、 山形大、香川大、佐賀大 に対 して行 われた調査 である。
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だが、 こ こ数年 の間 に、大 学 を取 り巻 く社会 の状 況 も変 わ って きてい る。 その一 つ は、

い わゆ る 「中 間集 団」(NPO、NGO、 各種 の市 民 団体)が 社会 的 に認知 されつ つあ り、 これ

らの 団体 と大学 との連携 が テーマ に なって きて い る。本COEプ ログ ラムの 「社 学連 携 」の

主 張 も、我 々の社会 の この動 向に対応 し ようと して いるの であ り、そ の成果 は、本 報告 書

所 収の各 論文 が示 して い る通 りで ある。

本稿 が取 り上 げ るサ イエ ンス ・シ ョップ も、NGO、NPOと 大 学 との 関係 を促 進 して お

り、「社 学連携 」を主張す る本COEプ ログラ ムに とっての典 型的 なモデ ルの一 つで あ る。

サ イエ ンス ・シ ョ ップの基 本 的 な活動 は、 市 民 な どの非 専 門家 が抱 く懸念 や 関心 事 に

対 して専 門家 の調査研 究 を仲 介 し、非 専 門家 と専 門家 との協 働 を促 す こ とに存 してい る。

これ は、 市 民 な ど非専 門家 の 「不 安 」や 「疑 問 」を解 消 す る、 とい うこ とだ け では な い。

サ イエ ンス ・シ ョップの存 在 自身 に 「政 治的 価値 」が あ る こ とを平 川 は 強調 す る(平 川 、

2005)。

例 えば、 環境 汚染 の 問題 にお いて は、 自然科 学 や工学 の専 門性 が 要求 され る。 それ は、

単 に知 識や経験 だ けで な く、分 析装 置や実 験器 具、薬 品、 そ してそれ らを購 入 し維 持管 理

す るため の資金 が必 要 とされ る とい うこ とで あ る。つ ま り、 専 門家 と市民(非 専 門家)と

の問 には知識 生産力 に関 して 非常 に大 きな壁が あ り、 この ような壁 を越 える手立 てが存 在

しない場合 、(近 年 しば しば語 られ る)「市民 の政 治参 加」は実 質 的 には行 わ れな い こ とに

な るであ ろ う。 この壁 を越 える手立 ての 一つが サ イエ ンス ・シ ョップであ り、 それ ゆえに

その活 動 は 「政治 的 な価値 」を持つ ので あ る。

他方 、サ イエ ンス ・シ ョップの活 動 には、市 民 の政治 的参加 だけ では な くて、 大学 や学

知、教 育 に も基礎 的 な貢 献 を行 う面 もある。後 述す る よ うに、市 民 団体か らの調 査研 究の

要請が 、従 来 にはなか った学科 横 断的 な共同研 究 を促 し、 そ の結果、 新 たな研究 と教 育の

分 野 を備 えた学科 が設立 され る こ ともあ るの だ。つ ま り、 サ イエ ンス ・シ ョップ を介 して

大 学 と社 会 との 関わ りと両者 のあ り方が 変わ ってい く可能性 に開か れてい るので あ る。

この ようなサ イエ ンス ・シ ョップの活 動 は、 い まだ に我 々の社 会 では十分 には知 られて

い ない と思 われ るので 、本稿 で はまずそ の歴 史や特徴 につ いて簡 潔 に提 示 す る(第1章)。

続 い て筆 者 が2005年 の2月 に訪 問 した北 アイル ラ ン ドの クイー ンズ 大学 とア ルス ター

大学共 同の サ イエ ンス ・シ ョップの活動 をイ ンタビュー と資料 か ら紹 介す る(第2章)。 こ

れ まで 日本 でサ イエ ンス ・シ ョップが 自然 科学 の分野 や文脈 で紹 介 され るこ とが多 か った
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が[・2]、しか し、 人文 社会 科 学 の分野 の サ イエ ンス ・シ ョ ップ も存在 してい る。北 アイル

ラ ン ドはその一事 例 であ り、 また地域 と大学 との独 特 の連携 の仕方 も見 る ことがで きる。

さ らに 様 々 な サ イエ ンス ・シ ョ ップ の 現 状 と共 通 し た課 題 を、 欧 州 委 員 会 主催 の

INTERACTSの 最 終 レポ ー トか ら見 てみ たい。 このINTERACTSの プ ロジェ ク トの一部 に、

6力 国、16の サ イエ ンス ・シ ョッ プの21の ベ ス ト ・プラ クテ ィス が挙 げ られ、 そ こで、

NGOと 大学 、 サ イエ ンス ・シ ョ ップ のそ れ ぞれ の視 点か ら、 反省 点 や障壁 な どが 示 され

て いる(第3章)。

最 後 に、サ イエ ンス ・シ ョップの学 問論 的 な位 置付 け と、「人 文学(theHumanities)」 と

教育 に とって の意義 を挙 げてみ たい。 ポイ ン トは、 サ イエ ンス ・.ショップ的 な存 在の位 置

付 け にあ る。 つ ま り、「社 会へ の 大学 の接 点 あ るい は窓 口」とい う、大 学 に とっ ての周 縁

的 な存在 と してサ イエ ンス ・シ ョ ップ を捉 え るので は な く、 サイエ ンス ・シ ョップか ら、

大学 、学知 、そ して大 学 と学 知 との関係 を考 えてみ たい とい う ことであ る(第4章)。

な お、筆 者 は2005年 の2月 に、 北 アイル ラ ン ドだけ で な く、 オ ラ ンダのユ トレヒ ト大

学 の生 物学 部 の サ イエ ンス ・シ ョップ も訪 問 イ ンタ ビュー した。 これ らの イ ンタビ ュー

も本 稿 で は適 宜紹 介 してい きた い。 な お、本 稿 で は、 その 目的上 、主 に大 学 内 のサ イエ

ンス ・シ ョップを取 り上 げる こと と、 この よ うな形態 のサ イエ ンス ・シ ョップが多 い ヨー

ロ ッパ の事例 分析 が 中心 になっ てい るこ とを予 めお 断 りしてお く。

1.サ イ エ ンス ・シ ョ ッ プ と は

1.1そ の歴 史 的経 緯

サイエ ンス ・シ ョ ップの構 想 は、1970年 代 初頭 の学 生運 動 とカ ウ ンター ・カルチ ャー

の なかで始 まった。 オラ ンダの化学 の学生 グルー プが 、非営 利 的な クライ ア ン トの科学 的

な問題 の解 決 を助 け るため に協 力 し合 うこ とを決め たので あ る。

2 平川(2002)と 平川(2005)に はそれぞれ人文学や人文社会科学の例 は挙げ られているが、前者は 『公共 のため

の科学技術』、後者 は 『科学技術倫理 を学ぶ人のため に』とい う著書のなかに所収 されてお り、科学技術 の文脈

のなかで紹介 されている。
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大学 のス タッフの援助 の もと、彼 らは、市民 社会 の影響 が大学 内 で増 える こ とと、市 民

グ ルー プ と(土 壌汚 染 につ いて研 究 して い る)科 学 者 たち が よ りうま くつ なが るこ とを 目

的 と した[*3]。この運 動 はユ トレヒ ト大 学 とアムス テル ダム大 学 で始 ま り、そ の 当時 は質

問 を受 け付 け るた めの段 ボー ルの箱 が あ るだ け であ っ たが、10年 もたた ない 内 に この ア

イデ ィアは オ ランダ中 に拡が った。

オ ラ ンダの どの大 学 におい て も一 つあ るい は複数 のサ イエ ンス ・シ ョップが学科 に作 ら

れ、 そ こで は、有 給 の ス タ ッフ とボ ラ ンテ ィアの ス タ ッフが協 働 してい た。1990年 まで

に オラ ンダで は40の サ イエ ンス ・シ ョ ップが 活動 す る ように なった(Europeancommission

2003)。

オラ ンダの経験 に刺激 され て、サ イエ ンス ・シ ョップや それ に似 た組織 が他 の国で も生

まれ て きた。 まず1970年 代 後半 に第 一 の興 隆が あ った。 そ して西 ヨー ロ ッパ で は、80年

代 と90年 代 に、 そ れ ぞれ 第二 、第 三 の興 隆が あ った とライ デス ドル フ らはみ な してい る

(Leydesdorff&V血rd,2005)Q

80年 代 、 ドイ ツにお ける市 民運動 の高 ま りの中で 、(大 学 外 の)市 民 社会 の グルー プが、

自 らの知 的基 盤 を発 展 させ る必 要性 を感 じ、そ の援助 を大 学 に求め た。 さ らに い くつ かの

NGOは 、 学 生 と大 学 のス タ ッフを誘 い メ ンバ ー に した。 この よ うに して、 サ イエ ンス ・

シ ョ ップの活 動 につい て社 会 的 に共 有 され る見 方が育 っ てい った。

90年 代 に は、社 会 資本 を作 り出す必 要性 が 感 じられた こと と、 冷戦 後 の社 会 にお け る

(新 自由 主義 な どに よる)排 除 の メカニ ズム と戦 うこ とが サ イエ ンス ・シ ョップの興 隆 の

基 盤 とな ってい る。サ イエ ンス ・シ ョ ップは、 それ まで様 々 な知 識 にア クセス しに くかっ

た グルー プ と非経 済的 な 目的 にお いて協働 す るため の一つ のモ デル を大学 に提供 して いた

ので あった。

ところで ライデ ス ドル フらに よれば、 オ ラ ンダで始 まったサ イエ ンス ・シ ョ ップの最 初

3 「サ イ エ ンス ・シ ョ ップ 」の語 源 の オ ラ ンダ 語 で は、Wetenschapswinkelで あ る。Wetenschapと は、 ドイ ツ語 の

Wissenscha丘 に相 当 す る語 で あ り、 自然 科 学 だ け で な く、 広 く学 、 そ して 、学 問的 知 識 を 意味 して い る(こ れ は

英 語 と仏 語 のscienceも ほ ぼ 同様 で あ る)。Winkelは 「店 」で あ る。

2005年2月13日 にユ トレ ヒ ト大 学 生 物 学 部 の サ イエ ンス ・シ ョ ップ の ス タ ッフ、 デ ・ボ ッ ク氏 に行 っ た イ

ン タ ビ ュー に よれ ば 、Wetenschapswinkelと い う言 葉 は 、 「店 に入 っ て 自由 に 商 品 を購 入 で き る よ う に、 学 的 な

専 門知 識 も市 民 が 大 学 に 入 っ て手 に入 れ る こ と」が 意 図 され て い て、 「象 牙 の 塔 」と して の大 学 の 敷 居 を低 くし

た い とい うこ と もあ っ た ら しい 。

194 1享総9授`鰐 鬱 舅蕣畿矯 霞i響脅s興 罍暮曾塵鵜 弛 幽磯ivi宅 絶$2ζ}ζ騰 一2{簿 §



の興 隆 は、大学 内 での学生 とス タ ッフに よる批判 に基づ い てお り、 また ドイ ッを中心 に生

じた第 二の興 隆 は、市 民社 会 のなか で主 に生 じて いた。 そ して、90年 代 の 第三 の興 隆は、

この両者(大 学 と社 会)を 架橋 す る役 割 を果 た した。 その 中心 は、社 会科 学者 た ちで あっ

た(イ ギ リス の リヴ ァプール大 のサ イエ ンス ・シ ョップが その一例 で あ る)。 さ らに、(制

度 的な境界 を越 えた)サ イエ ンス ・シ ョップ問の ネ ッ トワーク機 能の 設立 も目的 となって

きた。

また、 ラ イデス ドル フ らは、90年 代 の中東 欧(ル ーマニ ア な ど)の 動 向 に も着 目してい

る。 これ らの 国々で は、経 済 と社 会 との再建 や再編 にお い てサ イエ ンス ・シ ョップ とい う

モ デル の利点 を引 き出す こ とが で きたか らあ る[・4]。南 ア フ リカや第 三世 界 の国 々で のサ

イエ ンス ・シ ョップの興 隆 もこの 文脈 のなか で理解 され るで あろ う。

L2サ イエ ンス ・シ ョ ップの 活動 の特 徴

i基本的な活動

多 くのサ イエ ンス ・シ ョ ップの共 通の特 徴 として は、以 下の二 点が挙 げ られ る。

・市 民 な ど非専 門家 の懸念 や関心 事 に対 して、専 門家 の調 査研 究 を仲 介 し、非専 門家 と

専 門家 との協働 を促 す。

・この調査研 究 は(依 頼 者 の非専 門家 に とって は)無 料 ある いは低料金 で行 われ る。

非 専 門家 に とって の アクセス の しや す さが 、 サイエ ンス ・シ ョップの一 つ の 目的 で あ

る。 イギ リスで の大学 の 第三 の ミッシ ョン と して 「ア ウ トリーチ活 動」が主 張 され てい る

が 、サ イエ ンス ・シ ョ ップは その一例 とみ な されて いる。 また、 サイエ ンス ・シ ョップの

活 動 は、(税 金 で賄 わ れ てい る)国 公 立大 学 の、 国民 に対 す る アカ ウ ンタビ リテ ィの 一つ

の方法 であ る とい う考 え方 もある[・5]。

4

5

例えば、このような状況 においては、その地域のなかの潜在的な協働の可能性 を探査 し、経済 的な組織や社会

的な組織 の新たな編成 を作 り出すことが、サイエンス ・ショップの活動によってな されうるとい うことである。

2005年2月10日 、ユ トレヒト大 生物 学部のサイエ ンス ・シ ョップのスタ ッフ、 フィアハ イェン氏 とのイ ンタ

ビューから。
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1取 り扱われる案件

サ イエ ンス ・シ ョップで は、化学 、生物 学、 物理学 な どの 自然 科学 や工学 、農 学、 医学

だ けで な く、教 育学 や 経済 学、 社 会学 、歴 史 学 な ど人文 ・社 会科 学 の分 野 の専 門家 が 関

わ ってお り、 扱 う案件 も都 市 計画 や環 境 問題、 テ クノ ロ ジー ・アセス メ ン ト、 公衆 衛生 、

産業 衛 生、 エ ネル ギー 問題 、 福祉 、 医療 な ど非 常 に多 岐 に わ た って い る(平 川 、2005)。

ところ で、 サ イエ ンス ・シ ョップは、 市民 の懸念 ・関心 事で あれ ば何で も取 り扱 う、 と

い う訳 で はない。社 会 的 に公益 が あ るとみ なされ る案 件 を主 に取 り扱 うこ とが、 多 くのサ

イエ ンス ・シ ョップ の原 則 とな ってい る ようだ。

したが って、(NGOな ど)社 会 的な活 動 を継 続 して行 う団体 か らの案 件(プ ロジ ェク ト)

を取 り扱 うこ とが 多 い匚・6]。社 会 的な公 益 に関 わ ってい るた め、 その 調査研 究 の成 果 も公

表 される こ とが原則 であ る。

調査研 究者

調査研 究 を行 うのは、大 学 の学生(学 部生、 修士 課程 の大 学院生 、 ある いは、博 士課 程

の大学 院生)や 、大学 の ス タ ッフが 主 であ る。 学生 が調査 ・研 究 を行 う場合 には、大学 の

ス タ ッフ、あ るい はサ イエ ンス ・シ ョップの ス タ ッフ(ま たは その双 方)が 監 督す る。 学

生が様 々なグ ループ と協 働す る中で 自 らの スキルや 能力 を育成 し発揮 で きる よ うになる こ

とも、 サ イエ ンス ・シ ョップの大 きなメ リッ トの一 つ であ る。

他方 、サ イエ ンス ・シ ョップのス タ ッフが 中心 的 に調査 研究 す る場 合 もあ る。 調査研 究

を依頼 したNGOな どの メ ンバ ーが密接 に関 わる場合 もあ る。

1形態と主な業務

サ イエ ンス ・シ ョップの形 態 として は、主 に大学 の なか に設 遣 され てい る シ ョップ と、

大学 か ら独 立 してい る シ ョップの二つ に大別 され る。

大学 か ら独 立 して いる シ ョップの場合 、調査 研究 は、 その シ ョップの ス タッフが行 う場

合 と、大学 の学生 や 、大学 あ るいは研究 所 のス タ ッフに依 頼す る場合 が あ る。 この よ うな

6 それゆえに個人的な案件や営利 的な案件は、基本的 には取 り扱 われ ない。 しかし、ボ ック氏によれば、ユ トレ

ヒ ト大学では、個 人的 な案件や営利的 な案件でも、公益性が認 められ る場合は調査研究が実施 され るというこ

とであった。前述 の2005年2月13日 のユ トレヒ ト大学でのインタビューよ り。
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シ ョップ は、 アメ リカで は、 コ ミュニ テ ィ ・ベ ー ス ド ・リサ ー チ とい う名前 で 既 に60年

代か ら存在 して お り、 アメ リ カで は、サ イエ ンス ・シ ョ ップ とい う名前 よ りも馴染 まれ て

い る ようで あ る(平 川、2002、2005)。

サ イエ ンス ・シ ョップの主 な業 務 は、仲 介(mediation)で あ る。そ れ は、非専 門家 と専

門家 を仲 介す るだ けで な く、非 専 門家が携 え て きた 問題 を、専 門の調査研 究 が可 能 になる

ような枠 組 みに変換 す るこ と(リ フ レー ミング)が 非常 に重 要 な仕 事 とな ってい る。

さ らに調査 研究 の過程 にお いて、 専 門家 と非 専 門家 との コ ミュニ ケー シ ョンを仲 立 した

り、 また、調 査研 究 の 成果 の最 終 報 告が 、 サイ エ ンス ・シ ョ ップの ス タ ッフの 指導 の 下

で、非 専 門家 向 けにわ か りや す く書 き直 され るこ と もとき として行 われ る場合 が あ る。

また、 「仲介 」は、大 学 内の 学部 間 で も行 われ る。 しば しば クライ ア ン トが持 ち こむ案

件(プ ロ ジェ ク ト)は,学 科横 断 的な性質 を持 つ場合 が多 い[・7]。学 部や学 科 間の協働 を調

整 してい くこと もサ イエ ンス ・シ ョップの大 きな役割 の一 つで ある。

侈 様性

(前節 で も指 摘 した よ うに)サ イエ ンス ・シ ョップ な どの組織 は、 ヨー ロ ッパ や北 米 だ

けで な く、 ア ジアや アフ リカ、 南 米、 オー ス トラ リア な ど世 界 中 に拡 が っ てい る。 そ し

て、 その社 会 的 ・歴 史 的 ・文化 的状 況 に よっ てか な り多様 な形態 が あ り、 ど こかの 国 の

シ ョップがそ の まま世界 に通用 す るモデ ルに なる、 とい うこ とはあ り得 な い。

た とえ ば、 オ ラ ンダの サ イエ ンス ・シ ョ ップ のス タ ッフた ち は、 他 国 のサ イエ ンス ・

シ ョップ設立 のた めに ア ドヴ ァイス を行 ってお り、 ルーマ ニア は成 功 したが、他 の地 域で

は必ず しも成功 しなか った とユ トレヒ ト大学 の ス タッフの ボ ック氏 は述べ て いた[・8ユ。

地域 に よる多様性 の一例 と して、北 ア イル ラ ン ドのク イー ンズ大 学 とア ルス ター大 学 の

サ イエ ンス ・シ ョップの活 動 を次章 で紹介 しよう。北 ア イル ラン ドの社会 の なか で、サ イ

エ ンス ・シ ョップを介 して大学 が どの ように存在 してい るのか とい うこ とと、 このシ ョッ

プの活 動 で は人文 社会 科学 系 の プロ ジ ェク トが 多 いの で、 「人 文学 」に とって のサ イエ ン

ス ・シ ョップ とは どうい う活動 なの か、 とい う二点 を中心 に見て みた い。

7

00

たとえば環境問題で は、 自然科学的な調査 と、社会調査の双方が必要 とされ る場合が ある。

前述の2005年2月13日 のイ ンタビュー より。
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2.北 ア イ ル ラ ン ドの サ イ エ ン ス ・シ ョ ッ プ ク イー ンズ大 学 と アル ス ター 大 学

1988年 に創 設 され て以来 、ベ ル フ ァス トの クイー ンズ大 学 のサ イエ ンス ・シ ョップ は、

地域 に根付 き、 大学 とコ ミュニ テ ィ との連携 を供 給 して きた。そ の役 割 の重要性 が 認め ら

れ て、1995年 には、 あ る慈善 基金 が 大学 に与 え られ る こと にな った。1996年 に ロン ドン

デ リー(デ リー)の ア ルス ター 大学 に支部 が 開か れ、 その活 動 は拡 が っ た。 そ して、 サ イ

エ ンス ・シ ョ ップの活動 と、そ の成功 した事例 も社 会 的に知 られ る ようにな って きた。

1998～2002年 まで の5年 問 だけで、 北 アイ ルラ ン ドの二 つ のサ イエ ンス ・シ ョップ は、

200以 上 の コ ミュニ テ ィの組 織 のた め に、400以 上 の調 査 研 究 プ ロジ ェ ク トに取 り組 み 、

300名 以上 の学生 が 関わ った。

このサ イエ ンス ・シ ョップが扱 って いる領域 は、社 会学 、心 理学、 健康 、法 、環境 、情

報 テク ノロ ジー、芸 術、 ビジネス、 地域 の歴史 で あ り、 い わ ゆる 「純 粋 な科 学」と人 文学

の双 方 を含 んで い るが 、(後 述す る よう に)中 心 的な事例 は社会 科学系 の人文学 で ある。

2.1主 な活 動

クイー ンズ大 学 とアルス ター大 学 の各 々に一つ のサ イエ ンス ・シ ョ ップが あ り、 それ ぞ

れが その大 学 の全学 部 を担 当 してい る[*9]。

この 二 つ の シ ョ ップで 北 アイル ラ ン ド全 域 を扱 って お り、 常 時1000以 上 の コ ミュ ニ

テ ィ ・グル ー プ と連 絡 を と り、 案件(プ ロジェ ク ト)が あるか どうか を聞 くこ とも重 要 な

仕事 で あ る。 北 ア イル ラ ン ドでは、 基本 的 には グル ー プか らの案件(プ ロジ ェク ト)の み

を受 け付 け る、 とい うこ とであ った。

この よ うに北 ア イル ラ ン ドの サイエ ンス ・シ ョップは コ ミュニ テ ィ ・グ ループ との密接

な関係 をつ くる ことに よって大 学 と社 会 との窓 口の役 割 を果 た してい るが、他 方、 大学 内

の学 生 の関心 を惹 くこ とも大 きな仕事 で ある。 とい うの は、 この シ ョップで は、学 生(学

部 生 と大 学 院生)が 調査 研 究の 主体 であ り、サ イエ ンス ・シ ョップのス タ ッフは調査 研 究

9 ちなみに訪問調査 を行った2005年2月 には、クイーンズ大学では専任 のスタッフは3人 で二部屋 あ り、アルス

ター大学 では専任 のスタッフは1名 で、秘書が1名 、部屋 は二つであった。
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自身 を行 うこ とはないか らで ある。

毎年 学期 が始 まる秋 には、 サ イエ ンス ・シ ョップで扱 われ るプロ ジェ ク トの一覧 が ウェ

ブ と小 冊子 で公 開され る。 さ らに、 サ イエ ンス ・シ ョップに協 力 的 な教 員の講 義時 間の一

部 を使 って、 サイエ ンス ・シ ョップの活動 の宣伝 も行 って いる。 また、就 職 に際 して実践

的 なス キルが習 得 で きるこ ともサ イエ ンス ・シ ョップの プロジ ェク ト参加 の利 点 と して あ

げ られ てい る。

さ らに各 々 の学生 とコ ミュニ テ ィ ・グル ー プ との 問の 「仲 介 」もス タ ッフの重 要 な仕事

であ る。 なお、 このサ イエ ンス ・シ ョップで は、 学生 自身が プ ロジェ ク トを提起 し、 サ イ

エ ンス ・シ ョップ のス タ ッフが協 働で きそ うな グル ープ を捜す こ とも行 われて い る。

北 アイル ラ ン ドの シ ョップの特 徴 としては、年 に一度 、そ れぞ れの大学 で最 も優秀 なサ

イエ ンス ・シ ョップの 成果(論 文)に 対 して 賞 と賞金(500ポ ン ド)を 与 える こ とで あ る。

そ の選定 は、学 生や コミュニ テ ィ ・グルー プの メ ンバ ー、ボ ラ ンテ ィアが 行 ってい る。 こ

の こと もサ イエ ンス ・シ ョップの社会 的認知 が増加 す る要 因に なってい る ようであ る。

2.2プ ロ ジ ェ ク トの例 と地 域 的 な特 性

と こ ろ で 、2002～2004年 に 賞 を取 っ た プ ロ ジ ェ ク トの 内 容 は 以 下 の 通 りで あ る[・10]。

2002年 度

・北 アイ ルラ ン ドにお ける リタ リン(う つ病 や子 どもの過敏症 治療 に用 い られ る薬剤)

の使用 と乱 用 につい ての調査 と検 討(ク イー ンズ大 学)

・ダウ ン症 の子 どもたち に対 す る歌 の レ ッス ンの効 果 につ い ての調査 と検 討(ア ルス

ター大 学)

2003年 度

・高齢 の男性 の社会 的孤 立 につ いて の調査 と検討(ク イー ンズ大学)

・北 アイル ラ ン ドの子 ども と青少 年 の権 利 を守 る委員 につ い ての分析(ア ルス ター大

学)

10 北 ア イ ル ラ ン ドのサ イエ ンス ・シ ョップ に 関 して は 、 そ の ホ ーム ペ ー ジ(wwwscienceshop.org)も 参 照 した 。
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2004年 度

・家 庭 内暴 力 に取 り組 んでい る団体が 、そ の地域 の法 的組織 にお いて どれ ほ ど知 られ

てい るのか とい うこ との調査(ク イー ンズ大学)

・北 ア イル ラ ン ドにお ける人種差 別主 義 とその矯 正(ア ル ス ター大 学)

上 記 の ように、 この3年 間はほ とん どが社会 科学 系で あ る。 また、2006年 度の秋 の プロ

ジ ェク トの案件 は次 の通 りであ る(括 弧 内 には、 プ ロジェ ク トを依頼 した コ ミュニテ ィ ・

グル ープの数 と、 プ ロジェ ク トの案件 の数 が併 記 され てい る)。

社 会 ・政 治 問 題(67グ ル ー プ 、112件)、 健 康(19グ ル ー プ 、38件)、 環 境 と 地 理(14グ

ル ー プ 、28件)、 情 報 テ ク ノ ロ ジ ー(11グ ル ー プ、12件)、 アー トと デ ザ イ ン(5グ ル ー プ 、

6件)、 ビ ジ ネ ス ・マ ー ケ テ ィ ン グ ・広 報(19グ ル ー プ 、21件)、 歴 史(3グ ル ー プ 、5件)、

法(2グ ル ー プ 、3件)(総 計:の べ140グ ル ー プ 、225件)。

北 ア イル ラ ン ドのサ イエ ンス ・シ ョ ップ にお け る 「人 文社 会 科 学 」の プロ ジェ ク トは、

コ ミュニテ ィ ・グルー プが究 明 を希望 してい る問題 に対 して、大 学の学 部生 や大学 院生 が

そ の 実態 を社 会調 査 に よって 明 らか に し、そ の結 果 に基 づ い て提 案 を行 う、 とい う枠 組

み の進 行 が多 い よ うだ。 「社 会 ・政治 問題 」、 「健康 」、 「環境 と地 理 」、「ビジネス とマ ーケ

テ ィング」におい ては、多 くの場合 この こ とが 当て は まる。 ちなみ に、厂歴 史」は郷 土 史作

成 の ための 聞 き取 り調査 の プロ ジェク トが 多い 。

「情 報 テ クノ ロジー」の なか に は、 コ ミュニ テ ィ ・グル ー プの ため の ウェ ブ ・サ イ トの

デ ザ イ ンの プ ロジ ェク トがあ り、 また 「広報 」の プロ ジェ ク トで は その デザ イ ンが 求め ら

れ て い る よ うに、 イ ンター ンシ ップの 一例 として もサ イエ ンス ・シ ョ ップ は活 用 され て

いる。

プ ロジ ェク トの なか には、(貧困、青 少年 、高齢 者、人種 差別、障害 者、ア ル コー ル依存 症、

精 神 障害 な ど)社 会 問題が か な り多 い。 これ らの社会 問題 に取 り組 もう と してい る コ ミュ

ニ テ ィの グルー プ も多い ので あ るが 、そ の グルー プだけで は社会 調査 な どが 行 えない場合

に、そ の グルー プは、サ イエ ンス ・シ ョップを通 じて大学 に調査 を依頼 す るので あ る。

この よう に、 クイー ンズ大 学 とアルス ター 大学 は、北 アイ ルラ ン ドで は か な り信 頼 が
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高 い ようで あ る。 そ して大 学 を中心 に地域 の ネ ッ トワー クが で きてお り、 サ イエ ンス ・

シ ョップを介 して コ ミュニ テ ィ ・グル ープが新 た な関係 を結ぶ こと もあ る。 この よ うな仕

方 におい て、大学 の地域 貢献 の一例 をみ る こ とがで きる。

そ れに して も、 北 アイ ル ラン ドだ けで コ ミュ ニテ ィ ・グル ー プが千 以 上 もあ るの は非

常 に多 いの では ない か と訊 い てみ た と ころ、「北 ア イル ラ ン ドはイ ギ リス の なか で も社 会

問題 や貧 困の問題 が特 に多 い地域 であ る」とい うこ とであ った。 そ して(言 うまで もな く)

抗争 もある。一 人 のス タ ッフは、私 見で はあ るが、 と断 った 上で 「み な平和 を求 めて いる

と思 う」と語 った。 「そ のた め に地域 で信 頼 し合 え るネ ッ トワー ク をつ くって お り、 中立

的で客 観的 な立場 の大学 が その中心 に なる こ とが望 まれ てい る。 だか ら、 ほかの イギ リス

の地域 よ りも大学 に対す る期待 が高 いの だ と思 う」と話 した[組]。

こ こに北 ア イル ラ ン ドの歴 史的 ・社会 的 ・文 化的 な独 自性 が あ り、 それ に向か い合お う

と してい る ことが 、北 アイ ル ラン ドのサ イエ ンス ・シ ョ ップが地域 に根 付 いてい る最 も大

きな要 因で ある よ うに思 われ た。

3.サ イ エ ン ス ・シ ョ ッ プ の 現 状 と課 題

ところで、 筆者 は、北 ア イル ラン ドのサ イエ ンス ・シ ョップの後 、 オラ ンダのユ トレヒ

ト大学 の生物 学部 のサ イエ ンス ・シ ョップを訪 問 した。 北 アイル ラ ン ドの シ ョップ との最

大 の 違 い は、 そ の規模 であ っ た。 この大 学 には、七 つ の学 部 にそ れ ぞれ シ ョップが あ る

匚・12]。そ して、通常 の課程 の他 に、大 学 にサイエ ンス ・シ ョップの 課程が 設 け られ てお り、

そのス タッフや様 々な講 師が学生 の指 導 に当た ってい た。

この ように大学 に よってか な りサ イエ ンス ・シ ョ ップの規模 や形 態 は異 なってお り、社

会 との 関わ りも違 って くる と思 われ るが、 それ で も、多 くのサ イエ ンス ・シ ョップに共通

した問題 や課 題が あ る と思 われ る。そ れ をINTERACTSの21の サイエ ンス ・シ ョップの事

例 検討 の調査 報告 を参照 に して明 らか に してみ たい[*13]。
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2005年2月8日 、 アル ス タ ー大 学 の サ イエ ンス ・シ ョッ プの ス タ ッフ、 マ ル ロ ー ン氏 との イ ン タ ビュ ー よ り。

ち なみ に、 生物 学 部 で は 、4人 の専 任 ス タ ッフ がお り、 部屋 は二 つ あ っ た。

INTERACTSと は 、ImprovingInteractionbetweenNGOs,universitiesandscienceshops:ExperiencesandExpectations

を表 してい る 。INTERACTSの 調 査 プ ロジ ェ ク トは、7つ の 国 の機 関 や研 究所 に よっ て 行 わ れ た国 家横 断的 な研
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この プ ロジ ェク トに は、 オース トリア、 デ ンマー ク、 ドイツ、 ルー マニ ア、 スペ イ ン、

イ ギ リス の6力 国が 参加 し、総 計16の サ イエ ンス ・シ ョップ か らの事 例 が、 関係 者へ の

イ ンタ ビュー な どに よっ て調査 検 討 され た。 その 報告 書 の 第4章 に依 拠 しなが ら、NGO

と大学 、そ して サイエ ンス ・シ ョップに とっての現状 の 問題点 を川頁に見 てい こう。

3.lNGOと 大 学 に と って の サ イエ ンス ・シ ョップ

サ イエ ンス ・シ ョ ップが主 に関 わっ てい るNGOは 、 中小 規模 の ものが 多 い[・14]。これ

らのNGOが サ イエ ンス ・シ ョップ に期 待 して いる ことは主 に以下 の五つ の点 であ る。

・政治 的権威 や会社 と対 話す る ための活動 に必 要 な科 学 的分析

・政府 の制度 や組織 か らの知 識の ア クセス

・問題 の予 防あ るい は軽 減 のため の解決 策の 開発

・NGOの サ ー ビス の供給 とコ ミュ ニテ ィのプ ロジ ェク トの評価

・新 しい洞察 に基づ い た知識集 中型 のNGOの サ ー ビスの 開発

社会 的 な領 域 のNGOの 期 待 は以下 の通 りで ある。

・エ スニ ック なマイ ノ リテ ィ グルー プ、低 収入 の家 族、精 神 的な健康 に問題 を抱 えてい る

人 々の ソー シャル ・イ ンクル ージ ョンの ための社 会 的な問題 とニーズ の分析

・NGO主 導 の社会 的で福 祉的 なサ ー ビス や プロ ジェク トの評価

・社 会的 なサー ビス と社 会 的状況 の改 善 と発展 の ため の勧 告

14

究である。その 目的は、NGOと 大学、サイエ ンス ・ショップの相互作用を改善す るためであ り、その方法は、

サイエ ンス ・ショップの ような仲介 的存在 を通 して、中小規模 のNGOと 大学 との経験 と期待についての情報

を供給す ることである。 このプロジェク トは、科学 と社会の領域 における民主的 なガヴ ァナンスのための戦略

につ いての討議 に貢献す るものであ る。なお、 このプロジェク トは、2002年 の1月 か ら2003年 の12月 まで行

われた。INTERACTSは 、21の サイエ ンス ・シ ョップの事例検討以外に、二つのプロジェク トがあった。 まず、

それぞれの国にお ける中小規模のNGOと サイエ ンス ・シ ョップ、大学 との間の協働の政治的 ・制度的文脈 に

つ いての概観的調査、第二に(都 市計画な どの)シ ナリオ ・ワークシ ョップを開いて、関係者、NGO、 研究者、

サイエ ンス ・シ ョップの間の協働 についての期待 と展望に関する調査であった。その最終報告書は、1のrgensen

eta1.(2004)で ある。

大規模で資金のあるNGOは 、 自ら研究者や研究所 に調査 を依頼することがで きる。
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とこ ろで、NGOが サ イエ ンス ・シ.ヨップ と協 働 す る際 に障壁 と して感 じ られた の は、

「NGOが プロ ジ ェ ク トの 提 案 を提 案 して も、(調 査 主 体 の)学 生 が そ れ を受 け入 れ るか、

あ るい はいつ受 け入 れるか が確信 で きない」とい う ことであ る。

そ の た め にNGOが サ イエ ンス ・シ ョ ップ に依 頼 す るの は 「あ ま り緊 急 で は な く、 ど

ち らか と言 えば長 期 的 で戦 略的 な問題 」(デンマ ー ク)と い う傾 向が あ る こ とが 明 らか に

な った。

他 方、大 学 に とってのサ イエ ンス ・シ ョップの利 点 は主 に以 下の三 点で ある。

・学生 の能力 や スキ ルの向上

・プロ ジェク トを指向 し問題 を基盤 と した方法 の応用

・大学 の戦 略的 な社 会 的役割へ の貢 献

サ イエ ンス ・シ ョップか ら持 ちこ まれ る プロ ジェク トが 、学科横 断 的 な性格 を持 つ こ と

も、研 究 と教 育 に とって貢献 す る場 合が あ る。 デ ンマー クで は、 有機食 品 につい ての新 た

な研究 と教 育の学科 が サイエ ンス ・シ ョップ のプ ロジェ ク トと活 動 に よっ て生 じた。 この

例 で はサ イエ ンス ・シ ョップは、研究 と教 育 カ リキ ュラムの発 展 を生み 出 した と言 え よう。

とこ ろで、大 学(特 に研 究 者)に とっ てのサ イエ ンス ・シ ョップ との協働 に際 しての最

大 の障 壁 は、「サ イエ ンス ・シ ョップの活動 に対 す る学 的 な認知 」の 問題 であ る。例 え ば、

協 働研 究 を行 った として も、 ピア ・レビューの ある雑誌 に載せ られなか った り、そ もそ も

出版 の可 能性 が認 め られな か った りす る こ とが 生 じる(イ ギ リス、 イ ンス ブル ッ ク)。 つ

ま り、 サイエ ンス ・シ ョップの 活動 に対 して、現状 で は理論 的で学 的 な関心が持 たれ に く

い状況 にあ る と言 え よう[・15]。

3.2サ イエ ンス ・シ ョップ の役 割 と課 題

サ イエ ンス ・シ ョップの主 な業 務 が 「仲 介 」にあ る こ とは第1章 で述 べ た。 この仲介 を

知 識の生 産 とい う観 点か ら整理 すれ ば、具体 的 には以 下の よ うな三 つの段 階が あ る。

15 その他 に挙 げられた障壁 としては、「大学は、サイエ ンス ・シ ョップが関わ るような小 さなプロジェク トより

も、 もっ と大 きなプ ロジェク トを優先させ る」(ドイツ)と いうことである。
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a.NGOへ 知識 を伝 達す る(す で に存 在 してい る知識 が、 サ イエ ンス ・シ ョップ に よって

NGOに 伝達 され る)。

b,NGOへ 知識 を供 給 す る(研 究 者 あ るい は学 生 が新 しい知 識 を生 産 し、 そ れがNGOに

伝 達 される)。

c.NGOと 協働 して 知識 を生産 す る(知 識 の生 産 は、学 生 あ る いは研 究 者 とNGOと の協

働 におい て生 じる。 サイエ ンス ・シ ョップは、相 互作用 を仲介 し導 くこ と もで きる し、

シ ョップ 自身研 究 に参与 す る こと もで きる)。

これ らの三つ の段 階は、NGOが 持 ち こんだ プ ロジ ェク トの性 質 に もよるが[*16]、関わ っ

て いる関係者 の状 況 と、彼 らが研究 をど う思 って いるの か とい う二つ の こ とが違 い を生 む

こと もあ る と報告 は述べ て いる。

また、 この報告 で 明 らか にな ったの は、サ イエ ンス ・シ ョップ の活 動 の蓄積 自身 に意義

が ある とい うこ とだ。 つ ま り、サ イエ ンス ・シ ョップ での様 々な経験 が、 新 しい プロ ジェ

ク トが 計画 され実 行 され る ときの背 景的 な情報 と知 識 と して しば しば使 われて い るとい う

ことであ る(イ ギ リス)。

さ らに、 サ イエ ンス ・シ ョップは、様 々 な問題(環 境 問題や社 会 問題)の 「発見 」的機 能

を果 たす こ とや 、問題状 況 の 「監 視」な どの 「ア ンテナ」的 な役 割 を果たす こと も指摘 され

て いる(オ ース トリア)。

とこ ろで、サ イエ ンス ・シ ョップ 自身の大 きな課 題 は二つ あ る。

まず、 資金 の問題 があ る。 これはサ イエ ンス ・シ ョップが設 立 当初 か らず っ と抱 えて い

る問題 で あ る(平 川 、2002)。 資 金 の用 途 に関 して は、 プ ロジ ェク トの活動 の遂行 に関す

る ものだ けで な く、 サイエ ンス ・シ ョップにお ける教 育や、 コ ミュニ ティの 中での学 習 を

ベ ース に した カ リキ ュ ラムへ の 資金配 当が大 学 内での教 育ユ ニ ッ トへ の配 当 よ りも少 な い

こ と、分 野横 断 的 な性 格 のた め に多 様 なス タッフ を雇 わ な ければ な らない こ と、そ して、

広報 ・マ ーケ テ ィングの ための 費用が 必要 とされてい る こ とな どであ る。

そ して 、第二 の課題 と して は、 サ イエ ンス ・シ ョップの存在 の認 知で ある。学 界 のなか

で のサ イエ ンス ・シ ョップの活動 の学 的意義 の認知 に関 しては、前節 で述 べ た とお りで あ

16 例えば、専門家による科学的な調査や測定が主 な活動内容であればbの 段 階になる。
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る。 そ れ以外 に、大 学 内で の認知 が まだ十分 で は ない事 例が 多 い(デ ンマ ー ク な ど)。 そ

して、社 会的 な認知 も少 な い国 もあ った(ス ペ イ ン)。 あ るいは地域 では知 られ てい るが、

国家 レヴェル では まだ認知 され てい ない とい う場合 もある(ル ーマ ニァ)。

3.31NTERACTSの 政 策勧 告

この よ うな状況 に対 してINTERACTSの 報告 で は、主 に次 の五 つ の政策 的勧 告 を行 って

い る[*17]。

1.サ イエ ンス ・シ ョップの社会 的 ・学的認 知 を、大学 、行政 、サ イエ ンス ・シ ョップ

自身が推 し進 める こ と。そ れ は、 その存在 だ けで はな くて、そ の活動 や成 果、社 会

的 ・教 育 的意義 の広報 も含 まれて い る。

1.長 期 的 に安 定 した資金 を供与 す る こと。

皿.大 学 の 「研 究 」とい う側面 につ い て は、 サ イエ ンス ・シ ョップ の優 れた調 査研 究 に

対 して、 国内的 あ るいは 国際 的 な基 準 を作 り、 科学 と調査研 究 につ いての新 しい質

の評価 の形 式 を作 り出す こ と。

IV.大 学 の 「教 育 」に 関 して は、 コ ミュ ニテ ィ ・ベ ー ス ド ・ラ ー ニ ング、 つ ま り、 コ

ミュニテ ィの なかでの教 育 の カリキ ュラム を作 成 し実践す る こ と。

V.サ イエ ンス ・シ ョップ間の 国内的 あ るいは国際 的 なネ ッ トワー ク を作 る こ と。 これ

は各 々の サ イエ ンス ・シ ョップの経験 と知識 を共有 す るだ けで な く、 サ イエ ンス ・

シ ョップの調 査研 究の基 準の 設定 に も貢献 す る し、 その結 果、 その存在 の認 知や広

報 に も役 立 つか らであ る[*18]。

以上 の勧告 はサ イエ ンス ・シ ョップの活 動の全 面 に関わ ってい るが、 次章 では主 に大学

の基本 的 な役割 とみな され る 「研 究 と教育 」に関す るサ イエ ンス ・シ ョップの主 な貢 献 に

しぼ って考 えてみ たい。 本章 でのべ て きた ように、サ イエ ンス ・シ ョップ は、テ ーマや事

象 を指 向 した学科横 断的 な活動 であ る以上 、既存 の学 問や学 科、 そ して教育 の意義 や区分

7

00

1

1

詳 しくは、1のrgensenetal.(2004)の 第6章 を参照。 ここではその主なものを抜粋 して取 り上げた。

また、サイエ ンス ・シ ョップと大学 は、中小規模のNGOが 自らで調査研究 を行えるよ うに援助 する、 とい う

ことも政策的な勧告 として述べ られている。
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の再 定式化 が行 われ うる場 で もある。つ ま り、サ イエ ンス ・シ ョップの活 動 には学問論 的

な意義 が ある のだ。そ れ をギボ ンズ らのモー ド論 の観点 か ら整 理 して考察 して みたい 。

4.サ イ エ ン ス ・シ ョ ッ プ と大 学

4.1モ ー ド論 の観 点 か らみ た サ イ エ ンス ・シ ョップ

1980年 代 以 来、科 学 技術 の知識 生産 活動 は、政 治や 経済 な ど社 会 の様 々 な側 面 と密 接

に関 わ って きてい る。 その た めに、知 識 生産 の様 式(モ ー ド)に お いて、 根本 的 な変動 が

生 じて お り、そ れ を明 らか に しよ う と した のが 、ギ ボ ンズ らの モー ド論 で あ る(Gibbons

etaL,1994)。

科 学技術 と社 会 との相 互 的 な形 成 関係 につ い ては、1970年 代 以 降の 科学 論 や科 学社 会

学 の大 きなテーマ であ った。 ギ ボ ンズ らの主張 の特徴 は、 社会 と科学 技術 につ いての 包括

的 な展 望 を示 した ことにあ る。つ ま り、科 学論 だ けで はな く、科 学技術 政 策、経 済発展 や

経 済活 動、経 営、 高等教 育、 ポス トモ ダ ンな どにも触 れ て、知 識生産 の様 式の変 化 を解 明

す る議 論 を展 開 してい るの であ る。

とこ ろで 、ギ ボ ンズ らが主 張す る知識 生産 のモ ー ドは、二つ に区別 され る。

まず第 一 に、従 来か ら存在 す る知 識生 産 の様式 が モー ド1と 呼 ばれ る。 モー ド1で の研

究活 動 は、各 デ ィ シプ リン(個 別 学科)の 内 的 な論 理 に よって 進 め られ る。 た とえ ば、問

題 解決 は、 デ ィシ プリ ンの 内部の規 約 に したが って進め られ、研 究成 果 の価 値 は、 デ ィシ

プ リ ンの知 識体系 の発展 に どの よ うに貢 献 してい るか に よって決 まる。研 究成果 は、 学術

雑誌 、学会 な どの 制度化 され たメ デ ィアを通 じて普及 す る。研 究活 動 の実用 的 な 目的 は、

直接 的 に は存在 しな い。 人材 養 成 は、各 デ ィシプ リ ンの なかで 主 に行 わ れ る。 した が っ

て、教 育訓 練 を受 けてい ない外 部 の人 間がモ ー ド1の 知 識生 産様 式の なか に入 り込 む こと

は 困難 で あ り、 また外 部 の人間が そ こに関与 す るこ とを正 当化 す る ことは難 しい。

も う一つ の知識 生産 の様式 はモ ー ド2と 呼 ばれ る。モ ー ド2で の 問題設 定 は、(社 会 的あ

る いは産業 的 な)ア プ リケー シ ョンの コ ンテクス トで決 まる。問題 解 決 には、単 一の デ ィ

シプ リンだ けで な く、多 様 なデ ィ シプ リンか らの参加 が 求 め られ る。 そ こで は デ ィ シプ

リンを超 えた トラ ンス デ ィシプ リナ リな問題解 決の枠 組 みが用 意 され、個 別の デ ィシプ リ
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ンには ない独 自の理論構 造 、研 究 方法、研 究様 式が構 築 され る。 これ らは必 ず しも個別 の

デ ィシプ リンの知 識体系 の発 展 には寄与 しない。研 究成果 は制 度化 され たメデ ィァ を通 じ

て普 及す るの では な く、参加 者 たちの あい だで学習 的 に知 識が 普及す る。参 加者 の範 囲 は

広 い。 大学研 究者 だ けで な く、産業 界、 政府 の専 門家 、 さ らには市民 も必 要 に応 じて参 加

す る し、参加 す る必然性 が ある。 その結 果、知 識 の生産拠 点 は、大学 に集 中す る ことは な

く分散 され る。 そ して、 その組 織 は一時 的で あ り、 非常 に変化 しやす い。 モー ド2の 特 徴

と して は、 トランスデ ィ シプ リン(transdisciplinarity)、反省性(redexivitγ)、非均 質性(het-

erogeneity)、そ して、社 会 的な ア カウ ンタビ リテ ィへの積 極 的な対応 が挙 げ られて いる。

これ らの規定 か らも判 明で あ る ように、サ イエ ンス ・シ ョップの活動 は、 モー ド2の 知

識生産 様式 の典型 的 な具 体化 の一つ で ある。 ギボ ンズ らの論述 は、科 学技術 政策 、特 に産

業へ の政策 的支援 が大 きな トピック となっ てい るた め に、 サ イエ ンス ・シ ョップ との 関連

は はっ き りとは してい ないが 、モ ー ド2で 指摘 された多 くの性 格 をサ イエ ンス ・シ ョ ップ

が備 えて いる と言 っ て よいで あ ろう。

4.2サ イ エ ンス ・シ ョップ の学 問論 的 な意 義

モ ー ド2の 知 識生 産 にお ける一 つ の課題 は、 モー ド1に 比べ た場 合、 多様 な学 科 や関係

者 が 関与 す るので、 生産 され た知識 の評価 の仕 方が定 まってい ない こ とにあ る。

サ イエ ンス ・シ ョップの場合 も同様 の課 題が存 してい る。 サ イエ ンス ・シ ョップの場合

は常 に トラ ンスデ ィシプ リンであ る とは 限 らないが、 しか し、非専 門家 であ る一般 市民 に

対 して成 果 を呈示す るため に、 常 に 自らの学科 の作法 を超 え出て いか なけれ ばな らない の

であ る。

そ れ ゆえ に、INTERACTSの 最 終報 告 の なかで も、 サ イエ ンス ・シ ョップ の活動 につ い

ての 「新 しい質 の評価 の形 式 を作 り出す」こ とが勧告 されて いた。 この場合 、評価 基準 と

して は、 二つ の方 向性 が 考え られ るであ ろ う。

一つ は
、成果 の観点 、つ ま り、問題解 決 とい う観 点か ら考 え られ た方 向であ る。 これは、

ベ ス ト ・プラクテ ィスの発 想 に近 く、 依頼者 た ちの評価 も重 要 なポイ ン トになるだ ろ う。

も う一 つ は、 プロ ジ ェ ク トの 過 程 に着 目 した方 向性 で あ る。 つ ま り、 サ イエ ンス ・

シ ョップの様 々な仲 介活 動 の なか で、 どの よ うな コ ミュニケ ー シ ョ ンや デ ィス コミュ ニ

ケー シ ョンが生 じたのか、 そ して、 それ らに対 して、 どの よ うな工 夫が な されたの か、 あ
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るいは どの ような こ とが考 え られた のか、 な どの 内容で あ り、 イ ン ター フェ イスその もの

を主題 とす る方 向性 で あ る。

後者 の方 向性 を主 に考 える場 合 は、 プ ロジェ ク ト自身が 成功 す るか しないか は主要 な事

柄 で はな くな る。 逆 に失敗 した プロ ジェ ク トの中で 、そ の失敗 の原 因 と対処 を具体 的 に考

え るこ とに よって評価 され る とい うこ ともあ り得 るであ ろ う。

この よ うなプ ロジ ェク トか ら明 らか にされ る成 果 は、(そ の個 別的 な状 況 に依存 してい

る ため)応 用や 転用 が されやす い もので は ない だろ う。 サ イエ ンス ・シ ョ ップ 自身 を研 究

や評 価 の テー マ とす る場 合、 そ の事 象、 関 わ って い る専 門的 な学 知、 コ ミュニ ケー シ ョ

ン、 メ ンバ ーの多 様性 が露 わ になって くる。

様 々 な多 様性 や 問題 の所 在 を 明 らか にす る こ とや 、知 識 が蓄 積 され 理論 化 が可 能 な こ

と、 あ るいは社会 の新 しい情 勢 を伝 える こと、そ して コ ミュニケー ショ ンの仕方 を考 案 さ

せ るこ とな ど、様 々な知や スキ ルがサ イエ ンス ・シ ョップの なか に存 在す る。 この よ うな

多様 な知 を整理 し、 関係 づ け、時 として理論化 してい くことに、サ イエ ンス ・シ ョ ップの

活動 自身 に着 目す る際 の主 な学 問論的意 義が あ る と考 え られ る。

サ イエ ンス ・シ ョップ の活 動 自身 に対 して反省 的 な考 察 を加 えて い くのは、哲 学、 人類

学、歴 史学 な どの 「人文学(theHumanities)」 の主要 な役 目で あろ う。ギ ボ ンズ らも指摘 し

て いる よう に、研 究 プ ロセス にお け る反省性 が広 ま るにつ れて、人 文学 が提供 すべ き知識

の需 要 も増 大す るの であ る(GibbonsetaL,1994)。

我 々は第2章 で、 サ イエ ンス ・シ ョップに対 す る 「人文 学」の 関与 の例 と して 、社 会科

学 的 な調査 研 究 を挙 げ た。 これ は、 クライ ア ン トの要 望 に直接 に応 えて い くレヴ ェル で

の 貢献 で あ るが、 そ れ とは 別 に、サ イエ ンス ・シ ョ ップ 自身の 活動 へ の反 省 的考 察 にお

い て、狭 義 の 「人 文学 」の 関与 が考 え られ得 る であ ろ う。 この よう に して、 社会 だ けで な

く学科 間 で も多重 に横 断 して い く可 能 性 にサ イエ ンス ・シ ョ ップは 開か れ てい る と言 え

る[*19]。

19 この ように様々な研 究者や市民がサイエ ンス ・シ ョップの活動 に関わる必要性 は、二つの 「根本的な不確実性」

によっている(CallonetaL,2001)。 一つ は、科学技術や社会での諸問題が孕んでい る不確実性 である。そ して、

第二の 「不確実性 」は、当事者の確定 につ いての不確実性である。個 々のサ イエ ンス ・シ ョップの プロジェク

トは問題の解決 を目指すが、 しか し長期的 には多様なメンバーが様 々な問題 と対処 しなが ら討議 と協働 を続け

てい くことが重要であろう。
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4.3サ イ エ ンス ・シ ョップ に お け る教 育

学知 や研 究 の評価 の仕 方の変 化 は、他 方、(大 学 の も う一 つの役 割 で あ る)教 育 の方 法

と 目的 の変化 も意味 して いる。

サ イエ ンス ・シ ョップ にお ける 「教 育 」はお よそ以 下 の通 りで ある。 学生 は、 まず専 門

学科 の基 礎 を学 んだ後 、サ イエ ンス ・シ ョップ の活動 に参加 す る匚・20]。学 生 は、サ イエ ン

ス ・シ ョップで、 コ ミュニケ ー シ ョンと協働 の スキ ルや学際 的 な研 究 におけ る知識 と専 門

知 識、様 々なグル ー プの 多様 なニー ズや要 求 をつ な げる方法 を学 ぶ。つ ま り、社 会 的な能

力 や 「実体験 」が学べ るので あ り、 これは就 職 を考 え るため の一つ の機 会 に なる し、 また

サ イエ ンス ・シ ョップで 学 んだ こ とは、(北 アイル ラ ン ドのサ イエ ンス ・シ ョップの広 報

に明記 され てい るよ うに)就 職活 動 に とって も好 条件 にな る場 合 もあ る。

この ようなサ イエ ンス ・シ ョップ での教 育の仕 方(コ ミュニ テ ィ ・ベ ース ド ・ラーニ ン

グ)は 、 大学 を就職 の前段 階に して しまった と非 難す る考 え もあ るだろ う。 だが 、大学 の

専 門知 を学ぶ だけ で十分 であ る とい う ことは、前述 の ように もはや 自明 では な くな りつつ

ある。 だが我 々は専 門知 を否定 した いので はな い。 自 らの専 門知 を学 びつ つ も、 そ の適応

範 囲 も知 り、 そ して、他 の専 門知 識や 経験 と結 び合 わせ た りコ ミュニケ ー トし能 動 的に関

わ るこ とが求 め られ てい る ので あ る(小 林 、1998)。 サ イエ ンス ・シ ョップの 活動 は この

こ との具体 的 な実践 に関 わって いる。

そ もそ も学 生 を教育 す る こ との受益 者 は誰 なの か、 とい うこ と も考 え てみ る必 要が あ

るだ ろ う。 そ れ は、 学 生 だ け なの で あ ろ うか。 学生 が 就 職 した企 業 も受 益者 であ ろ う。

また社 会 も、例 えば医 師 や弁 護士 や教 師 とい った専 門 的職業 人 の存 在 に よっ て受益 者 に

なって いる。す る と国家 自身 も受益 者 であ る とい う考 えが 生 じる。 これ は、 ヨーロ ッパ の

ほ とん どの大学 は 国立大 学 で あ り、 授業 も低 料金 で あ る ことの理 由 に なって い る(天 野、

2004)[*21]o

20

21

ちなみ に、 リヴァプール大学 のサイエ ンス ・シ ョップの 「インターチェ ンジ」では、一定の成績 を修めた学生

しかサイエ ンス ・ショップに参加で きないことになっている(2005年2月5日 にセ ヴィリアで開催 されたLi"ng

Knowledge第2回 国際会議でのデイヴィッ ド・ホール氏の発表 より)。

日本の大学では私立大学が半数以上なので、 この ような発想が根付いていない ようだが、学生の教育が学生だ

けでな くて社会 のためでもあるということも念頭にお く必要があると思われる。
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大学 に よって 十分 に教育 された 学生 も 「学 知 」を分 有 して い る し、知 の イ ンター フ ェイ

ス の坩堝 で ある社 会 自身 に 「学知」が潜在 してい る と考 えるの であれ ば、 「学知 」は大 学の

なかに あるの では な く、大 学 を取 り巻 き、大 学が 関 わる社 会 の なか にある と考 え るこ と も

で きるで あろ う。

知 のデ ー タベ ース化 が進 み、我 々 は大 学 に行か な くて も専 門的 な学知 にいつ で もア クセ

スす る こ とが可 能 にな った。情報 と して イ ンター ネ ッ ト上 で取 り扱 われ る 「学知 」(応用可

能 で一般 的 な知)と は別 に、 あ る一 定 の社会(地 域)の なか の 「学 知」に取 り組 む こ とが 、

今後 の大学 の一 つの存 在意義 になっ てい くと思 われ る。 今 日、 大学 で も対 面教 育の重 要性

が しば しば主張 され るが、 それ は、学知 の あ り方 の根本 的 な変 化 に対 応 して いる と考 える

ことが で きるで あろ う。サ イエ ンス ・シ ョップの活 動 は、 これ らの変 化 に対 応す るこ とが

で きる一つ の典型 的 なモデ ルであ る と考 えられ るので はない だろ うか 匚・22]。

おわ りに

教 育学者 の市 川 昭午 は、昨 今の大 学 の変動 に単純 に左 右 され ない よ うな大学像(あ るい

は大 学 の理念)を 模 索 し よう としてい る(市 川、2001)。 市 川 の結論 は、 「研 究 と教育 の統

一」と しての大 学像 で ある。 さらに、専 攻領域 の違 う人 々が身近 にお り、 日常 的 に交 流 し

あ っ て い る総合 大 学(UniversitasLiterarum)は 、創 造 的 な研 究環 境 に極 め て有 利 で あ る、

と も指摘 してい る。 他方 、 ギボ ンズ らのモ ー ド2に 代 表 される よ うな産学 連携 の動 向 に対

して は、大 学 は社 会へ の批 判 力 を失 うので は ない か、 と して積 極 的 な評価 を与 えて い な

い。 大学 と社会 との(あ る程 度 の)距 離 が必 要だ と市川 は主張 してい る。

22 サイエンス ・ショップの意義 として、本稿の冒頭で(専 門家と非専門家の知識の格差の解消を目的 とす る)「政

治的価値」を挙 げた。筆者は もちろん、この 「価値」を否定することはない。だが、この 「政治的価値」を 「目

的」とするならば、NGOか らの調査研究を学生に任せ る必要はな く、専門の研究者に任せれ ばより確実 に 「解

決」されると思 われ るの に、実際にはそうしていない。 これ は、単にサイエ ンス ・ショップの資金不足で、ほ

ぼ無料 で雇える学生を使っているという訳で もなさそ うなのであ る。

研 究や教育を、「問題解決」とは別の視点か ら見てみた とき、サイエ ンス ・ショップの別のすがたが見えて

くる ように思われる。個 々の 「問題」には確 かに解決 されるものがある。だが(解 決が困難である)社 会の様々

な問題に対処 しなが ら、学知 を拡げ、変容 させてい く活動 としてサイエ ンス ・シ ョップを考える場合、教育の

重要性が明 らかになって くる。 ここに、学知や大学の今後のあ り方に大きな示唆があると思われる。
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しか し、 社 会へ の 「批 判」は、社 会 の なかの様 々な メ ンバ ー との批判 的 な協働 作業 の な

か で も行 われ るので はない だろ うか。 この協働 作業 のな かで は、 とき として大学 や研 究 者

自身へ の 自己批判 も生 じるか もしれ ない 。だが 、 この ような過程 を踏 まえつ つ活動 してい

くことにお いて、社 会 のなか で、社 会 に対 す る批 判 を行 い続 け てい くこと も大学 の一つ の

役 割で は ないだ ろ うか。

サ イエ ンス ・シ ョップの活動 も 「研究 と教 育 の統 一」であ り、多 様 な メ ンバ ーが交 流 し

協 働す るプロ ジェ ク トであ る。そ れは、市 川 の主張 とはや や異 なっ てい るが 、今後 の大 学

の一つ の方 向性で あ る と我 々は考 えてい る。
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一連の 「芸術 と福祉」国際会議の概要

藤田治彦

2001年(シ カ ゴ)に 始 ま り、 そ の後、2002年(ロ ン ドン)、2003年(横 浜 ・大阪)、2004

年(ロ ン ドン)、2005年(倉 敷)、 そ して今 回 の2006年(韓 国 コ ンジ ュ)と 、毎 年順 調 に世

界各 地 で 開催 され てい る 「芸術 と福 祉 」国際会 議 は、2005年 の 第5回 倉敷 会議 か ら、大 阪

大 学COEプ ログ ラム 「イ ンター フェ イス の人文 学 」の共 催 で 開催 され て い る。 今 回の 第6

回 コ ンジュ(公 州)会 議 の報告 の前 書 き として、そ の経緯 と理 念 につ いて簡 単 に触 れ てお

きたい。

この 一 連 の 国 際会 議 は、 筆 者 の提 唱 に よ っ て始 ま り、 これ ま で、 ロ ン ドンの トイ ン

ビー ・ホール、 イ リノイ大学 シカ ゴ校 の ジェイ ン ・ア ダムズ ・ハル ・ハ ウス博物館 、 そ し

て大 阪大学 に事 務局 をお くデ ザ イ ン史 フ ォー ラム の英米 日3力 国 関連組織 の代 表者 が協 力

し合 い なが ら運営 して きた。

この一 連 の会 議 の出発 点 となっ た2001年 シ カゴ会議 は、 そ の ち ょ うど百 年前 に シカゴ

で行 なわ れ た、 そ の 後20世 紀 の ア メ リカ を代 表 す る建 築 家 とな る、 フラ ンク ・ロ イ ド ・

ラ イ トの 講演 「機械 の アー トとク ラフ ト」百周 年 を記念 して 開か れ た国 際会 議 であ っ た。

建 築家 ライ トは、 ウィ リアム ・モ リスや機 械生 産 と近 代工 業 を厳 し く批 判 した ジ ョン ・ラ

ス キ ンな どに導か れた イギ リスの運 動の影 響下 に創設 され た シカ ゴの アー ツ ・ア ン ド ・ク

ラ フツ協会 の ため に、 あ えて 「機 械 にこそ、 ア ー トとクラ フ トの未 来 があ る」と1901年3

月1日 に講演 したので ある。

このアー ツ ・ア ン ド ・クラ フツ協 会の本 部が 置か れて いたのが ハ ル ・ハ ウス とい うアメ

リカを代表 す るセ ツル メ ン ト・ハ ウス(地 域福 祉 施設)で あ り、 その ため に ライ トの講演

は以 来 「ハ ル ・ハ ウス講演 」と して知 られ る よ うにな った。 ハ ル ・ハ ウス の創設 者、 ジェ

イ ン ・ア ダムズ は、 セ ツル メ ン ト運動 発祥 の地 、 ロ ン ドンの トイ ンビー ・ホール を訪れ る

な ど して、 イギ リスの地 域福 祉活 動 に学 び、 故郷 シカ ゴの貧 しい地 区 に、 セ ツルメ ン ト、

ハ ル ・ハ ウス を1889年 に設 立 し、独 自の活動 を展 開 して いた。
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この ライ トの講演 が 厂機 械 の時代 」20世 紀 の最初 の年 、1901年 に行 なわ れた とい うの は

極 めて象 徴 的で あ る。 「ハ ル ・ハ ウス講演 」百 周年 を記 念 して2001年 に シカゴで 国際会 議

を開催 しよ う とい う 日本か らの 呼びか け に応 え て、 イ リノ イ大 学 シ カゴ校 の ロバー ト ・ブ

ル グマ ン教授 とマ ー ガ レ ッ ト ・ス トロ ーベ ル教 授 が、 まさ に100年 後 の 同 月 同 日、3月1

日にその 国際会議 を設 定 し、 盛大 な会 を開 かれ たの も適切 かつ 有意義 な決 断 であ った。 ラ

イ トが20世 紀 の最 初の年 に 「機 械 に こそ、 アー トとクラ フ トの未 来が あ る」とい ったの に

対 し、21世 紀 の始 ま りに生 きる私 たち は、い ま 「何 に、 アー トとク ラフ トの 未来 が あ る」

とい うべ きなの か、 とい うこ とを ともに考 える最適 の場 を、会 場 とな った シカゴ公立 図書

館 とイ リノイ大学 シカ ゴ校 ジ ェイ ン ・ア ダムズ ・ハ ル ・ハ ウス博 物館 に もつ こ とが で きた

ので あ る。

この国際 会議 のそ の後 の展 開の大 きな力 となった のは、1884年 にロ ン ドンの イー ス ト ・

エ ン ドに開設 された世界 で最 初 の大 学 セ ツルメ ン トで、 セ ツル メン ト運動 発祥 の地、 ロン

ドンの トイ ンビー ・ホー ルの館長 、 ルー ク ・ゲー ガ ン教授 の積 極 的な 関与 で あっ た。 ゲ ー

ガ ン教 授 は、 第2回 会議 を トイ ンビー ・ホー ルで 翌2002年 開催す る こ とを シカ ゴで提 案

し、 そ れ を実 現 させ た だ けで は な く、 日本 で 第3回 会 議 を横 浜 ・大 阪 で ダブ ル開 催 した

2003年 の翌2004年 に も再 び、 トイ ンビー ・ホ ール で第4回 会議 を実現 させ た。

トイ ンビー ・ホ ール は世 界 最初 のセ ツル メ ン ト ・ハ ウス で あ る だけ で な く、 チ ャー ル

ズ ・ロバ ー ト ・ア シュ ビーがそ こで の地 域福祉 の体 験 を も とに、近 隣…に、 アーツ ・ア ン ド

・ク ラフツ運動 の一 翼 を担 う手工作 ギ ル ドを創 設 した場 所 で もあ る。 したが って、 トイ ン

ビー ・ホー ル は、 シカ ゴのハ ル ・ハ ウス と同様 、「芸 術 と福 祉 」を と もに考 え よ うとい う

国際活 動 の拠 点 として もっ ともふ さわ しい場所 で あ る。

ただ し、長 く途 絶 えて いた トイ ンビー ・ホー ルでの芸術 活動 を再 興 しよう とゲ ーガ ン館

長が思 い立 ち、実 施 に移 したの は、 この一連 の 「芸術 と福祉 」へ の参 加以 来の こ とで あ り、

この一 連 の会議が 現在 の トイ ンビー ・ホー ルの芸術 関連事 業 の復興 に与 えた影響 も少 な く

な い。今 回 の コ ンジュ国際 会議 で も、 ゲー ガ ン館 長 はそ の よ うに挨 拶 され てい る。 「芸術

と福祉 」とい うテー マ を共有す る国際研 究会 が、 その ような運動 の源 泉 とな った一 た だ

し、 その後 そ こで は実践 が一 時途絶 えてい た一 組 織 に逆 に影 響 を与 え、 本来 の活動 の復

興 に寄 与す る とい うまれ な、あ る意味 で理想 的 な展 開が 始 まって いる。

トイ ンビー ・ホ ール が あ るイ ー ス ト ・エ ン ドは、 イギ リス(ロ ン ドン)に 渡 っ て き た

人 々が 最初 に定住 す る場 所 とされる。 かつ ては、ユ ダヤ系 の人 々や ア イル ラン ド系 の人 々
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な どが住 ん だが 、次 第 に居住 層 は変 化 し、 現在 で は イ ン ド(ベ ンガ ル)、 パキ ス タ ン、バ

ングラデ ィシュ な どか らの移民 が多 数 を占め、 イス ラム系 の人 々が多 い地域 で もある。 し

たが って、 イギ リス のみ な らず世界 の幸 福(広 義 の福祉)の 将 来 を占 う場 所 の ひ とつ とも

いえ よ う。 この よ うな場 所 で、 「芸術 と福 祉 」国際会 議 の理 念 を実践 す る小 劇場 が どの よ

うに運営 され るか、 今後 の展 開に注 目す る とと もに、可 能 な限 りの協力 を してい きた い。

2度 にわ たる ロ ン ドン会議 等 を経 て、2005年 に開催 され た、 第5回 会議 であ る倉敷2005

厂芸術 と福 祉」国 際会 議 は、倉敷 をあ げて の盛 大 な会 とな り、一 連 の会議 の なか で もと く

に画期 的 な会 と なっ た。少 し詳 し く内容 を記 して お きた い。 な お、「芸 術 と福 祉Artand

Wd魚re」 とい う本 国際 会 議の 名称 は、 この第5回 会 議 で初 め て正 式 に使 われ、 今 回 の第6

回 コ ンジュ 国際会 議 で も継 承 された もの で、 アー ツ ・ア ン ド ・ク ラフツ運 動 史 国際会 議

(lnternationalConf6renceontheHistoryoftheArtsandCra食sMovement)と セ ッルメ ン ト運動

史国 際会 議(lnternationalConf6renceontheHistoryoftheSettlementMovement)と い う二っ

の相互 に関連 す る国際会議 を連続 日程 で 開催 す るペ ア国際会議 で ある。公 式名称 は、 その

略 称 を重 ね た 「ICHACM+ICHSM」 で あ る。

倉 敷2005会 議 で は、7月26日 午 前 のル ー ク ・ゲ ー ガ ン、 マー ガ レ ッ ト ・ス トロー ベ ル

両 氏 に続 い て、午 後 には、 ター ニ ャ ・ハ ロ ッ ド氏 、鶴 岡真 弓氏 の講演 が あ り、 第1日 目の

締 め くく りに高階 秀爾 大原 美術 館館 長 の コ メ ン トがあ った。 翌27日 午前 に は、安 井 昭夫

倉敷 民藝館 理事 長、加 計美術 館館 長 の児 島塊 太郎氏 、そ して熊倉 功夫 林原 美術館 館長 の講

演 があ り、午後 に は東 アジア工芸 運動 シンポ ジウムが開催 された。パ ネ リス トは当時 千葉

大学(現 首都 大学 東京)の 長 田謙一氏 、神 戸市 外 国語 大学 の竹 中均氏 、釜 山市 立美術 館 の

李書 榮氏 、朝 陽科技 大学 のバ トリシア ・リン氏 が、 そ れぞれ の視 点か ら 「アー ツ ・ア ン ド

・ク ラフ ツと民 芸 」につい ての パネ リス ト発表 を行 っ た。 その あ と見 学会 と有 隣…会 主催 の

関連行 事が あ り、大原 謙一郎 理事 長の講 演が あ った。

国 際会 議3日 目 と4日 目の28日 と29日 に関 しては、 講演 者 、発 表者 の名 前 だ け紹 介 す

るに と どめ る。藤 田和 弘 氏、 ヘ ンリ ・ブ ラー ケ ンブル フ氏 、 ジル ・ゴー ルズ ワー ジ ー氏 、

ケ イ ト ・ブ ラッ ドリー 氏、 ア ンジェ ラ ・ジ ョンス トン氏、 井 岡勉 氏、 小椋 昭氏、横 田賢一

氏 、岡 田喜 篤氏 、赤松 力氏 、内 田節 子氏 、昇 地三郎 氏、 以上 の方 々であ った。

これ らのス ピー カー諸氏 はそれ ぞれ さ まざ まな経歴 と意 見 を有 してい るが、現在 の そ し

て 明 日の 「芸術 と福 祉 」を ともに考 え るた めに は、 さ まざ まな意見 に互 い に耳 を傾 け る こ

とが まず必 要 であ る。 会場 で、 ある いは、会場 外や 懇親 の席 な どで も大 いに議論 が交 わ さ
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れ た。見学会 や石 井十 次の生 涯 を描 い た映画鑑 賞会 、 あるい は関連企 画 の展 覧会 な どで も

国 内的あ るい は国際 的な交流 が深 め られた。

なお、 この会議 の通訳 には東京 の 日本 民藝館 国 際部 の三村 京子 氏 も協力 され た。大 阪大

学 コ ミュ ニケ ー シ ョ ンデザ イ ン ・セ ンター の要真 理 子氏 と岡山大 学教 育 学 部 の赤 木里 香

子 氏 が司 会 を勤め た。 要真理 子 氏 は 『国 際会議 論 集』の編集 を実 質 的 に担 い 、当 時 同 じ く

コ ミュニ ケー シ ョンデザ イ ン ・セ ンターの所属 だ った岩 渕亜希 子氏 お よび、大 阪大学 大学

院文学研 究科大 学 院生の 島本英 明氏 の貢 献 も大 きか った。 『国際 会議論 集』の デザイ ンは、

コ ミュ ニケ ー シ ョンデ ザ イ ン ・セ ンター の久 保 田徹 氏 の助 言 を得 て、要 真理 子 氏 が行 っ

た。 この デザ イ ンは今 回の コ ンジュ2006の 「国 際会議 論集』に も引 き継 がれ てい る。

また、赤 木里香 子氏 は、 岡山 アー ッ ・ア ン ド ・ク ラフツ ・ビ レ ッジの原 田豊美 氏 や大原

美術館 の柳沢 秀行 氏 とともに、 関連 企画 の展覧 会 「アー ツ&ク ラ フツ倉 敷05」 を開催 した。

コ ンジ ュ2006で は 「アー ッ&ク ラフ ツ ・デザ イン招待 展 」が 開催 され る こ とに なっ たが、

この 国際会議 に平 行 しての 関連展 の開催 は、倉 敷 に始 まる。

最 後に、大 阪大 学大 学院文 学研 究科 の大学 院生 と開催地 倉敷 の学生 の皆 さんの会場 で の

協 力 につ いて も記 してお きた い。大 学 院生の 参加 は、 若 い人 々 に 「芸 術 と福祉 」国際会 議

の趣 旨 と実 際 を直接 に知 ってほ しい とい う考 えで促 した もの だが、 これ らの若 い人 々の協

力 な しに、 この種 の会 議 をスム ーズ に運営す る こ とは困難で あ った。そ れ は、今 回の コ ン

ジュ2006に つ いて も同様 であ る。

これ らひ と組 の国 際会議 は、 ともに基本 的に歴 史研究 の会 議で はあ るが、決 して回顧 的

で はな く、私 たちが生 きてい る現 在 と、次 の世代 が生 きる未 来へ の関心 に支 え られ て、 こ

の2006年 まで 、順調 に毎 年開催 され続 けてい る。2005年 会議 開催地 倉敷(岡 山)の 大原孫

三郎 、児 島虎次 郎、 そ して石井 十次 の関心 の対象 も次 の世代 、新 しい世 界、 だっ たので は

な いだ ろ うか。 その ような、次の世 代 を考 えて行動 す る人 間的伝 統 を大切 にして ゆ きたい。

[ふじたはるひご ・大阪大学大学院文学研究科教授]
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コンジュ2006「 芸術 と福祉 」国際会議 について

要 真理子

今 年 度の 「芸 術 と福 祉 」国 際会 議 は、10月16日 か ら19日 にか け て韓 国で 開催 され た。

初 日の 第6回 ア ー ツ ・ア ン ド ・クラ フツ運 動 史 国際会 議 、2日 目の 第3回 セ ツ ルメ ン ト運

動 史国 際会議 は、 公州 国立博物 館 で行 わ れた。3日 目は百 済 の歴 史的 な遺 産 や韓 国の芸 術

工芸 品 を鑑 賞 し、4日 目は益 山市 の高齢 者福祉 施設 を訪 問 した。

本 会議 は、 これ まで アメ リカ(2001年)、 イ ギ リス(2002年 、2004年)、 日本(2003年 、

2005年)で 開か れて きたが 、 は じめ て これ ら3国 以外 の 国で ある韓 国が 開催 地 となっ た こ

とに大 きな意義 が ある。

第1日 目(第6回 アー ツ ・ア ン ド ・ク ラフツ運動 史国際 会議)は 、 まず大 阪大学 の藤 田治

彦氏 が 「アー ツ ・ア ン ド ・ク ラフツ と東 ア ジア 『農民 美術』と 『民 藝』との比 較 を通 じ

て一 」とい う タイ トル の もと講演 を行 った。 藤 田氏 は民 藝運 動 を、東京 で 開始 され た 日

本 の工 芸運動 で あ る以上 に、 ソウルで 開始 された東洋 の工 芸運動 であ る こ とを確認 し、 こ

う した運 動 の意義 を特 定 の地域 に 限 らず 、国 際的 な規模 で議 論 し捉 え直 す よ う提案 した。

2人 目の発 表者 ヘ ル シ ンキ芸術 大学 教 授ペ ッカ ・コル ヴェ ンマ ー氏 は、 「工芸 とデザ イ ン、

お よび福祉 国家 の設 立」に関 して フ ィンラ ン ドを中心 に北 欧5力 国 の19世 紀後 半 か ら今 日

の状 況 を報 告 した。 フ ィ ンラン ドは、 近代 にお い ては 隣国(ロ シア ・ス ウェ ーデ ン)、 現

代 ではEU諸 国 との 関係 か ら政 治的 に も経 済 的 に も複雑 な状 況 に置 かれ てい る。 そ こにお

い て、政 府 は、世 界的 なシ ェア を誇 る 「ノキ ア」の よ うなブ ラ ン ドと同様 に、伝 統工 芸 も

国 内の経済 活性化 に役 立 てよ うと輸 出産 業 に力 を入 れて い る。輸 出 に よる税 収が転 じて市

民 に豊 か な生活 を もた らす ので あ り、そ の とき工芸 一デザ イ ンは 「もの言 わぬ奉 仕者 」と

して機 能 して いる。

つ づ く慶 應 義塾 大 学教 授 の横 山千 晶氏 に よ る 「ホ ワイ トチ ャベ ル と労働 者 の 芸術 教

育 イース ト ・エ ン ド発の 芸術 の誕生 」で は、 セ ッルメ ン ト施設 トイ ンビー ・ホー

ル と芸術 の関係 が イ ギ リス の社 会構 造 との関 連 か ら再 考 された。 横 山氏 は芸 術 活動 を教
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育 、制作 、展示 に分類 し、 ア カデ ミー とナ シ ョナルギ ャラ リー とい う専 門集 団の ための 閉

鎖 的な伝統 的機 関 に対 置 させ る ことで、 トイ ンビー ・アー ト・クラブ とホ ワイ トチ ャペ ル

・アー ト ・ギ ャ ラリー とい う住 民 に 開か れ た組 織 の特 性 を際立 たせ た。4番 目の樹 徳科 技

大 学助 理教 授 鄭夙 恩 氏 に よ る 厂台湾 の工 芸 と文 化政 策」お よび5番 目の 国民大 学校 教 授 田

溶 一氏 に よる 「韓 国 の伝統 工芸 」では、 それ ぞれ の国 にお け る地方 工芸 と産 業の 現況 が論

じられ た。両者 の報 告 には、工芸 の意 味の細 分化 と政府 の 関与 とい う点 で共通 の 問題 が含

まれてい た。 これ は さきの コル ヴェ ンマー氏 の発 表内容 とも重 な る。た だ し、鄭 氏 と田氏

の場 合、 市民(素 人)の 工 芸制作 へ の参 加 と市民 に よる工 芸 品の市 場 の開拓 な どが いっ そ

う重視 されて いた よ うに見 え る。 この よ うに、複 数の発 表者 が共通 の問 題 につい て論 じる

際 に、時 間制 限があ った にせ よ、発 表 者同士 の議 論お よび会場 との質疑 が もたれ なかっ た

こ とが第1日 目の反省 点 であ ろ う。

この 日の夕刻 、特別 講演 が行 われ、 国立公 州大 学教授尹 龍嚇 氏が 自然美 をその基盤 とす

る百 済 の芸術 文化 を紹介 した。 開催 地 コンジ ュ(公 州)は 百 済文化 の都 であ り、 日本 と も

縁 が 深 い。

2日 目(第3回 セツ ルメ ン ト運 動 史 会 議)は 、最 初 に トイ ンビー ・ホー ル館 長 ルー ク ・

ゲ ー ガ ン氏 が 「トイ ンビー ・ホー ル:過 去 、現 在 、そ して未来 の ため に」とい うタイ トル

の も と設 立時 か ら現在 まで の組 織 の理 念 と活 動 を紹介 した。 次 に、誠 信女 子 大学 教授 崔

日燮氏 が、 「地域 社 会福祉 館 の教 育 ・文 化事 業 」につ いて発 表 した。 これ は、韓 国 のセ ツ

ル メ ン ト運動 の歴史 と地域福 祉 の現況 に関 す る興 味深 い報告 であ った。 英米 の影響 を受 け

て1906年 に開始 され た韓 国の セッ ルメ ン ト運動 は、 当初 は女性 団体 を申心 に広 め られ た。

1930年 代 に なっ て 日本政 府 が介 入 し、 ソウルで の この 運動 を推 進 す る。 その折 、 セ ツル

メ ン ト ・ハ ウスは地域福 祉 セ ンター と名称 を変 え、今 日に至 る まで社会福 祉事 業 の拠点 と

なっ てい る。3人 目の発 表 者、 マ ー ガ レッ ト ・ス トロ ーベ ル氏 は、 ジ ェイ ン ・アダム ズ ・

ハ ル ・ハ ウス博物 館 前館 長 で あ り、 ゲー ガ ン、藤 田両 氏 と とも に一連 の会 議 の 主要 メ ン

バ ーで ある。 ロ ン ドンの トイ ンビー ・ホ ール と ともにセ ツルメ ン ト運動 の一翼 を担 って い

る シカ ゴのハ ル ・ハ ウス の歴史 的重要 性 と実状 を報告 した。 ゲ ーガ ン、 崔、 ス トローベ ル

の 三氏 は、移民 、女性 、貧 困者 な どかつて のマ イノ リテ ィの救済 のた めの活動 が、 現在 で

は コミュニテ ィ全体 の幸福 の ための活 動 に転 換 してい る こ とを指摘 した。

つ づ いて、福祉 に関わ る さま ざまな状況 につ いて、 高麗大 学校教授 丁 昌徳氏 、第 一福 祉

大 学教授 俵 国昭氏 、 同志社 大 学教授 岡林 洋氏 よ り報 告が なされ た。 まず、 丁氏 が、 「韓 国
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のユ ビキ タス福祉 システ ム」を紹 介 した。儒 教 文化 に深 く根 ざ した韓 国社 会 にお いて は今

もなお3世 代 住居 が 一般 的 で あ る。 ユ ビキ タス福祉 シス テム は、各 家庭(個 人)の 幸 福 を

実現 す るため に、 ユー ザーが 使用 しやす い健康 ・福祉 に関す る情 報の デー タベー ス化 を試

み ている。俵 国昭氏 は、 日本 の福祉 現場 にお ける美術 や文化 につ いて大 学教 育 とい う観 点

か ら発 表 した。ハ ー ドの側面 で は、行政 主導型 の福祉 政策 か ら民 間型 の福祉 政策へ の移 行

の、 ソ フ トの側面 で は大 学の 医療 や福 祉科 目に美術教 育、 と くに実技 の導入 の重要性 を強

調 した。 岡林 洋氏 は、 自らの体 験 か ら医療 福祉 と芸術 の 関連 に関心 を もった経緯 、お よび

そ の問題 につ い て語 った。 論題 の 「ホス ピス ・アー ト ・プ ロジ ェク ト」は、 現代 アー テ ィ

ス ト宮 島達男 氏の作 品 を メデ ィア として 入院患 者 との交流 のなか で展 開 してい く、言 って

みれ ば イン タラクテ ィヴ なアー トであ る。芸術 と医療福 祉 との 関係 とい う点 で、 この発 表

は さ きの俵氏 の発 表 と共 通の 問題 を含 ん でい る。 しか しなが ら、 芸術療 法 は、芸術 が患者

の精神 的 な負 担 を軽 減す ると して も、患 部の治癒 に効 力 を発 揮 しない 限 り、 非常 に危 うげ

な ものの よ うに見 える。 芸術療 法 は、 日本 だけ の問題 で はない 。実 際、4日 目に訪 れた益

山 の高齢 者福 祉施設 で は、音 楽療法 や映像 療法 が行 われて いた。

2日 目の最 後 に、東 新 大学 校教 授 梁 哲豪 氏 が、 「光 州 ビエ ンナー レ と福 祉 文 化 」につ い

て発表 した。 ビエ ンナ ー レは、 第一 に文化 交流 のメ デ ィァ とな り、第二 に地域社 会 を形成

し、第 三 に地 方都市 の再 開発 を促 す とされた。梁氏 は、 コ ミュニ テ ィの基 盤が確 立す れ ば

福祉 活動 も充 実す る と考 える一 方で、 光州 ビエ ンナー レは、世 界 の代 表 的ア ー ト ・ビエ ン

ナー レの 一つ と して定 着 したが、 「芸術 と福 祉 」とい う観点 はこれ まで 同 ビエ ンナー レに

は な く、今後 、検討 の余 地が ある と述べ た。

以上 の よ うに、 本会 議 は、今年 度 の コ ンジュ2006「 芸術 と福 祉」国際 会議 実行 委員長 で

あ る李 書榮 氏(大 阪 大学 コ ミュ ニケ ーシ ョンデ ザイ ン ・セ ンター招聘 教授)の 司会 に よっ

て進行 され、発 表者 お よび関係者 の ほか、大 田大学 の学 生 と大 阪大学 の大学 院生 の協力 に

よって すみや か に行 わ れた。 さらに、会議 期 間中、 関連企 画 と してAW(Art&Wel∬are)国

際 デザ イ ン招待 展 が公州 国立博 物館1階 ホ ールで 開催 され た。会 議 には延べ 約五 十名 が参

加 した。 参加者 数 こそ、百 数十 名が参加 した倉 敷 会議 よ りも少 な いが、初 めて韓 国で 開催

された こ と、 国立博物 館 で開催 され た こと、展 覧会 の 図録 が刊 行 された こ とな ど、そ の意

義 は大 きい。 日 ・韓 ・英 の3力 国語 か らな る国際会 議冊 子 は昨年 同様、 大阪 大学 コミュニ

ケー シ ョンデ ザイ ン ・セ ンター と文学研 究科 の教員 と大 学院生 によって編 集 された。
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遺族支援 シス テムの構築 に向けて

地域における遺族支援の現状と課題

坂口幸弘/森 田敬史/赤 澤正人/岡 本双美子/黒 川雅代子/瀬 良信勝/西 牧真理

米虫圭子/恒 藤 暁

Lは じめに

わが 国で は近年 、遺族 への 支援、 い わゆ るグ リー フケ アが社会 的 関心 事 の一つ として注

目を集 めて い る。 現代 の 日本社 会 では、核 家族化 と個 人主 義が進 んで お り、 家族 同士 ある

い は地 域社会 で の支 えあいの 力は弱 くなって きてい る中、 遺族支 援の必 要性 は今後 ます ま

す高 ま るもの と考 え られ る。 そ こで将来 のわが 国 におけ る遺族支援 システ ムの構 築 を 目指

し、 医学 ・看 護学 ・心理 学 ・社 会学 ・福祉 学 ・宗教学 ・教 育学 ・文化 人類 学 な ど含 む学 際

的観点 か ら検 討す る こ とを目的 と して、筆 者 らは 「遺 族支援 シス テム研 究会」を発足 させ 、

2003年7月 に第一 回研 究会 を開催 した。

「遺 族支 援 シス テム研 究 会」は、大 き く分 けて以下 の2点 を検討 課題 として いる。1)遺

族 支援 プ ログ ラムの開発;従 来の実 証的 ・臨床 的知見 を統合 し、効 果 的な遺族 支援 プ ログ

ラ ムを策 定す る とと もに、 援 助者 養成 の プ ログ ラムにつ い て も検 討 を行 う。2)遺 族 支援

セ ンターの設 立の構 想;遺 族支 援 プ ログラム を運 用す るた めに は、遺族 支援 のた めの独立

した専 門機 関 を設置 す る ことが 望 ま しい と思 われ、 その実現 に 向けて の提 言 を ま とめ る。

今年 度は、 上記 の課題検 討 に向 けて、 わが国 の遺族 支援、特 に地域 にお ける遺族支 援 の

現 状 と課 題 を把 握す る ため、3つ の基礎 的 な調査研 究 を実施 した。

第 一 は、学 校現 場 にお け る遺 族支 援、 特 に養 護教 諭 に よ る遺 族 支援 に関す る研 究 で あ

る。従 来学 校 に お ける養 護教 諭 の果 た す役 割 は、救 急 処置 と保 健 指導 が 主 な もので あ っ

た。 しか し近 年で は、保健 室登校 、 い じめな ど児 童 ・生徒が抱 える多様 な心 身の 問題 が注

目され てお り、心 の問題 に対 して養護 教諭 もそ の役 割 を担 うようにな って きてい る。 心 の

問題の一 つ に死 別 を体験 した児 童 ・生徒 へ の対応 を挙 げ るこ とが で きる。 学校現 場 での死

別体 験 には、児 童 ・生徒 が関係 した事件 や事 故、 自殺 、近親者 の死 な どが考 え られ る。死
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別 を伴 う災 害や事 件後 に、子 どもに は様 々 な身体的 ・精神 的反応 が見 られ る。例 えば 身体

的 反応 に は食欲 不 振、 頭痛 、腹 痛 な どが挙 げ られ る。 また精 神 的反 応 に は気 分 の い らだ

ち、怒 りっぽ さ、 抑 うつ、罪 悪感 な どが挙 げ られ る。そ れ らの結 果 として学 習 に集中 で き

ない な ど日常 生活 へ支 障が生 じる場 合 もあ る。 死別体 験 に よって心 に傷 を負 った児童 ・生

徒 への 支援 は重要 であ るが、学 校 で どの ような対 応 が なされて い るの か、 その詳細 は明 ら

か になって いない 部分が 多い。

第二 は、在 宅ケ ア にお け る遺 族支援 に関す る研 究 であ る。厚生 労働省 報告 に よる と、 平

成16年 度 に在 宅 で死 を迎 えた人 は、12.4%(127,445人)で あっ た。 しか し 日本 人 の大半 は

最 期 を 自宅 で過 ご した い と希望 してお り、国 の方針 として も診療 報酬 点数 を見直 し、在 宅

医療の拡 充 を推進 す る方 向 にあ る。 その ため、 終末期 ケ アにお け る訪 問看護 師の 果たす 役

割 は、 今後 さ らに大 き くなる こ とが 予想 され る。WHOが パ リア テ ィブ ・ケ アの 中に、 明

確 に遺族 ケア を位 置づ けてい る こ とか ら も言 える よ うに、在 宅 での終 末期 ケ アは、患者 お

よび家 族、 遺族 の ケアが含 まれて い る。1990年 以 降遺 族 に対 す る支 援の 必要性 も叫 ばれ、

セル フヘ ルプ グルー プや 緩和 ケ ア病棟 な どで、 遺族 に対す る支援 が行 われ てい るが、訪 問

看 護師 に よる遺族 支援 の実践 につ いて系統 立 った調査 報告 は ほ とん ど行わ れてい ない。

第三 は、宗 教家 、特 に仏教僧 侶 に よる遺 族支援 に関す る研 究 であ る。多 くの 日本 人 は 日

頃か ら宗教信 仰 を通 じて、 こ ころの安寧 を保持 して い るわけで は ない。 しか し、 自分 自身

や家族 の 誰か が難 治性 の疾病 に見 舞 われ た り、死 を免 れ得 ない状 況 に直 面 した りす る と、

一個人 と して の意味 を見 出す必 要性 が生 じ(Yalom
,1980)、 神 仏 にすが ろ う とす る気持 ち

が わ く(長 谷 川,1992)。 したが って、 多 くの 日本 人 は 日常 生活 をお くる うえで は、宗 教

に対 す る意 識 が希 薄で あ るが 、 自分 自身 あ るい は周 囲 の人 々 を脅 かす ような危 機 的状 態

に 陥 る と、宗 教 とい う もの に頼 ろ う とす る のか も しれ ない 。実 際,配 偶 者死 別 後 の悲 嘆

か ら回復 す る過程 にお い て、「仏 教 の支 え」が 促進 要 因 と して挙 げ られ てい た研究(澤 田,

1997)や 、 ホ ス ピス な ど終 末期 医療 の現場 や福祉 の現場 で仏教 者 に よる対人援 助 の意義 が

認 め られ実績 を上 げて きて い る こ と(賞 雅,1997)、 さらに ホス ピス な ど終 末期 医療 の現

場 で、 死 を間近 に した患 者 らの心 を癒す た めに、人材 養成 と して僧侶 や牧 師、神 父 ら伝 統

的 な宗 教 関係者 が取 り組 み を始 めて い るこ と(朝 日新 聞,2004年12月5日 付)か らも、 布

教 活動 に従事 す る宗 教家 の役割 が期待 され ている こ とも否 定で きない。そ して、 古来 よ り

脈 々 と継 承 されて きた、 ケ ア としての宗教 が現場 の 中で再確 認 され なけれ ば な らない時 代

に きて い るが、現 状 と して は、 多 くの 人 々が それ を認 知 す るに は至 っ てい な い と思 われ
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る。 一方 で、大 村 ・金児 ・佐 々木(1990)が 行 った浄 土真 宗本 願寺 派寺 院 の住職 を対 象 に

した研 究 で は、19.1%が 「住職 はあ ま りい ろい ろ新 しい ことをや る必 要 はな い。 お寺 の お

勤 め と門徒 の家 で の法 要 や葬式 を しっか りや って さえい れば それで 充分 だ」とい う質問項

目に肯 定 的 な回答 を して いた。 さ らに、僧 侶 を訪 問す る動 機 の65.8%が 「葬式 ・法事 をお

願 いす る と き」で あ るとす る曹 洞宗檀 信徒 の意 識調査(曹 洞 宗宗 勢調査 委 員会,1984)か ら

も、現 代 の"葬 式仏 教"と 揶揄 され る時代 背景 を裏付 け る結 果 となっ てい る。以 上 の よ う

に,宗 教 の必 要性 が認 め られ る一方 で、 ネガ テ ィブ な結果 が報告 され てい るが、仏教 僧侶

に よる ター ミナル ケア(終 末期 医療)や 遺族 支援 の取 り組 み に焦 点化 した調 査 は ほ とん ど

実 施 されて い ない 。

2.学 校現場 における遺族支援

目的

本研 究 の 目的 は、 死別 を体 験 した児 童 ・生徒 に対 して、養 護教 諭が どの ように対 処 し、

どの よ うな困難 を感 じてい るのか、 学校 での対応 な どを明 らか にす るこ とで あ る。

方法

A県 内の公立小 学校 ・中学校 ・高等 学校 の養護教 諭 に、郵 送 によ る質 問紙調 査 を実施 し

た。 質 問紙 は1345部 郵 送 し、346部 回 収 した(回 収 率25.8%)。 調 査 期 間 は2004年9月 下

旬 か ら11月 下 旬 で あ った。 質 問項 目は、 在 学 中 の児童 ・生 徒 が亡 くな っ た場 合 、児 童 ・

生 徒が近 親者 を亡 くした場 合 の、そ れぞ れの学校 、個 人で の対 応 や困難 に感 じた こ と、学

校 現場 での遺 族支援 の現状 に対 す る考 えを尋ね た。

結果および考察

1)対 象 者の基 本属性

対象 者の基 本属 性 を、Tablelに 示 す 。対象 者 はすべ て女性 で あ った。児 童 ・生 徒が 亡 く
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な った経 験が ある養護 教諭 は206名(59.4%)、 家 族 を亡 くした児 童 ・生徒 に接 した経験 が

あ る養護 教諭 は298名(85.9%)で あっ た。

2)在 学 中の 児童 ・生徒 が亡 くな った場合

在 学 中の児 童 ・生徒 が 亡 くな った経 験 が あ る養 護教 諭 は206名(59%)で あ った。 在学

中の児 童 ・生徒 が 亡 くなった 理 由 をFigure1に 示す 。児 童 ・生徒 が 亡 くな った理 由 は、病

気 が98名(48%)、 事 故 が82名(40%)、 自殺 が14名(7%)で あ った。 なお亡 くな った場

所 は、学 校管 理外 が176名(87%)、 学 校管 理下 が29名(13%)で あ った。 またその死 が予

測 可 能で あった か ど うか は、「予 測 で きなか った」が147名(72%)、 「予測 で きた」が57名

(28%)で あ った。

亡 くなった児 童 ・生徒 の親へ の接 し方 へ の 回答 をTable2に 示 す。 「葬儀 ・通 夜 に参列 し

た」が88%、 「話 を十分 に聞い た」が22%、 「家 庭訪 問 を した」が22%で あった。 児童 ・生

徒 を亡 くした 親 に接 す る上 で 困難 に感 じた こ とへ の 回答 をTable3に 示す 。 「どの ように接

して よい かわ か らなか っ た こ と」が 、34%、 「自分 自身の 精神 的 問題 」が14%で あ っ た。

なお 「接 す る機 会 がなか った ので 回答 不可」が40%で あ った。

他 の児童 へ の接 し方へ の回答 を肱ble4に 示 す。 「亡 くな った児 童 ・生徒 の思 い 出 を語 り

合 っ た」が47%、 「い のちの 大切 さ を一 緒 に考 えた」が31%、 次 いで 「事情 を説 明 した」は

25%で あ った。 他 の児童 ・生 徒 に接 す る上で 困難 に感 じた こ とへ の 回答 をTable5に 示 す。

「どの よ うに接 して よいかわ か らなか った こ と」が18%、 「自分 自身の精 神 的問題 」が15%

で あ った。 なお 「特 に困 った と感 じた こ とはない」が42%で あった。

児 童 ・生徒 が 亡 くなった後 に経験 した気持 ちや体 調の 変化 をFigure2に 示す 。「悲 しみ」

が84%、 「無 力 感」が49%、 次 いで 「疲 労感 」が26%で あ った。 気 持 ちや体 調 の変 化 に関

して 困難 に感 じた こ とへ の 回答 をTable6に 示 す 。「感 情 を表 に出 す こ とが で きなか っ た」

が23%、 「気 晴 らしが で きなか っ た」が21%で あ っ た。 これ らの結 果か ら、気 持 ちや体 調

の変化 に対 しての、養 護教諭 自身のケ アの重 要性 が示 唆 され る。

事故40%
殺

%

」ヨ
7

/
その他5%

Figure1児 童 ・生 徒 が 亡 くな っ た 理 由
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Tablel対 象者の基本属性 Table2亡 くなった児童 ・生徒の親への接し方

入 %

性別
女性

年齢
20代

30代

40代

50代
60代

担任の経験
あ り

なし

現職
小学校
中学校
高等学校
養護学校

346

69

63

120

89

5

4

2

43

100

19.9

18.2

34.6

25.6

L4

葬儀 ・通夜に参列 した

話を十分に聞いた

家庭訪問をした

学校として事情 を説明した

手紙を書いた

電話 した

カウンセラーや精神科医などの専門家や専門機関 を紹介 した

特に何 もしなかった

88%

22%

22%

8%

7%

6%

2%

16%

155

79

94

16

6

4

ゆ

9

0

9

44.4

22.8

27.1

4.6

Table3児 童・生徒を亡くした親に接する上で困難に感じたこと

どのように接 してよいかわからなかったこと

自分自身の精神的問題

時間的な余裕がなかったこと

教師間で関心度や意見に差があったこと

組織(管 理職)と の間に考え方の相違

相談する相手がいなかったこと

ほかの親やPTAと の間に考え方の相違

特に困ったと感 じたことはない

接する機会がなかったので回答不可

34%

14%

10%

8%

3%

3%

05%

12%

40%

児童 ・生徒の死別経験の有無

あ り .206
なし137

4
亠
5

0
ノ
∩フ

匚丿

3 Table4他 の児 童 ・生徒への接 し方

家族 を亡 くした児童 ・生徒 に接 した経験の有無
あ り29885.9

なし4312.4

教師歴の平均18.5年(SD=11.2)

現任校での勤務年数の平均4.4年

亡 くなった児童 ・生徒の思 い出を語 り合った

いのちの大切 さを一緒 に考 えた

事情 を説明 した

亡 くなった児童 ・生徒の ために何 かを した

特 に何 も しなか った

47%

31%

25%

1296

26%

(SD=35)

Table5他 の児童 ・生徒に接する上で困難に感 じたこと

どのように接 してよいかわからなかったこと

自分自身の精神的問題

教師間で関心度や意見に差があったこと

時間的な余裕がなかったこと

相談する相手がいなかったこと

組織(管 理職〉との間に考え方の相違

ほかの親やPTAと の間に考え方の相違

特に困ったと感 じたことはない

接する機会がなかったので回答不可

18%

15%

8%

7%

4%

2%

1%

42%

14%

Table6自 身の変化 に対 して困難に感じたこと

感情 を表に出すこ とができなかった

気晴 らしがで きなかった

気軽 に相談で きるカウンセラーや精神科医な どの専 門家
がいなかった

自分の プライベー トな生活 に支障 をきた した

日常の仕事に支障をきた した

同僚 に話 を聞いても らうことができなかった

家族や友人に話 を聞いてもらうことがで きなかった

特 に困 ったこ とはなかった

23%

21%

10%

8%

7%

3%

1%

46%
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悲しみ

無力感

疲労感

自責の念

不安感

うつ気分

怒り

体調不良

獵靆灘攤鑞鏃鑞獵灘難韆難蠹雛鑞鑠覊雛飜難憲韈靉覊癈驤覊覊覊覊 韆灘灘鑞霧轢籬懇難饑鋲鑽嬲84%
罰

覊灘飜韈鑾灘鑿鑼孅一 鑼鑼纖糶嬲49%
一

灘鑼蘿糶鑼鍵攤韈灘轗購懸26%
一

3%難韈灘購鑞嬲雛鸛1
一

靉靉驪靆靉14%
一

驪Il%

覊鑞覊1鏘10%
一

翻3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

P孟gure2児 童 ・生徒が亡 くなった後 に自身が経験 した変化

3)児 童 ・生徒 が近 親者 を亡 くした場合

近 親者 を亡 く した 児童 ・生 徒 に接 した 経験 が あ る養 護 教諭 は285名(82%)で あ っ た。

Figure3に 近 親者 と児童 ・生徒 の 関係 を、Figure4に 近 親者 が亡 くな った理 由 を示 す。

近 親 者 と児 童 ・生 徒 の 関係 は 「母 」が122名(43%)、 「父」がll9名(42%)、 「祖 父 母 」

が22名(8%)、 「兄 弟 姉妹 」が17名(6%)で あ った。 近 親者 が 亡 くな った 理 由 は 「病 気 」

が193名(68%)、 「自殺 」が45名(16%)、 「事故 」が42名(15%)で あ った。 なお近 親者 の

死 が予 測可 能 で あ ったか どうか は、 「予測 で きた」が110名(39%)、 「予 測 で きなか った」

が175名(61%)で あ った。

近親者 を亡 く した児童 ・生徒 へ の接 し方へ の 回答 を肱ble7に 示 す。 「話 を十 分 に聞 いた」

が50%、 「葬儀 ・通 夜 に参 列 した」が47%で あ った。 な お 「特 に何 もしなか っ た」が21%

であ った。近 親者 を亡 くした児童 ・生徒 に接 す る上 で困 難 に感 じた ことへ の回答 をTabie8

に示す 。「どの よう に接 して よい かわか らなか った こと」が32%、 「時 間的 な余裕 が なかっ

た こと」が12%で あ った。 なお 「特 に困 った と感 じた ことは ない」が35%で あ った。

近親者 を亡 くした児童 ・生徒 以外 の児 童 ・生 徒へ の接 し方へ の 回答 をTable9に 示 す。 ま

た 「一 部 の児童 ・生 徒 に のみ事 情 を説 明 した」が18%、 「近 親者 を亡 くした児童 ・生 徒 の

気 持 ちは ど うい う ものか を伝 えた」が13%で あっ た。 なお 「特 に何 も しなか った」が65%

で あ った。他 の児童 ・生徒 へ接 す る上 で困難iに感 じた こ とへ の 回答 をTablelOに 示 す。 「ど

の ように接 して よい かわ か らない」が12%で あ った。 なお 「特 に困 った と感 じた こ とはな

い」が54%、 「接す る機会 が なか ったの で回答不 可」が21%で あった 。
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その他1%

祖父母8%

彎 婆3%
.父 .42%

/
兄弟姉妹6%

Figure3近 親者 と児童 ・生徒 の 関係

病気68% 一 玉]
/

その他1%

Figure4 近親者が亡 くなった理由

Table7近 親者を亡 くした児童 ・生徒への接 し方 Table8近 親者を亡くした児童・生徒に接する上で困難に感じたこと

話を十分に聞いた

葬儀 ・通夜に参列 した

家庭訪問を した

カウンセラーや精神科医 などの専門家や専門機関 を紹介
した

電話 した

手紙 を書いた

奨学金などの事務手続 きをサポー トした

特に何 もしなかった

50%

47%

5%

5%

3%

3%

3%

21%

どのように接 してよいかわからなかったこと

時間的な余裕がなかったこと

教師間で関心度や意見に差があったこと

自分 自身の精神的問題

相談する相手がいなかったこと

組織(管 理職〉との間に考 え方の相違

ほかの親やPTAと の間に考え方の相違

特に困ったと感 じたことはない

接する機会がなかったので回答不可

32%

12%

8%

5%

2%

1%

0.3%

35%

15%

Table9近 親者を亡 くした児童 ・生徒以外の児{:・上徒への接 し方

TablelO 近親者 を亡 くした児童 ・生徒以外の児童 ・生徒に

接する上で困難に感 じたこ と

一部の児童 ・生徒にのみ事情を説明 した

近親者 を亡 くした児童 ・生徒の気持ちはどういうものかを伝 えた

近親者 を亡 くした児童 ・生徒への接 し方 を説明 した

クラス全員に事情を説明 した

特に何もしなかった

18%

13%

6%

3%

65%

どのよ うに接 してよいかわからなかったこと

教師間で関心度や意見に差 があったこと

時間的な余裕がなかったこと

自分自身の精神的問題

組織(管 理職)と の間に考 え方の相違

ほかの親 やPTAと の問に考え方の相違

相談する相手がいなかったこと

特に困ったと感 じたことはない

接する機会 がなかったので回答不可

%

%

%

%

%

%

%

%

%

2

5

3

3

1

1

1

4

1

1

匚」

2
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4)死 別 の悲 しみ と援助 につ い て

死 別 の悲 しみ と援 助 の方 法 につ い て、「学 ん だ経験 あ り」が62名(18%)、 「学 んだ経 験

な し」が275名(82%)で あっ た。「学 ん だ経験 あ り」の62名 に何 か ら学 んだ のか 記述 を求

め る と、 書籍 、講 演会 、研 修 な どか ら学 ん だ と回答 して いた。 「死別 の悲 しみ と援 助 の方

法 につ いて学 びたい と思 い ます か」へ の回答 をFigure5に 示す 。「そ う思 う」、 「や やそ う思

う」を合 わせ た 「学 びた い」とす る回答 が89%で あっ た。死 別 の悲 しみ と援助 の 方法 に 関

して、学 び た い内容へ の回答 をTablellに 示 す。 死別 が 生 じた場 合 の、児 童 ・生徒 へ の接

し方 につい て のニ ーズ が70%以 上 であ った。 学校 と しての対 応 につ い ての ニー ズが58%

で あ った。 また児童 ・生 徒 が教 師 や養 護教 諭 に期待 す る内容 につ い ての ニ ーズが46%で

あ っ た。専 門機 関 との連 携 に 関す る ニ ーズ も46%で あ っ た。 これ らの結 果 か ら、児 童 ・

生徒 に対 す る支援 の 方法や 、セ ル フケア に関す る内容 を新 任研 修 ・経 験者研 修 ・管理 職研

修 な どの機 会 を とらえて の研 修等 の必要 性 が示唆 され る。 また、大学 の養 護教諭 養成 カリ

キ ュ ラムの 中 で も、 「健康 相談 活 動 の理論 及 び方 法」の科 目を中心 に体系 だ った技 能 ・知

識 の習得 を盛 り込 むこ と も必 要 と考 え られ る。

死 別 を経験 した児 童 ・生徒 に対 す る学校 の 取 り組み に対 す る認 識 をTablel2に 示す 。 ど

ち らの場合 も、70%以 上 の養 護教 諭が学 校 での取 り組 みに対 して十 分で は ない と感 じて い

るこ とが分 か った。学校 での取 り組み に対す る満足 度 は高 い とはいえず 、学校全 体 で行 う

取 り組 み の範 囲 と方法 を検討 してい く必 要 があ る と思 われ る。

Tablell死 別の悲しみや援助方法に関するニーズ 1%10%

近親者を亡くした児童 ・生徒への接 し方

同級生を亡くした児童 ・生徒への接 し方

学校(組 織)と しての対応の仕方

同級生を亡くした児童 ・生徒が教師 ・養護教諭に期待 していること

近親者を亡くした児童 ・生徒が教師 ・養護教諭に期待 していること

カウンセラーや精神科医などの専門家や専門機関との連携の取 り方

日本のほかの学校での現状

学校での対応の仕方に関する海外の動向

同級生や近親者をなくした児童 ・生徒の親が教師 ・養護教諭に期待 していること

74%

フ0%

58%

46%

46%

46%

38%

21%

14%

44%

Table12死 別が生 じた場合の学校での取 り組みに対す る認識

在学 中の児童 ・生徒が 児童 ・生徒の近親者が
亡 くなった場合 亡 くなった場合

45%

十分だ と思 う

十分ではないと思 う

%

%

8

2

2

7

25%

75%

團そう思う

圜ややそう思う

ロあまりそう思わない

ロそう思わない

Figure5死 別の悲 しみと援助の方法 につ いて

学びたい と思うか
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3.在 宅ケアにおける遺族支援

目的

本研 究の 目的 は、在宅 ケ アにお ける遺族 支援 の現状 を把握 す る とと もに、在 宅 にお ける

遺族支 援 に対 す る看護 師の意 識 を明 らか にす るこ とであ る。 また、訪 問看護 師が在 宅 ケア

にお け る終 末期 の利用者 とそ の家族 を どの ようにケ ア し、看 取 りを経験 してい るのか につ

いて も検討 を行 う。

方法

対象 は、A県 下 にあ る全訪 問看護 ステ ー シ ョンに勤務 す る看護 師で ある。郵 送 に よる質

問紙 調査 の結 果、315名 か ら有 効 回答 が得 られ、有 効 回答率21%で あ っ た。 調査 期 間 は、

2005年4月 か ら5月 であ る。質 問項 目は、遺族 に対 す る在宅 で の取 り組み 、遺族 支援 を行

うた めの問題 点、遺 族支援 の キーパ ー ソ ン、遺族 支援 に対す る学 びの必 要性 な どについ て

であ る。
表1訪 問看護師の基本的属性

結果および考察

1)回 答 者 の基本属性

訪 問看 護 師315名 の基 本属 性 は、表1の 通 りで あ

る。 年 齢 は約8割 が30～40代 で あ っ た。 看 護 師経

験 で は10～19年 の経験 を もつ訪 問看 護 師 が過 半 数

を超 えてい た。 ケアマ ネー ジ ャー を兼務 してい る訪

問看護 師は12.4%で あ った。

人数 %

性別 女 312 99,0

男 2 0,6

年齢 20代 17 5.4

30代 125 39.1

40代 125 39.7

50～ 46 14.6

看護師

経験年数

～9年 47 14,9

10～19年 173 54,9

20～29年 72 22.9

30年 20 6.4

訪問看護師

経験年数

記3年 未満 100 31.7

3年 ～6年 未満 103 32.7

6年 ～ 110 34.9

現職 所長 88 27,9

訪問看護師 232 73.7

ケ アマ ネ ー ジ ャー 39 12,4

所長年数 ～9年 11 13.3

10～19年 25 30,1

20～29年 28 33.7

30年 19 22.9
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2)看 護 師 と して の看取 りの経験

回答 した訪 問 看 護 師315名 の う ち、97.1%が 看 護 師 と して 看 取 りを経 験 してい た。 看

取 っ た患者 の人 数で は、32.7%の 看 護師 が50名 以上 と回答 した(図1)。 在 宅で は、74.6%

が 看取 りを経験 し、看取 った利 用 者 の人 数で は、46.0%の 訪 問看 護 師 が1～9名 と回答 し

た(図2)。
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3)患 者 の死 後の遺 族へ の訪 問

患 者 の 死 後、 遺 族 支援 と して遺 族 へ の 訪 問 を

行 っ て い る訪 問看 護 師 は、231名(767%)に も

のぼ って いた(図3)。 訪 問の 回数 につ いて は、「1

回」が最 も多 く、遺 族 へ の訪 問 を した231名 の看

護 師 の うち79.7%で あ っ た(図4)。 訪 問 の時 期 に

つ い ては、 死亡 後1ヶ 月程 度が最 も多 く、訪 問 し

た看 護 師の うち50.6%で あ った(図5)。

図3遺 族への訪問 n=301
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図4訪 問の回数 n軍315

図5訪 問の時期 n=315

複 数回 答

4)遣 族 のため の取 り組 み

遺族 の ための取 り組 み に関 して 、「行 って いない」との 回答 は532%、 「時 々」また は 「い

つ も」との 回答 は468%で あ った(図6)。 具体 的な遺 族 の ため の取 り組 み の状 況 は、 図7

の通 りであ る。 最 も多 く行 われ てい たのが 「臨終時 に話 を十 分 に聴 いて いる」とい う臨終

時の傾 聴で あ り、737%で あ った。 次い で、「葬儀 後 に訪 問 して いる」(676%)、 「遺 族 に死

後の処 置 を一緒 にす る よう促 して いる」(635%)で あった。 「これか らの こ と(手 続 きな ど)

につ い て説 明 してい る」や 「看 護 師 と して死 亡 の原 因 な どにつ いて 説明 してい る」な ど も

半数 を上 回って いた。一 方で 、訪 問看 護 師に よる遺族 支援 として、家族 間 の調 整や他 職種

との 連携 、社 会 資源 の 紹介 等 は ほ とん ど

行 われ てい なか った。 こ の よ うな在 宅 で

の遺族 のた めの取 り組み につ いて、 「不 十

分 だ と思 う」との 回答 が232%、 「あ ま り

十分 で は ない と思 う」との 回答 が437%

に上 り、 あ わせ て約7割 の 方 が現 状 での

取 り組 み を十分 で は ない と認識 して い る

こ とが 明 らか となった(図8)。

図6遺 族支援の取組みの状況 n=28Q

嬢 饗癒と難煮 231



図7遺 族支援の取組みの内容 n=315

複数 回答

図8遺 族支援の現状 n=293

5)訪 問看護 師 によ る遺族 支援 の問 題点

遺族 支援 の 問題点 と して、 「在 宅ケ ア と して どこ まで取 り組 むべ きか とい う範 囲が明確

でな い」と答 え た訪問看 護 師が最 も多 く、641%で あ った(図9)。 次 いで、 「訪問看 護 師の

遺 族 支援 に対 す る研 修 が十 分 でな い」(527%)や 、 「遺族 支援 を行 う余裕 が ない」(524%)

との 回答 も多 く見 られ た。
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図9遺 族支援を行 う上での問題点 n=315

複 数回答
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6)在 宅ケ アにお ける遺 族支援 の キーパ ーソ ン

回答 者 の53.0%が 、在 宅 にお け る遺 族 支援 の 中心 と して望 ま しい専 門職 は、「担 当 の訪

問看 護 師」と認識 して いた(図10)。 「精神 科 医 や カウ ンセ ラー」や 「セル フヘ ルプ グルー

プ」との回答 はいず れ も6.7%に 過 ぎなか った。
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図10遺 族支援の中心 となる専門職(優 先順位1位 を列挙) n=315

7)遺 族支 援 に対 す る学 び

遺族 支援 に対 す る学 び の経験 に関 して は、「特 に学 んで い ない 」との 回答 が 最 も多 く、

50.5%と 半数 以上 を占め てい た(図11)。 「遺 族支 援 につ い て学 びた い と思 い ます か?」 と

の 質問 に対 しては、「そ う思 う」と 「どち らか と言 えばそ う思 う」をあ わせ て83.3%に 上 り、

遺 族支 援 を学 ぶ こ とへ のニ ー ズの 高 さが示 唆 され る(図12)。 学 び たい 内容 に関 して は、

「遺 族へ の接 し方 」が 最 も多 く、67.3%で あっ た(図13)。 また、在 宅 にお け る遺 族支 援 に

お いて 「範 囲が不 明瞭」とい う問題 意識 を持 ってい るため か、 「日本の現 状」、「他 職種 との

連携」、「社 会資源 」につ い て学 びたい とい う希 望 も多 か った。
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複 数 回答
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図12遺 族支援 を学びたいか n=311
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複数 回答

8)利 用者 を看取 った後の気 持 ちや体 調の変化

利 用者 を看取 った後、 訪 問看護 師 は気 持 ちや体 調 の変化 と して 「悲 しみ」828%や 、「無

力 感 」670%、 「自責 の 念」622%を 経 験 して い た。 そ の 反 面、 「満 足 感 」673%や 「達 成

感 」658%も 経験 してい た(図14)。 持 ちや 体調 の変 化 に関 連 して 困 った こ とについ て は、

「困 っ た こ とが ない 」との 回答 が349%と 最 も多 か っ た。 一方 で、 「プ ライベ ー トに支 障

を きた した」(206%)、 「気晴 ら しが で きなか った」(149%)、 「感情 を表 に 出せ なか った 」
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(14.6%)と の回 答 も少 なか らず見 られた(図15)。 訪 問看 護 師 は看 取 りにおい て、悲 しみ

な どの気持 ちの 変化 を経験 し、そ のた めに プ ライベ ー トに支障 を きたす などの 困難 を感 じ

てお り、訪 問看護 師 のセル フケ アの重要性 が示 唆 された。 今後 、利用者 ・家族 のみ な らず

訪問看 護師 を も体験 す る死別 後の悲 嘆や 死の準備 につい て、研修 等 を検 討 してい く必要 が

あ る と思 われ る。

図14看 取 り後の気持ちや体調の変化
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図15気 持 ちや体調 の変化 で困 ったこと
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4.宗 教家 による遺族支援

目的

本研究の目的は、仏教僧侶による遺族支援の現状を把握するとともに、遺族支援に関す

る仏教僧侶の意識と関連要因を明らかにし、得られた結果に基づき、遺族支援における仏

教僧侶が担う役割について検討することである。

方法

2005年9月 ～10月 の間 に、A市 仏 教会 の協力 を得 て、A市 仏教 会会 員寺 院お よびA市 内

にあ る各寺 院 を預か る仏 教僧侶 を調査 対象 と し、郵 送 に よる 自記 式質 問紙 調査 を行 っ た。

本研 究 の倫理 的配慮 につ いて は、大学 内 で倫理 面が審 議 され、 さ らにA市 仏教 会の研 究協

力者 の承 諾 を得 てか ら調査 を実 施 した。調査 に際 して は、研 究の趣 旨、 プ ライバ シーの保

護 な どについ て記 した書面 を同封 し、調査協 力へ の 同意 ・不 同意 に関 して は、質 問紙の 返

送 を もって研 究 に参 加 す る意 思 の確 認 と した。 質 問紙 を1086部 配布 し、 この うち224名

(回収 率20.6%)か ら回答 が得 られ たが、 回答 へ の不備 を含 まない有 効 回答213名(有 効 回

答 回収 率19.6%)を 本研 究 の対象 者 と した。 なお、A市 内 の寺 院 を対象 として選 定 した基

準 につ いて は、市街 地 ・寺 町 ・旧村 内の寺 院が混 在 してい る地域 であ り、教 義の偏 りを防

ぐた めに宗派 が混在 してい る地 域で あ るこ とを満 た してい た ためで ある。

調査 内容 に関 して は、先 行研 究 を参 考 に して、異 な る宗 派 の仏教僧 侶2名 が 遺族 支援 に

関す る項 目案 を列挙 し、 遺族支 援の専 門家 お よび他 の仏教僧 侶数 名 との検討 を重 ね、質 問

紙 を作 成 した。 また 、予備 調 査 と して、 そ の質 問紙 に対 して 数名 の仏 教 僧侶 に回答 を求

め 、最終 的 に調 査項 目を決定 した。

結果および考察

1・.回 瀦 の属 性

回答 者 の基 本属性 に関 して、 性別 は男 性200名(93.9%)、 女性10名(4.7%)、 無 回答3名
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(1.4%)で あ った。 さ らに年 齢分布 は20代2名(0.9%)、30代12名(5.6%)、40代29名(13.6%)、

50代52名(24.4%)、60代45名(21.1%)、70代21名(9.9%)、80代3名(1.4%)、 無 回 答49名

(23.0%)で あ り、無 回答 を除い た平 均年 齢 は5655(SD=12,06)歳(N=164)で あった。

現 在 の役 職 は、 住 職 が183名 ・(85。9%)と大 多数 を占 め る一 方、 前住 職(2.3%)、 副 住 職

(5.6%)、 衆 徒(3.3%)も 少 数 なが らみ られ た。 ち なみ に住職 歴 は最小1年 か ら最大62年 と

幅 広 く回答 が得 られ たが 、平 均 年数 は19.88(SD=12.22)年 で あ っ た。 さ ら に、 全体 とし

て 、8名 の無 回答 を除外 した205名 の法務 歴 の平 均 年 数 は30.67(SD=12.14)年 で あ り、 最:

小 年数3年 、最 大 年数65年 で あ っ た。兼 職 の有 無 で は、 兼職 あ り40名(18.8%)、 兼 職 な

し173名(81,2%)で あ り、兼 職 に 関 して は、 大 学教 育 な どの教 育機 関、 幼稚 園や保 育 園、

事務 職、 自営業 な どが挙 げ られて いた。

所 属宗 派 につ いて は、浄 土真 宗(50.2%)・ 浄 土宗(16.4%)・ 日蓮 宗(系)(8.0%)・ 真 言

宗(6.6%)・ 融 通念 佛 宗(5.2%)・ 曹 洞宗(4。2%)・ 臨済 宗(1,9%)・ 黄檗 宗(1.9%)・ 和 宗

(0.9%)・ 天 台宗(05%)・ 法相 宗(0.5%)・ そ の他(3.8%)で あ った。 わが 国の仏教 教 団に

お いて、寺 院数 と檀 信徒 数か らの規模 か ら考 え ると、最大 の仏教 教 団 とされてい る浄土真

宗が や は り半 数 を占め てい る こ とか ら、 この分 布 につ い て頷 ける結 果 とな った。 しか し、

浄土真 宗 と並 んで 巨大教 団 と言わ れてい る曹洞 宗が かな り少 ない割合 にな ってい る ことは

わが 国の分布 と大 き く相 違 してい る点で あ り、 この こ とを踏 まえて以後 の分析 結果 につ い

て は、 あ る都 市部 にお ける仏教 僧侶 の意識 調査 とい う位置 づけ で考 えてい くこ とにす る。

12.寺 院 の属 性

寺 院類 型 と して は、檀 家 寺 が85.0%と 最:も多 く、 次 いで信 者(祈 祷)寺7.0%、 檀家 寺 ・

信 者(祈 祷)寺3.3%、 そ の他4.2%、 無 回答05%と な ってい た。寺 院の所在 地域 で は市 街地

の寺院 が最 も多 く81.7%、 次い で寺町 の寺 院9.9%、 旧村 内の寺 院6.1%、 そ の他2.3%と なっ

てい た。檀 家/信 徒/信 者 の集 ま り具合 は 「以前 と変 わ らな い」が 最 も多 く41.3%、 ほ ぼ

同数 で 「減 少傾 向 」が40.4%、 「増 加傾 向 」は17.8%に とどま り、無 回答05%で あ っ た。 こ

の一年 間 にお ける葬儀 の 回数 を尋 ね た ところ、 「0～5回 」27.2%、 「6～10回 」30.5%、 「11

～15回 」23.9%、 「16回以上」17。8%、 無 回答0.5%で あっ た。

また 、仏教 僧侶か ら自分が預 か る寺 院 の檀 家/信 徒/信 者 の気 質 につ いて の設問 につ い

ての 回答 は、表1に 示す 通 りで あっ た。 なお、度 合 につ いて は後 述 の分析 の際 に用 い るた

め、仏教 僧侶 が檀信 徒の気 質 に対 して よ りよ く感 じる段 階 を示 してい る。
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表1檀 家/信徒/信者の特性(N=213)

檀家/信徒/信者の気質 人数 (%) 度合

篤信 な同行が非常 に多い

篤信 な同行が比較的多い

篤信 な同行があま り多 くない

篤信 な同行が少 ない

無 回答

6

100

79

26

2

(2.8)

(46.9)

(37ユ)

(12.2)

(0.9)

1

2

3

4

寺の世話を非常 によくする

寺の世話を比較的する方である

寺の世話をあま りしない

寺の世話をほとん どしない

0

8

4

1

1

8

7

4

(47)

(41.3)

(34.7)

(19.2)

1

2

3

4

法要や先祖の供養には非常 に熱心である

法要や先祖の供養には比較的熱心である

法要や先祖の供養はあま りしない

法要や先祖の供養はほ とんどしない

無回答

25

173

13

1

1

(II.7)

(81.2)

(6.1)

(05)

,(05)

1

2

3

4

13.タ ー ミナル ケァ(終 末期 医療)へ の実 際の 関わ り

本研 究 にお け る"タ ー ミナ ルケ アへ の関 わ り"の 位 置 づ け を、"臨 終 の際 の関 わ り"と し

た。そ の上 にた って、実 際の 関わ りにつ いて尋 ねた ところ、「実 際 に携 わ ってい る」(5.2%)、

「関心 はあ り、 今 後 は関 わ るこ と も考 えてい る」38.0%、 「関心 はあ るが 今 の とこ ろ関 わ る

こ とは考 えてい ない」(53.5%)、 「関心 はない」(3.3%)と い う結果 であ った。

さ らに、本 人や家 族 か ら呼 ばれ た ことがあ るか ど うか を尋ね た ところ、 「あ り」(21.7%)、

「な し」(78.3%)で あった 。「あ り」と回答 した仏教 僧侶 に対 し、 「そ の場 で どの よ うに接 し

ま した か?」 に対す る回答 で 多 くみ られ たの は、 「家 族 の話 を聴 くよ うに した」(45.7%)、

「臨終行 儀 を行 った」(43.5%)、 「亡 くなる本人 に語 りか けた」(37.0%)で あ った。 一方 、「な

し」と回答 した仏 教僧 侶 に対 して考 え られ る理 由 を質問 した ところ、 「一般 的 な通 念 とし

て、仏 教僧侶 を生前 に呼 ぶべ きで は ない と考 え られ てい るか ら」(38.9%)、 「仏 教僧 侶 は葬

儀 や法 要 を含 めた宗 教儀 式 を行 う ことがそ の役 割 と考 え られ てい るか ら」(35.9%)、 「臨終

の時 は、家族 や親 族 のみで時 間 を過 ご した い と考 え られて いるか ら」(26.9%)が 挙 げ られ、

「そ の他 」と して 、「病 院 で亡 くな る方 が多 く、他 の入 院患 者へ の 影響 が あ る と考 え る」、

「臨終 の 際 に僧 侶 を呼 ぶ習 慣 が ない ため」、「僧 侶 を不 吉 な存 在 と して い る」とい う回答 が

挙 げ られ ていた。

ち なみ に、 仏教僧 侶が 呼ば れた場所 と して は上述 の回答 が裏付 け る ように、 自宅が最 も

多 く、 次い で 「自宅 ・病 院」、 「病 院」が 同数で挙 げ られて いた。
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14.遺 族へ の関 わ り

遺 族へ の 実際 の 関わ りと して、取 り決 め られ た葬儀 や法 事 、法 話 な どの宗 教行 動 以外

に、何 か関 わ りを もっ てい るか どうか を尋 ねた ところ、「関 わ りあ り」(66.2%)、 「関わ りな

し」(33.8%)と い う結果 であ った。 その 関わ りの 内容 と して、 回答 が多 か ったの は、 「檀家

参 りの とき、読 経 のあ とで教義(仏 教 や宗 旨)に 基 づ く死 や生 に関す る話 をす る」(75.9%)、

「檀 家 参 りの とき、 読経 の あ とで故 人 に関す る話 をす る」(67.4%)、 「悲 しみ や悩 み を理解

しよう とした り、心 の安 ら ぎを与 えた りす る ような精神 的サ ポー トを行 う」(4Z5%)、 「お

通夜 ・葬 儀や 法事 な ど、法 要 の ときに じっ く りと話 をす る機会 を持 つ」(46.8%)で あ った。

また、 「関 わ りな し」と回答 した仏 教僧 侶 にそ の理 由 を尋 ね た と ころ、 「取 り決 め られ

た宗教 行 為 以外 の関 わ りの必 要性 を感 じてい るが、 実 際、 難 しい と思 って し まうか ら」

(45.8%)、 「寺務 や法 務 が繁忙 で 、取 り決 め られ た宗教 行為 以外 の関 わ りに対 して余 裕が

ない か ら」(25.0%)で あ った。 少 数 意見 と して、「何 を した らよい か が分 か らない か ら」

(167%)、 「兼職 に就 い てい るた め、取 り決 め られた 宗教行 為 以外 の 関 わ りに対 して余 裕

が ない か ら」(6.9%)が 挙 げ られ てい た。

また、遺族 へ のサ ポー トについ て、積 極 的 な意 識 があ るか どうか を尋 ね た とこ ろ、 「非

常 にあ る(36.6%)」 、「やや あ る」(46.0%)、 「あ ま りない 」(14.正%)、「全 くない」(0.9%)、 無

回答(2.3%)と い う分 布 に なっ た。そ の ため、 「あ ま りな い」と 「全 くない 」の割合 が低 い

の で、合 算:して 「ない」とい う分 類 に改 め た。 さ らに、無 回答 を除外 し前 出 の 「実 際 の 関

わ り」との カイニ乗 検定 を行 っ た。 そ の結果 、統計 的 に有意 とな り、積 極 的な意 識が非 常

に強い仏 教僧 侶 で も 厂実際 の 関わ り」はなか なか 実践 で きてい ない とい う こ とが 明 らか と

なった(表2)。

そ こで 、従来 の宗教 行動以 外 に遺族 との 関わ りを もってい る仏 教僧侶 に関 して、 どの よ

うな要 因が関連 して いるの か を分析 した結果 、個人 ・寺 院の属性 の 中で、法 務歴 との 間で

有意傾 向が見 出 され た(表3)。 つ ま り、遺 族 との実際 の関 わ りを もってい る仏教僧 侶 の方

が 関わ りを もってい ない仏教 僧侶 よ り も法務 歴の 平均 年数 が短 い こ とが 明 らか とな った。

また、上記 で も挙 げ られて いた兼 職 によっ て差 異が あ るか どうか を検 討す るた めに カイニ

乗検 定 を行 っ た結 果、有 意 な差異 が認 め られなか った(表2)。

さ らに、最 近 の宗 教 離れ によ って檀 信徒 の 気質 が仏 教僧 侶 に何 らか の影 響 を及 ぼ して

い る可 能性 が ある と考 えた た め、檀信 徒 の気 質 を前 出 の表1で 示 した分布 か ら、「篤信 的

で ある」・「寺 の世 話 をす る」・「法 要や 先祖 の供 養 をす る」の それ ぞれ の度 合 を数値 化 し、
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t検定 を行 った結 果、 すべ て にお いて 「実際 の関 わ り」を もってい る仏教僧 侶 の方が檀 信徒

の気質 につ いて、 わずか なが らよ りよ く感 じて いる結 果が示 され たが、統 計 的 には有 意 で

はなか った(表3)。

以上 の結果 か ら、 一般 的 には仏教僧侶 は遺族支 援 に対 して必要性 を感 じてい るこ とが あ

るに も関わ らず、法 務 な どの事 情 に よ り必 ず しも実践 とい う形 に結 びつ い てい ない ことが

示 され た。過 半数 の仏教僧 侶が 遺族 支援 に対 して様 々な取 り組み を行 って いる一方 で、 遺

族 が求 め てい る こ とに十 分応 えてい る とはい えな い傾 向 にあ るこ とが 明 らか とな った。6

割 強の仏 教僧 侶が 「取 り決 め られた葬 儀や 法事 、法話 な どの宗教 行為 以外 に何 らか の関 わ

りがあ る」とい う回答 があ る一 方で、 遺族 支援 に関す る意 識 との 関連か ら、積極 的な意 識

が あ る仏 教僧侶 で も、実 際の 関わ りは決 して実践 で きてい る とは言 えない。 ただ 、本研 究

か らは明確 な差異 が明 らか に され てお らず 、そ れ らの関係性 を明確 にす るため に再 調査 が

待 たれ る。 また、檀 信徒 の気 質 をよ り宗教 的で あ る と感 じてい る仏教僧侶 の方が 実際 に関

わ り合 い を もって いる こ とが示 された。す な わち、檀 信徒 の意識 の低 下 と ともに、仏教僧

侶 自身 の動機付 けに も影 響 を及ぼ してい る こ とが明 らか とな り、 檀信徒 が篤 信的 では ない

の に、 一生懸 命 に仏 教僧侶 と して の役 割 を追求 す るこ とに意義 を見 いだせ てい ないの では

ないか とい う ことが考 え られ、 今後 そ ういっ た こと も含 めて検討 を重 ねて い く必 要性が 示

唆 され る。

表2遺 族への実 際の関わ りとサポー トに関する意識お よび兼職の有無

実際の関わ り
Aη め5∫ ∫

あ り な し

積
極
的
な
意
識

非常 にある

や やある

ない

61(29.3)

67(32.2)

10(4.8)

17(8.2)

31(14.9)

22(10.6)

X2(2)ニ22.75冲 坤坤

あ り兼

職 な し

27(12.7)

114(535)

13(6.1)

59(27.7)
X2(1)ニ.04n.s.

注:表 中 の 数 値 は 回答 者 数 、()内 は%糖pく.001n.s.:notsigni丘cant
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表3遺 族への実際の関わりと法務歴および檀信徒の気質

実際の関わ り

t値

あ り なし

法務歴 29.60(ll.53)(Nニ134)32.69(13.07)(N=71) 1.74

篤信 的 な 同行 が 多 い と感 じる 度合2.56(.71)(N=140)2.66(.7g)(Nニ71)

寺 の世 話 をす る と感 じる 度合2.65(.86)(Nニ141)2.75(、78)(N=72)

法 要 や先 祖 の供 養 をす る と感 じる 度 合1.94(.45)(Nニ140)L99(.43)(N=72)

.97n.s.

.81n.s,

78n.s.

注:表 中の数値 は平均値、()内 はSD Pく.10n.s.:notsignificant

15.遺 族 か ら仏 教僧侶 へ のニー ズ

「葬儀 や法事 な どの宗教儀 式 を執 り行 うこ と」・「葬儀 後 の定期 的 な檀 家参 り」・「教義 に

基 づ く死 や 生 に関す る話(説 教 ・説 法)を す る こ と」・「信仰 や 人生 の相 談 を通 して、地 域

の 中心 的存 在 とな る こ と」・「遺族 の悲 しみ や悩 み を しっか りと聴 くこ と」・「心 の 安 らぎ

や癒 しを与 える こ と」に対 して、遺 族が どの程 度仏 教僧侶 に求め てい るか を仏教僧 侶 自身

の 考 え として尋 ね た。 そ の結果 、「信 仰 や人生 の相 談 を通 して、 地域 の 中心 的存 在 とな る

こ と」以外 は、8割 以 上 の仏教僧 侶 が 「求 め られて い る」と回答 してい た(図1)。 それ以 外

に、 自由記述 として 回答が あ った事 項 は、 「法 話」、 「葬儀 後の供養 の仕 方(儀 式)に つ いて

の教 え」、「遺 品の処 理や 相続 につ いて の ア ドバ イス」、 「地域社 会 にお ける役割 」な どが 主

に 「求め られて いる」もの として挙 げ られて いた。

そ こで、 この仏 教僧 侶 が考 える遺族 か らのニ ーズ を 「非 常 に求 め られ てい る」(1点)か

ら 「全 く求め られ てい ない」(4点)と 数値 化 し、前 出の 「実際 の関 わ り」の有無 によ り差 異

が あ るか ど うか をみ るた め、t検 定 を行 った。 その結 果、 定期 的 な檀家 参 りを除 いて従 来

の宗教 行 動 と され てい る宗教 儀式 の執行 に関 して有 意な傾 向が あ ったの を は じめ、 他 の4

項 目にお いて統 計 的に有 意な差 異が あ るこ とが示 された(表4)。 統計 的 に有 意で は なか っ

た項 目を含 め てす べ てにお いて、従 来 の宗教行 動以外 の関わ りを もってい る仏教僧 侶 の方

が遺族 の ニーズ として強 く感 じてい る結 果 とな った。
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表4遺 族へ の実際の関 わ りとニー ズ得 点

実際の関わ り

tfl葭

あり なし

葬儀や法事などの宗教儀式を執り行 うこと

葬儀後の定期的な檀家参 り

133(.53)(N=138)1、50(67)(N=72)

1.74(.62)(N=141)L82(、59)(N=72)

191

.93n.s

教 義 に基づ く死や ∠1・に関す る 話(説 教 や説 法)を す る こ と1.84(、64)(N=140)2.17(.65)(N=72〕

f,そ仰や 人生 の十li談を通 して、 地域 の中 心rl9存 在 とな る こ と236(75)(N=140)272(70)(N=72)

心の安 らぎや癒 しを7丿・えること

遺族の悲しみや悩みをしっか りと聴 くこと

1.65し66)(N=141)2,U(.76)(N己72}

1フ2し66)〔N=138)2.08(.75)(N置72〕

3.54を 瞬

337膳

464斗 糾

3.58鱒 博

注:表rl1の 数値 は 平均f直 、()内 はSD 汁料pく .001瞬pく01pく 」On.s,;notslgllificant

16.遺 族へ の関わ りの 中での苦慮

遺 族へ の関 わ りにおいて 、仏教僧 侶が 苦慮 した事 項の 出現頻 度 を示 したのが 図2で あ る。

多数 の仏 教僧 侶 にみ られ た回答 と して、 「今 まで の学 びだ けで は、 目の前 にいる遺 族 をサ

ポ ー トす るこ とが で きない と感 じた点 」(30.0%)、 「遺族 か らの相 談 に十分 に対 応す る時 間

的 な余裕 が なか った こ と」(28.6%)、 「取 り決 め られた宗 教儀 式 や宗教 行為 を執 り行 うこ と

以外 は期待 され てい ない点 」(26.3%)な どが 挙 げ られ ていた。 また、そ の他 の意見 として、

「自己 中心 的 な考 えで 仏教 につ い て大 きな過信 を もち、話 を きか な い時 な どに苦 慮 した 」
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とい う意 見 も挙 け られ てい た。 そ して、 遺族 へ の 関わ りの 中 で、 「苦慮 した こ とは ない」

とい う回答 が174%と い う ことか ら考 える と、 逆 に8割 強 の仏 教僧侶 が 遺族 への 関わ りに

関 して何 らか の苦慮 を感 じた こ とが ある とい える。
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図2遺 族 との関 わりの中て苦慮 した点(%)(N=213複 数回答)

「7.遺 族 支援 に関す る学 びにつ いて

前 項 の最 も苦慮 した点 と して挙 け られ てい た学 び につ いて、 その有 無 を尋 ねた ところ、

今 まで に学 ん だ経 験 の ある仏 教僧 侶 は549%で 、そ の よ うな経 験が ない仏 教僧 侶 は451%

で あった。 そ して、 その学 びの場所(あ るい は手段)に 関 す る設 問の 回答結果 は、 「書籍 な

どを用 いて 自分 で学 ん だ」(547%)、 「宗 派の教 育 機 関」(462%)、 「講 演 会や 説法 会(布 教

会 な ど)」(453%)、 「師僧、 先輩 僧 か ら個 人 的に教 えて も らった」(26.5%)、 「(仏教系 の)

大学や 専修学 校 な ど教育 機 関」(231%)、 「学術大 会 ある いは関連学 会」(137%)、 「遺 族会 」

(17%)、 「その他」(77%)で あっ た。

さ らに、今 後の 学 びへ の欲 求度 を尋ね た ところ、 「学 び たい」(390%)、 「どち らか とい え
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ば学 びたい」(37.6%)、 「どち らと もい えない」(16。9%)、「学 びた い と思 わ ない」(2.3%)、 「ど

ち らか とい えば学 び たい と思 わ ない 」(1.9%)、 無 回答(2.3%)で あ った 。 また、 遺族 支援

につ いて知 りた い ことや学 びたい こ とに対 す る回答 の結果 は、 「遺族へ の具体 的 な接 し方」

(36.6%)や 「遺 族 に 向け ての 説法 や 、説教 の仕 方」(36.2%)、 「遺族 が僧 侶 に期 待 してい る

こ と」(33.8%)が 挙 げ られて いた。

今 まで の学 びに対 して 、 この ままで は遺族 を支援 す る ことが不十 分 であ る と3割 の仏 教

僧 侶が 認識 して いる こ とか ら、早急 に遺族 支援 に関す る教 育 プログ ラム を構 築す る こ とが

望 まれ る。 実際 、遺族 へ の精神 的サ ポー トの学 び につ いて は、54.9%の 仏 教僧 侶 が何 らか

の形 で学ん だ経験 があ る ことが明 らか とな ったが、 この よ うな苦 慮が 挙 げ られ る とい うこ

とは、 学ん だ経験 があ るの に困難 であ る と捉 えてい る と も解釈 で き、 今 までの教 育 プロ グ

ラム を再検討 す る必要性 が あるだ ろ う。 さらに、今後 の学 び につい て、「学 び たい」と 「ど

ち らか とい えば学 びた い」を合 わせ る と8割 弱 の仏教 僧侶 が 望 んで い るこ とが明 らか とな

り、学 び に対 す るニー ズが多 数挙 げ られた こ とか らも見直 しは急 務 であ る と思 われ る。

5.お わ りに一地域における遺族支援 システムの構築一

遺族 への支 援 を提 供す る者 として、① 遺族 同士、② 家族 ・親 族 ・友 人知 人、③ 医療 関係

者 ・宗 教家 ・学校 関係者 ・葬儀 業者 な ど遺族 に接す る人 々、④ カウ ンセ ラーや精 神科 医な

どの専 門家 、⑤公 的機 関が挙 げ られ る。 それ ぞれ の提 供者 による遺族 支援 は必ず しも独 立

してい るわ けでは な く、 互い に連携 し、協 力 して行 われ る場 合 も多 い。一 部の ホス ピス ・

緩 和 ケア病棟 で実 施 されて い る遺族 主体 のサ ポー トグル ー プはその一 例 であ る。

わが 国で は、遺 族 同士 によ る相互 支援 であ るセ ル フヘ ル プグルー プの活 動 は各 地 に広 く

展 開 されつ つ あ る。 しか し、 当研 究会 が これ まで に実施 した遺 族支 援 の実 態調 査 に よる

と、 ホス ピス ・緩和 ケ ア病棟 を除 く医療 機関 での遺 族支援 や、 宗教家 や学校 関係 者 に よる

遺族支 援 は決 して充実 してい る とは言 え ない。 また カ ウンセ ラーや 精神 科医 につ い ては、

遺族支 援へ の関心 や理解 が まだ まだ低 い ように も思 え る。公 的機関 に対 して は、 母子 ・父

子 家庭 へ の生 活支援 な どに とど ま らず、 地域 の遺 族支援 活 動 に対 す る支 援が 期待 され る。

そ の一 方で 、 当研 究会 の調 査 報告 に よる と、 一 般病棟 の看 護 師や、 訪 問看 護 師、 養護 教

諭、宗 教家 とい った遺族 に接 す る機 会 のあ る臨床家 の多 くは、 遺族支 援 の必要性 を認 めて
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お り、 また 自らも遺 族支援 を学 び たい と考 え る者 も少 な くなか った。今後 、遣 族支援 に対

す る教育 ・研 修の制 度 を確 立 してい くこ とで、遺 族支援 の活動 は大 きな拡 が りをみせ るも

の と思 われ る。

遺族支援 は、遺族 のニ ーズ に応 じたケ アが提供 されて は じめ て有 効 であ る。 しか し、遺

族 のニ ーズ は極 め て多 様 であ り、 また長期 にわ たる ケァ を要 す るケー ス もあ る。一機 関 で

提 供で きる遺 族ケ アに は限界が あ り、そ れゆ え地域 の社 会 的資源 と連携 して、 地域全 体 と

して遺族へ のケ アを考 える必要 があ る。 医療 関係 者、学 校 関係 者、 宗教 関係者 、そ して各

地域 で利 用で きる社会 的 資源、例 えばセ ルフヘ ルプ グルー プや電話相 談、 行政 の支援 制度

な どが連携 を と り、 遺族 に とって最 も有益 な支援 が選択 で きる よ うな体 制が望 まれる。将

来 的 に は、 「遺 族支 援 セ ンター」の よ うな独 立 した専 門機 関 が設 立 され、 そ れ を中心 と し

て地域 の遺族 支援 システ ムが構 築 され るこ とを願 って い る。
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